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あ い さ つ

津久井郡農業協同組合

代表理事組合長 山　口　耕　一

平素よりＪＡ津久井郡をご利用、お引き立ていただき、誠にありがとうございま

す。

この度、当ＪＡの事業の概況や平成28年２月期決算の状況を皆様にご高覧いただ

きたく本誌を発刊いたしました。ぜひ、ご一読いただきますようお願い申しあげま

す。

さて、ここ数年の我が国経済は、政府の成長戦略によって比較的好調に推移して

きました。しかしながら、急激な円安によって輸入物価の上昇がもたらされるなど、

負の側面があったことも否めません。特に農業分野では、生産資材価格の高騰によ

って農家の経営を圧迫する状況となりました。

また、昨今の原油安による国際金融市場の不安定化と、平成27年中頃からの地域

紛争の拡大に加えて新興国経済の成長鈍化により、世界的な規模で景気後退が懸念

されるなかで、政府による財政出動とともに極端な金融緩和策がとられることとな

りましたが、これに伴う超低金利は景気刺激が期待される一方で、金融市場の混乱

を引き起こしています。

農業関連では、本年度は中央会改革や理事の構成要件変更などを柱とする改正農

協法の成立に続いて、関税に係る聖域を守るよう求めていたＴＰＰ交渉が大幅譲歩

によって大筋合意に至るなど、農業・農協にとっては大きな転換点となった年であ

りました。

こうしたなか、当ＪＡは、「つくい農業の振興」を柱とした総合計画に沿って鋭意

事業活動を展開してまいりました。超低金利下において貯金・貸出金ともに純減と

なるなど、厳しい収益環境が続いておりますが、経費節減などにより当期の経常利

益は２億９千万円と計画を上回る実績となりました。また、単体自己資本比率は

19.82％と引き続き高水準を維持しております。

さらに、当期は、営農指導や販売力の強化を柱とする「ＪＡ津久井郡自己改革プ

ラン」を策定し、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」に向け、

営農指導やＴＡＣ活動の体制づくりを行いました。

平成28年度は、第15次総合３か年計画の第１年度として、農業の振興「明日へつ

なぐ、元気な農業」と地域の活性化「笑顔のある暮らし」、そしてこれらを支える

「期待に応える組織と経営」を基本目標に、より一層信頼されるＪＡを目指していく

所存であります。

今後とも、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。
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わたしたちの使命は、ここに集う組合員のこころと生活を豊かにすることです。このた

め、農業協同組合の特性を生かして、農業を基軸とした様々な活動に取り組みます。

そして、組合員の繁栄は地域社会と共有され、明るい未来へつながるものと信じています。

経済的な豊かさ・こころの豊かさを、すべてのひとびとが分かち合う公平な地域社会が

実現すること、それがわたしたちＪＡ津久井郡の願いです。

― わたしたちは、農業の発展を通じて 
　　　　　豊かな地域社会の実現に貢献します ― 

当ＪＡでは、安全・安心な農畜産物の生産・販売を通じた地域農業の振興や、健康で安

心して暮らせる豊かな地域社会の実現に向けて取り組んでまいりました。これまでの取り

組みをさらに充実させるため、「明日へつなぐ、元気な農業」「笑顔のある暮らし」「期待に

応える組織と経営」の三つの重点目標と、目標達成のための重点施策を策定し、組合員・

ご利用者皆さまの満足度向上や豊かな地域社会の実現のため、様々な活動に取り組んでま

いります。

明日へつなぐ、元気な農業 ～自己改革プランの実践による、つくい農業の振興～

・営農指導員が育つ環境整備に取り組み、生産から販売まで担い手の経営全体にわたってサポー

トできる指導体制の構築を目指します。

・農産物直売所「あぐりんずつくい」を拠点とした地場農畜産物の販売力強化と大豆や茶を中心

とする特産品のＰＲと生産拡大等に取り組みます。

・生産資材を中心に予約購買と店舗購買の両立と充実を図ります。また、品質の優れた安全・安

心な購買品の供給と価格低減に努めます。

笑顔のある暮らし ～地域の活性化に向けた組織活動・事業の展開～

・組織活動の充実を図り、新たなＪＡファン作りに取り組む等、組織の活性化を図ります。

・ＪＡ支所店を拠点とした活動を強化・充実し、地域の活性化に取り組みます。

・地域の団体等との連携を積極的に図り、農を基軸とした地域社会づくりに取り組みます。

・ＪＡの総合事業を通じて、組合員と地域の生活インフラの役割を発揮します。

期待に応える組織と経営 ～農業・組織・事業を支えるＪＡ基盤の強化～

・正組合員の世代交代に対応し、組織基盤の拡充・強化を継続して進めるため、組合員加入促進

等に取り組みます。

・自己改革プランの着実な実践を図るため、ＪＡ経営の基盤強化に継続して取り組みます。
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金融商品の勧誘方針

当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等に係る勧誘にあたって

は、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。

１．組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況お

よび意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。

２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要

な事項を十分に理解していただくよう努めます。

３．不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供する

など、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。

４．電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行う

よう努めます。

５．組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充

実に努めます。

６．販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会について

は、適切な対応に努めます。

DISCLOSURE 
2016経営方針と業績 
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【収支の状況】

当期の事業総利益は1,998百万円とな

り、一部の事業に取扱高の計画未達が見

られたものの、事業利益、経常利益はそ

れぞれ160百万円、290百万円と大幅な

増益となりました。

また、当期剰余金は237百万円で、前

年対比147.6％となりました。

【調達と運用】

貯金は各種金利上乗せ定期貯金の取り

扱いや年金振込・給与振込の推進活動な

どに取り組んだ結果、期末貯金残高は

1,223億円となりました。

【最近５年間の主要な経営指標】

貸出金は、農業関連資金、３大個人ロ

ーンを中心として、組合員の資金需要に

積極的に取り組みましたが、期末貸出金

残高は296億円にとどまりました。

また、有価証券は、購入を控えたこと

等により、当期は前期比1億円の減少とな

りました。

【純資産】

剰余金処分に際して、積極的な内部留

保に努めました。本年度末純資産額は

8,350百万円となり、このうち評価・換

算差額等の額約218百万円を除いた8,131

百万円が組合員資本です。

－5－
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利益の推移 

純資産額の推移 

経常利益 
当期剰余金 

23年度 24年度 25年度 前年度 本年度 
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単位：百万円 
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23年度 24年度 25年度 前年度 本年度 

228

161

276

7,898

8,103

(注)１．事業収益、当期剰余金は、それぞれ、銀行等の経常収益、当期純利益に相当する 
　　  ものです。 
　　２．職員数は正職員であり、年度末退職者、嘱託、パート等を除いています。 
　　３. 「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその健全性を判断するための基準」 
　　   (平成18年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しております。なお、25年度 
　　  以前は旧告示（バーゼルⅡ）に基づく単体自己資本比率を記載しています。 

(単位：百万円・人・％)

信 用 事 業 収 益 
共 済 事 業 収 益 
農業関連事業収益 
その他事業収益 

出　資　配　当 
事業利用分量配当 
 

(  　) (  　) (  　) (  　) (  　)

平成23年度 
3,576 
1,494 
691 
196 
1,193 
314 
262 
920 
920 
7,448 

139,565 
130,355 
33,642 
8,856 
22 
22 
－ 
203 
19.00

平成24年度 
3,399 
1,380 
690 
194 
1,133 
260 
252 
912 
912 
7,713 

138,941 
129,299 
31,414 
13,638 
22 
22 
－ 
198 
19.61

前年度 
3,324 
1,322 
637 
257 
1,106 
228 
161 
886 
886 
8,103 

132,361 
122,621 
30,192 
13,919 
21 
21 
－ 
188 
20.55

本年度 
3,254 
1,302 
666 
253 
1,031 
290 
237 
875 
875 
8,350 

132,374 
122,304 
29,676 
13,808 

4 
4 
－ 
181 
19.82

項　　目  
事 　 業 　 収 　 益  
 
 
 

経 　 常 　 利 　 益  
当　期　剰　余　金 
出 　 　 資 　 　 金  
( 出資口数　千口 )  
純 　 資 　 産 　 額  
総 　 資 　 産 　 額  
貯　金　等　残　高 
貸　出　金　残　高 
有　価　証　券　残　高 
剰 余 金 配 当 金 額  
 
 
職 　 　 員 　 　 数  
単体自己資本比率  7,448

260252

平成25年度 
3,364 
1,330 
688 
211 
1,131 
276 
186 
891 
891 
7,898 

135,441 
125,689 
31,005 
14,231 
22 
22 
－ 
195 
20.21

314

262

7,713

186

8,350

290

237



３月・女性のための年金セミナー

老後の生活設計に欠かすことのできない年金につい

て、女性の立場にたった年金の仕組みを学んでもらお

うと、「女性のための年金セミナー」を開催しました。

また、年金無料相談会を毎月開催しています。

４月・農機具展示会の開催

藤野園芸センター、あぐりんずつくいの両会場で農

機具展示会を開催し、会場では農機担当者が、一つひ

とつ形や使い方が異なる農業機械について、わかりや

すく丁寧に正しい使用法を来場者に説明していまし

た。

５月・第５６回通常総代会の開催

相模原市立津久井中央公民館において、524人（本

人出席285人、書面議決権行使239人）の出席により

第56回通常総代会を開催しました。平成26年度の事

業報告など、提出された議案すべてが可決されました。

７月・学校農園巡回学習会

ＪＡと管内14校の小学校等で組織する津久井地域

学校農園経営協議会の活動は36年目を迎えました。

次世代を担う子どもたちに、地域農業への理解や自然

の恵みに感謝する豊かな心を育むことを目的に、参加

校の農作物の生育状況や管理状況を確認する学校農園

巡回学習会を開催しました。

10月・「あぐりんずつくい」周年祭

当ＪＡ直営直売所「あぐりんずつくい」の開店２周

年を記念し、周年祭を開催しました。周年祭では、津

久井地域に新規就農して活躍をする若手農家が作った

農産物を積み込んだ宝船「つくい豊作丸」を展示し、

来店者の目を楽しませました。

トピックス   1
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詳しく使用法などを確認する来場者

第56回　通常総代会

巡回学習会で
アドバイスを受ける教諭

女性のための年金セミナー

あぐりんずつくい店舗前に
展示された宝船「つくい豊作丸」
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10月・年金友の会ゲートボール大会

ＪＡグループが行う健康寿命100歳プロジェクトの

一環として、会員の健康増進と親睦を深めることを目

的に、年金友の会ゲートボール大会が開催されました。

管内から25チームが参加し、みんな笑顔で元気よく

プレーを楽しんでいました。

11月・第30回ＪＡまつり

第30回ＪＡまつりは、「おいしいつくい」をテーマ

に掲げ、津久井の農畜産物を使った模擬店を多く出店

し、来場者に地場産の魅力を発信しました。

また、同時開催された農産物共進会には、組合員の

丹精込めてつくられた農産物や加工品430点が出品さ

れました。

12月・ふれあいわくわくパーティー開催

結婚相談事業の一環として、組合員に出会いの場を

提供する「ふれあいわくわくパーティー」を開催しま

した。35人の参加者が、軽食を楽しみながら、簡単

なゲームやトークで交流を図りました。このパーティ

ーではめでたく６組のカップルが誕生しました。

１月・新年組織代表者会議を全支所（店）で開催

地域の声をＪＡ運営に反映させるため、組合員組織

代表者から広く意見を求め、競争力のある事業展開と

万全な経営の確立を目指すことで意見が集約されまし

た。

また、平成28年度から取り組む第15次総合３か年

計画や当ＪＡの自己改革プランの実践や地域活性化に

向けた組織活動等について説明し、出席した組合員に理解を求めました。

津久井の農畜産物を使った模擬店

結婚相談員による手作りの
パーティー会場

資料に沿って説明を聞く参加者

年金友の会ゲートボール大会
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農業振興活動   2

（1）地域農業の振興
・加工品開発などを行い６次産業化を図りました。

・農家の労働軽減を目指して貸出農機の充実を図りました。

・ファーマーズマーケット「あぐりんずつくい」を中心とした地産地消を展開しました。

また、地場農畜産物の販売を促進し、生産者の所得増大に努めました。

・遊休地を新規就農者等に案内し、耕作放棄地対策に取り組みました。

（2）営農指導体制の強化
・試験圃場を利用し、農業機械器具講習会の実施および資材使用方法の案内や農業者との

意見交換を行いました。

・農家巡回による防疫対策の取り組みを行いました。

・農業セミナー等の講習会を開催し、農業知識の習得に努めました。

・土壌診断結果に基づく施肥設計指導を実施しました。

・新規就農者を含む農業者と意見交換を行いました。

・ＴＡＣ活動実施要領を９月に制定し、ＴＡＣ活動を開始しました。

（3）農家経営の改善と支援
・安定的な農業経営体を目指して、相模原市において農業経営改善計画の認定を受けた農

業者相互の研さんと連絡協調を図り、農業経営改善計画に掲げた目標の達成に取り組み

ました。

・自主記帳を推進する一方、帳簿作成が困難になっているため、組合員に対しては、記帳

代行サービスを行っています。また、臨時税理士制度の継続要望を行いました。

（4）その他
・畜産農家へ防疫対策としての資材を配布しました。

・農機ハウスローン等の低利な農業関連資金の提供を行いました。

農業セミナーで講師から電気柵の説明を受ける受講者



当ＪＡは、相模原市のうち北西部（緑区の一部）を事業区域として、農業者を中心とした

地域住民の皆さまが組合員となり、相互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展していくこ

と）を共通の理念として運営される協同組織であり、農業の活性化に資する地域金融機関で

す。

総合農協として、組合員ならびに地域利用者の営農と生活を守ることを第一に販売事業、

購買事業、信用事業、共済事業など様々な事業を展開しています。

また、地域の協同組合として、環境・文化・健康・福祉への貢献により、安心して暮らせ

る明るい社会づくりに努めています。

（1）地域からの資金調達の状況
①　貯金・定期積金の残高

組合員をはじめ、地域利用者の皆さまからお預りした貯金は、122,304百万円（うち

定期積金4,281百万円）となっています。

②　貯金商品

目的・期間・金額にあわせてご利用いただける各種

貯金を取り扱っています。また、インターネットに接

続されているパソコンや携帯電話からアクセスするだ

けで、残高照会や振込・振替などの各種サービスがご

利用いただける「ＪＡネットバンク」の取り扱いも行

っています。

各種貯金商品の詳しい内容は、25ページをご覧く

ださい。

（2）地域への資金供給の状況
①　貸出金残高

当ＪＡは地域金融機関として、地域社会の発展と組

合員やご利用者の皆さまの豊かな暮らしの実現に貢献

することを使命と考え、皆さまのニーズに応える各種

ローンを取り扱うほか休日ローン相談会を開催するな

ど、皆さまとのつながりを大切にしています。

なお、資格別貸出金残高の内訳は表のとおりです。

②　農業制度資金の取り扱い状況

農業制度資金とは、農業者が経営の合理化および安

定強化等を図ろうとする場合や、新しい分野への投資

を図る場合などに、必要な資金を低利で融資すること

により、農業の振興、育成、活性化を図ることを目的

に創設されたものです。農業制度資金には国や地方公

共団体が財政資金を直接貸し付けるものや利子補給を

する方法があります。農業制度資金の詳しい内容は

13ページをご覧ください。

－9－

地域貢献活動   3

DISCLOSURE 
2016トピックス 

122,304 

57,480 

60,542 

4,281

平成28年２月末　残高 

貯 　 金 　 合 　 計 

流 動 性 貯 金 

定 期 性 貯 金 

定　期　積　金  

(単位：百万円)

29,676 

18,712 

10,964 

(8,564) 

(2,400)

平成28年２月末　残高 

貸　出　金　合　計 

組 　 　 合 　 　 員  

そ 　 　 の 　 　 他  

 (うち地方公共団体等) 

 (う ち 金 融 機 関)

(単位：百万円)

4 

1 

2

平成28年２月末　残高 

農業制度資金合計 

かながわ都市農業推進資金 

就 農 支 援 資 金 

(単位：百万円)



③　融資商品

農業専門金融機関として、農業経営に必要なＪＡ独自の資金である農業施設資金や営

農資金を低利でご用意しています。また、組合員への融資をはじめ、地域の皆さまの暮

らしに必要な住宅資金や教育資金・マイカー購入資金・事業資金等の各種ローンを取り

揃えています。お近くの支所（店）窓口にお気軽にご相談ください。相談から受付・事

務処理まで迅速な対応を心がけています。

各種融資商品の詳しい内容は、26～27ページをご覧ください。

（3）文化的・社会的貢献に関する事項（地域とのつながり）
①　文化的・社会的貢献に関する事項

【農業・食農教育活動】

◎学校農園活動を通じた食農教育の実践

ＪＡ家庭菜園指導員や青壮年部員の協力により、野菜などの栽培講習会、学校農園

巡回学習会を開催し、次世代を担う子どもたちに食料の大切さや農業の尊さ、土に触

れ作物を育て収穫する喜びの中で体験できる食農教育をすすめています。

◎農業に関する各種イベントの支援・後援

農業に関する地域の様々なイベントや活動を積極的に支援し、これらの活動を通じ

て食料の自給率向上や地産地消など地域農業振興の大切さを訴えています。

【高齢者福祉活動】

◎高齢者福祉活動への取り組み

渉外活動中の独居高齢者への声かけ活動を実施するほか、職員が認知症を正しく理

解し応援者になるために、認知症サポーターの養成に取り組んでいます。また、助け

合い組織「わかくさ会」が行う、高齢者施設へのボランティア活動やミニデイサービ

ス等の活動を支援しています。

【地域活動】

◎防犯・防災・交通安全への取り組み

当ＪＡは、振り込め詐欺や強盗事件を未然に防ぐことを目的に、ＪＡ各支所（店）

で『防犯訓練』を実施し、職員の意識向上や防犯体制の強化に努めており、近隣で起

きた事件への捜査協力により犯人検挙に繋がるなど、日常的な防犯意識が評価され、

原宿支店では、地域の防犯活動に顕著な功績を上げたとして、神奈川県警察本部長褒

賞を受賞しました。

また、子供たちが犯罪に巻き込まれる事を防止するため、巡回する車両は「走るこ

ども110番の家」として、安全パトロールを実施しています。

災害時に職員が消防活動に参加しやすい職場環境づくりに努めたほか、本所及び全

支所（店）に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置しています。なお、職員は普通救

命講習会を受講しています。

交通安全では、津久井警察管内の事業者で構成される安全運転管理者会の活動に参

加し、交通ルールの遵守や交通マナーの向上に取り組んでいます。
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【環境問題への取り組み】

◎放射性物質測定器の導入

放射性物質の販売農畜産物への影響を確認するため、当ＪＡは「放射性物質測定器」

を導入しています。ファーマーズマーケット「あぐりんずつくい」では、測定器で野

菜や加工品などの検査も行っており、結果はホームページに掲載しています。

【社会福祉活動】

◎ペットボトルキャップ回収運動

当ＪＡ女性部が取り組む、ペットボトルキャップの回収運動を支援するため、各支

所（店）窓口に回収箱を設置しています。回収したキャップは慈善団体を通じて障害

者支援や途上国へのワクチン供給などに役立てられています。

【相談活動】

◎各種相談会の開催

○法律相談：毎月一回、組合員のあらゆるご相談に顧問弁護士が無料で応じています。

○年金・ローン相談：年金制度や手続きの方法について、相談会を通じて社会保険労

務士等が相談をお受けしています。また、住宅ローンや各種ローンの相談会も開催

しています。

○相続・資産活用相談：専任の担当職員を配置し相続や資産活用に関する相談をお受

けしています。

②　利用者ネットワークの充実

◎年金受給者組織（年金友の会）

ＪＡで年金振込を利用していただく受給者を対象に「年金友の会」を組織し、会員

の健康増進や親睦・レクリエーション活動の応援を積極的に行っています。

【会員数：1,783名（13組織）】

③　情報提供活動

◎広報誌の発行

広報誌「ＪＡつくいぐん」を毎月発行しており、ＪＡからのお知らせや組合員・地

域に関するさまざまな話題を掲載し、組合員の皆様への情報提供を行っています。平

成28年４月よりＡ４冊子（全面カラー版）に変更する等、読みやすい広報誌づくりに

努めています。

◎ホームページによる情報発信

ホームページでは、事業案内や商品のキャンペーン情報など暮らしに役立つ情報、

またファーマーズマーケットや農産物直売所の案内などＪＡならではの情報を掲載し

ています。

◎ＪＡ提供のテレビ・ラジオ番組に協力

ｔｖｋテレビの「かながわ旬菜ナビ」、ＦＭヨコハマ「JA Fresh Market」の企画に

協力し、地域農業や観光スポットなどを紹介しています。

◎ディスクロージャー誌の発行

積極的な情報開示を通じて経営の透明性を高め、当ＪＡに対するご理解を深めてい

ただくために、わかりやすく編集したディスクロージャー誌を発行しています。
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④　店舗体制（平成28年５月末現在）

（4）地域密着型金融への取り組み
（中小企業の経営の改善および地域活性化のための取り組み状況を含む）

①　農業者等の経営支援に関する取組方針

当ＪＡは、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとす

る地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を「当ＪＡの最も重

要な役割のひとつ」として位置付け、当ＪＡの担う公共性と社会的責任を強く認識し、

その適切な業務の遂行に向け、金融円滑化にかかる基本方針等を定め、対応しています。

②　農業者等の経営支援に関する態勢整備

当ＪＡは、ご利用者からの新規融資や貸付条件の変更等の申込みに対し、円滑に措置

をとることが出来るよう、下記における態勢を整備しています。

・組合長以下、関係理事・部長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、金融円

滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。

・信用事業担当の常務理事を「金融円滑化管理責任者」として、当ＪＡ全体における基

本方針や基本方針に基づく施策の徹底に努めます。

・各支所（店）に「金融円滑化管理者」を設置し、各支所（店）における基本方針や基

本方針に基づく施策の徹底に努めます。

・経営者保証に関するガイドラインに対しては、内部規程などを定め当ガイドラインに

則した対応を行っています。

③　農業者等の経営支援に関する具体的な取り組み

当ＪＡは、農業者等の経営支援に関する具体的な取り組みとして、次のような取り組

みを実施しています。

◎農業者をはじめとした地域社会活性化のための融資などの支援

下記の農業融資商品を提供しているほか、営農担当部署で農業資金・農業制度資金

の研修等を行い、新規就農者から認定農業者まで支援しています。
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名　　称

本　　　　　　　所

支　　　　所 （店)

店外ＡＴＭコーナー

ファーマーズマーケット

店舗数

1

9

6

1

名　　称

園 芸 セ ン タ ー

茶　　　工　　　場

葬　　　祭　　　場

店舗数

1

1

1



◎担い手の経営の発展等に応じた支援

・営農担当者による営農技術指導や適正農薬指導の実施

・新規就農者や加工品生産者等を対象とした農業セミナーの開催

・顧問税理士、弁護士による経営・法律相談の実施

・農業経営改善計画書の作成支援
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資　金　名 

農 業 近 代 化 資 金 

 

担 い 手 育 成 資 金 

 

農 地 取 得 資 金 

 

簡 易 融 資 資 金 

 

災 害 対 策 資 金 

内　　　　　容 

農業経営の改善を図り、農業の近代化を推進することを目的とする 

資金で、利子補給により低利でご利用いただけます。 

農業経営の近代化に必要な施設建設や農機具取得資金としてご利用 

いただけます。 

農業の担い手及び中核的農業者の育成・確保のための資金としてご 

利用いただけます。 

農業を営む個人・法人、新たな農業の担い手の方が農地を購入する 

際にご利用いただけます。 

500万円を限度として、農業経営に必要な資金を簡便な手続きでご 

利用いただけます。 

市町村長等が認定した天災などにより、被害を受けた農業者の経営 

安定に必要な資金としてご利用いただけます。 

新規に就農する青年等で、知事より就農計画の認定を受けた方（旧 

認定農業者）が無利子でご利用いただけます。 

土地改良や経営基盤に係わる資金として、長期的かつ低利でご利用 

いただけます。 

かながわ都市農業推進資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就　農　支　援　資　金 

 

日 本 政 策 金 融 公 庫 資 金 

【農業制度資金】 



金融自由化の進展と多様化する組合員・利用者のニーズにお応えするため、ＪＡの信用業

務も事務量の増加とともに高度化・複雑化し、これに伴うリスクも増大しています。

当ＪＡでは、これらの諸リスクを的確に把握し、常に適切な対応ができるよう、体制の整

備に取り組んでいます。

（1）信用リスク管理
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む）

の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。

当ＪＡでは、「資産の健全性」を維持・強化するために、従来より審査機能（リスク管理

課）と業務推進機能(推進課)を分離することで、厳正な審査のもと、貸出利用者の信用力、

事業計画、返済能力等に十分留意しつつ健全な貸出の実行に努めています。

また、新規延滞発生防止を含めた債権の管理・回収の指導機能を有する債権管理課を設

置し、債権の健全化に努めています。

なお、資産自己査定の結果、償却・引当が必要な場合は「資産の償却・引当基準」に沿

って貸倒引当金等を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

（2）市場リスク管理
市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスクファクターの変動により、

資産・負債（オフ・バランスを含む）の価値が変動し、損失を被るリスクや、資産・負債

から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことで、主に金利リスク、価格変動リ

スクなどのことです。

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールし、

財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した管理を行うためにＡＬＭ委員会を

設置し、経済・金融情勢の変化に伴い発生する市場リスクを極力回避し、安定的収益を確

保するための運用方針を協議・決定しています。

また、毎週、金利設定委員会を開催し、貯金（調達）、貸出金（運用）金利体系の適切な

設定に努めています。

（3）流動性リスク管理
流動性リスクとは、財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰り

がつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なく

されることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場にお

いて取引が出来なかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされること

により損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。

当ＪＡでは、運用・調達資金の満期管理を行うとともに、大口の資金流出情報を併せて

資金繰りの適正化に努めています。また、法令に基づく基準より多めに用意するとともに、

県信連、農林中金の系統三段階で連携を図り、万全の態勢を整えています。

なお、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商

品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行

っています。
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2016リスク管理への取り組み 

リスク管理の体制  1



（4）オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適

切であること又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。

当ＪＡでは、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及

び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などについて事

務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義し、管理しています。

事務リスク、システムリスクなどについて、事務手続きを整備し、その有効性について

自店検査を実施するとともに内部監査を受け、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに

状況を把握する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができ

るよう努めています。

（5）内部監査体制
当ＪＡでは、被監査部門から独立した内部監査部門を設置し、経営全般にわたる管理及

び各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、

改善事項の指摘などを通じて業務運営の適正性の維持・改善に努めています。

内部監査は、ＪＡの本所・支所（店）等のすべての事業所・部門を対象とし、理事会承

認を得た年度監査計画に基づき実施しています。監査結果は組合長に報告し、監事に提出

するとともに、定期的に理事会に報告しています。

また、監査結果については被監査部署に通知の上、改善への取り組みを求めるとともに、

その改善取り組み状況をフォローアップしています。
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DISCLOSURE 
2016リスク管理への取り組み 

ＪＡは組合員の社会的・経済的地位の向上と地域社会への貢献を目的とする協同組織であ

り、利潤を追求する株式会社等とはもともと目的を異にしています。したがって、法令や法

令に基づく各種ルール、さらには社会的な規範を遵守することは当然の責務であると考え、

民主的運営を基本に社会的責任や使命に反する行為がないよう努めてまいりました。

このような責任や使命を着実に果たしていくためには、役職員一人ひとりが、高い倫理観

のもと、常に誠実かつ公正な業務を遂行する、いわゆるコンプライアンス態勢の確立が不可

欠であると考えます。

当ＪＡは、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとしてとらえ、コンプライアンス

体制を整備するとともに、「倫理憲章」や「役職員の行動規範」を定め、研修会や職場での勉

強会の実施などを通じて、全役職員に対し法令遵守の理解と実践の徹底に努めています。

（1）法令遵守の体制
①　コンプライアンス委員会

代表理事組合長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアン

ス・プログラムの策定・進捗管理等コンプライアンス全般の検討を行うとともに、その

内容について、理事会に付議・報告しています。

コンプライアンスへの取り組み  2
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DISCLOSURE 
2016リスク管理への取り組み 

②　コンプライアンス統括部署

コンプライアンスの統括部署を総務部とし、コンプライアンス・プログラムの実践、

事故発生への対応・未然防止策の検討など、コンプライアンスに関する事項を一元的に

管理・統括してまいります。

③　コンプライアンス・オフィサー

コンプライアンス・オフィサーを総務部長とし、コンプライアンスを念頭に置いた業

務執行とその遵守状況をチェックし、統括管理してまいります。

④　コンプライアンス担当者

コンプライアンス担当者を各部署および各支所（店）に配置し、日常業務における法

令遵守状況のチェック、コンプライアンスに関する職員からの相談等の対応などを通じ、

第一線においてコンプライアンスの徹底を図ってまいります。

⑤　苦情等受付窓口

組合員等利用者の声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・相談等の受

付窓口を設置し、寄せられた苦情・相談等については、コンプライアンス委員会で協議

の上、定期的に理事会に報告しています。

コンプライアンス体制図

報告・指示・相談 

報告・指示・相談 

報告・指示・相談 

報告・指示 

相談 
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コンプライアンス・オフィサー 
 （統括部署） 
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（2）金融ＡＤＲ制度への対応
①　苦情処理措置の内容

当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内

容をホームページ・チラシ等で公表するとともに、神奈川県ＪＡバンク相談所やＪＡ共

済相談受付センターとも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、相談・苦情等の解決を図

ります。

当ＪＡの相談・苦情等受付窓口は　総務部リスク管理課

電　　話：042－784－9014

受付時間：午前９時～午後５時（金融機関の休業日を除く）

②　紛争解決措置の内容

当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。

＜信用事業＞

・神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：045-211-7716）

同センターでの和解あっせんを希望される場合は、①の窓口または神奈川県ＪＡバ

ンク相談所（電話：045-680-3079）にお申し出ください。なお、同センターに直接

お申し立ていただくことも可能です。

＜共済事業＞

・（一社）日本共済協会　共済相談所（電話：03-5368-5757）

・（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構（電話：本部 03-5296-5031）

・（公財）日弁連交通事故相談センター（電話：本部 03-3581-4724）

・（公財）交通事故紛争処理センター（電話：東京本部 03-3346-1756）

上記機関のご利用を希望される場合は、ＪＡ共済相談受付センター（電話：0120-

536-093）または各機関にお申し出ください。

（3）金融円滑化への取り組み

当ＪＡは、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする

地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当ＪＡの最も重要な

役割のひとつ」として位置付け、当ＪＡの担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適

切な業務の遂行に向け、金融円滑化にかかる基本方針等を定め、お客さまの理解と信頼が

得られるよう努めています。
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（4）個人情報保護方針

津久井郡農業協同組合（以下「当組合」といいます。）は、組合員・利用者等の皆さまの

個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを

認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

１．関連法令等の遵守
当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」（以下

「法」といいます。）その他、個人情報保護に関する関係諸法令および農林水産大臣をは
じめ主務大臣が示すガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
個人情報とは、法第２条第１項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個

人を識別できるものをいい、以下も同様とします。
また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号法」といいます。）その他、
特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められた義
務を誠実に遵守します。
特定個人情報とは、番号法２条第８項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情

報をいい、以下も同様とします。
２．利用目的

当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定した上、あらかじ
めご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その
利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用します。ただし、特定個人情報に
おいては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超え
た利用は行いません。
ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。
利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表する、

取得後速やかにご本人に通知し、又は公表します。
ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ明示します。

３．適正取得
当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。

４．安全管理措置
当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内

容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先
を適正に監督します。
個人データとは、法第２条第４項が規定する、個人情報データベース等（法第２条第

２項）を構成する個人情報をいい、以下同様とします。
５．第三者提供の制限

当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意
を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
また、当組合は、番号法19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人

の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。
６．開示・訂正等
当組合は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。
保有個人データとは、法第２条第５項に規定するデータをいいます。

７．苦情窓口
当組合は、個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取組み、そのた

めの内部体制の整備に努めます。
８．継続的改善

当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継
続的な改善に努めます。
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（5）個人情報の主な取得元および外部委託している主な業務

１．個人情報の主な取得元

当組合が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

（1）口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客さまに直接、記入していただい

た情報

（2）商品やサービスの提供を通じて、お客さまからお聞きした情報

（3）市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報

２．外部委託している主な業務

当組合は業務の一部を外部委託しています。また、当組合が個人情報を外部委託先に

取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

（1）情報システムの運用・保守に関する業務

（2）お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務

（3）法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務



自己資本比率は、信用リスク・アセット（総資産の

うち、万が一の場合に貸倒れの可能性がある資産）等

に対して資本金などの自己資本がどれくらいあるかを

示すもので、金融機関の健全性・安全性を計る指標と

なります。

預貯金等を取り扱う金融機関は、国際統一基準行で

８％以上、国内基準行で４％以上の自己資本比率が求

められています。

※国際統一基準行とは、海外営業拠点を有する金融機関です。

◇◇　自己資本比率とは　◇◇

当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより自己資本比率を正確

に算出し、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリス

クに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、財務基盤強化のため内部留保の積み増

しにより、自己資本の充実に努めています。

また、信用リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスクなどの各種リスクを個別の方

法で質的または量的に評価し、リスクを総体的に捉え、自己資本と比較・対照し、自己資本

充実度を評価することにより、経営の健全性維持・強化を図っています。
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自己資本の充実度に関する評価方法の概要  1

当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるた

め、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。当ＪＡの自己資本は、下表

のとおり、組合員の普通出資により調達しています。その結果、平成28年２月末における自

己資本比率は、19.82％となりました。

◆普通出資による資本調達額

自己資本調達手段の概要  2

ＪＡ津久井郡

19.82％

(平成28年2月末)
国際基準

８％以上国内基準

４％以上

項　目

発行主体

資本調達手段の種類

コア資本に係る基礎項目に参入した額

内　容

津久井郡農業協同組合

普通出資

875百万円　（前年度　886百万円）



(平成２8年５月31日現在)

(単位：人数、法人・団体数)
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組合員数   1

△24

1

―

95

―

―

△2

70

3,297

1

11

8,156

―

1

86

11,552

3,321

―

11

8,061

―

1

88

11,482

増　　減本年度末前年度末

個 　 人

個 　 人

農 業 協 同 組 合

農 事 組 合 法 人

そ の 他 の 法 人

農 事 組 合 法 人

そ の 他 の 法 人

区　　　分

合　　　計

正
組
合
員

准
組
合
員

法

人

役員構成   2

代表理事組合長

専 務 理 事

常 務 理 事

区 域 理 事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

山 口 　 耕 一

坂 間 　 陸 二

新 井 　 孝 弘

加 藤 　 奉 文

安 西 　 義 明

大 塚 　 優 子

鈴 木 　 良 治

柳 川 　 　 宝

山 口 　 重 久

清 水 　 東 次

諸 角 　 洋 治

佐 藤 　 至 正

楢 島 　 　 真

菊 地 原 　 靖

井 上 　 京 子

山 野 　 和 重

鈴 木 　 秀 雄

鈴 木 　 武 夫

井 上 　 義 平

役 職 名

実務経験者

実務経験者

員外監事

役 職 名 氏　　名 氏　　名

区 域 理 事

〃

生 産 部 理 事

青壮年部理事

女 性 部 理 事

代表監事(常勤)

監 事

〃

〃

備　考 備　考

※ 平成28年２月29日現在



津久井郡農業協同組合機構図
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2016当ＪＡの概要 

機構図   3

※平成28年２月29日現在
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特定信用事業代理業者に関する事項  4

DISCLOSURE 
2016当ＪＡの概要 

商号、名称、又は氏名 

神奈川県信用農業 
協同組合連合会 

①特定信用代理業者の商号、名称又は氏名及び主たる事務所の所在地 

主たる事務所の所在地 

横浜市中区海岸通1-2-2

特定信用事業代理業者名 

神奈川県信用農業 
協同組合連合会 

②代理業を営む営業所又は事務所の所在地 

営業所又は事務所名 

横浜本所 

営業所又は事務所の所在地 

横浜市中区海岸通1-2-2

厚木本所 
（ＪＡバンク統括部） 

厚木市泉町3-13
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DISCLOSURE 
2016当ＪＡの概要 

沿革・あゆみ  5

年　月 事　　　　　柄

昭和34
35

37

38

40
43

44

45

47

49
51

53

54
55

58
59

60
61

62

平成1
3
4

5
6

8
9

7
4
5
7
4
7
3
4
10
8
10
4
10
8
12
4
5
6
10
5
12
12
3
11
1
3
4
7
3
8
9
3
10
10
3
5
8
12
4
4
5
11
3
7
8
9
11
3
3
3
3
4

津久井郡農業協同組合設立
第１年度総会（新役員選任）
婦人部組織結成
一日貯金日開始
牛乳工場操業開始
本所事務所、養蚕センター落成
利用事業（トラクター耕耘）開始
プロパンガス事業開始
葬祭事業開始
創立１０周年記念式典開催
青壮年部組織結成
串川給油所オープン
中野給油所オープン
藤野支所オープン
貯金業務電算処理開始
千木良支所オープン
生活班組織結成
「自然はおいしい」農協牛乳販売
施設事業開始
法律相談開始
Ａコープちゅうおうオープン
中央支所オープン
川尻農業協同組合と合併
創立２０周年記念式典開催
貯金業務オンラインスタート
堆肥センター稼動
学校農園開始
貯金５００億円達成
家庭菜園指導員制度開始
全国内国為替制度取引開始
創立２５周年記念式典開催
農協貯金全国ネットサービス開始
川尻支所原宿支店オープン
第１回農協まつり開催
子会社 （株）郡農産業設立
長期共済保有高３,０００億円達成
創立３０周年記念式典開催
貯金１,０００億円達成
中野園芸センターオープン
郡内農産物直売所ネットワーク組織設置
長期共済保有高４,０００億円達成
第１回農産物共進会開催
津久井郡酪農業協同組合と合併
創立３５周年記念ゴルフ大会開催
（株）郡農産業社屋落成
創立３５周年記念式典開催
ふれあいフレッシュ便事業開始
城山町資産運用研究会設立
購買品本所集中配送スタート
助け合い組織「わかくさ会」設立
津久井町資産運用研究会設立
婦人部から女性部に名称変更

年　月 事　　　　　柄

平成10
11

12

13

14

15

16
17

18

19

20
21

22

23

24
25

26

27

12
6
9
10
1

2
5
3
3
6
6
7
1
5
9
4
12
10
2
4
10
2
4
5
2
3
10

９
４
11

5

9
2
8
3
1

10

10

11
8
10
2
2
9

ＪＡふれあい支援センターオープン
「農業講座」開講
牛乳工場を県経済連中酪工場へ集約
創立４０周年記念式典開催
介護保険制度に係る訪問介護事業者指
定取得
第１回機能整備委員会開催
郵貯とのＡＴＭ提携スタート
北相地区ＪＡ合併研究会発足
コンプライアンス体制の整備
事業･組織･施設機能再編策の開始
串川支所新事務所オープン
「ＪＡネットバンク」スタート
「ＪＡバンクシステム」スタート
セレモニーホール「ＪＡ会館」オープン
６支所統廃合
藤野園芸センターオープン
牛乳工場跡地の記念碑建立
創立４５周年記念式典開催
経済改革推進室設置
ＪＡかながわ畜産事業センター参加
ＪＡ北相地区合併構想組合員説明会
配送業務県域物流委託
遺言信託代理業務取扱開始
信用システム「JASTEM」へ移行
３支所統廃合
ＪＡ福祉ちゅうおう館オープン
「中野給油所」セルフ化リニューアル
オープン
リスク管理課設置
内部統制整備への取り組み開始
創立５０周年記念式典組合員のつどい
開催
信用システム「JASTEM（第２次）」
へ移行
中野給油所子会社へ事業移管
ふれあいフレッシュ便終了
ふれあいケアセンター終了
信用事業全国統一事務手続開始
北相地区ＪＡ合併に係る「組合員説明
会」開催
ファーマーズマーケット「あぐりんず
つくい」オープン
「北相地区ＪＡ合併に関する経過報告」
を実施
携帯用端末機（ハンディ端末機）導入
ＪＡ相模原市との合併協議を断念
共済タブレット端末機の導入
創立５５周年組合員のつどい開催
相模湖支所新事務所グランドオープン
ＴＡＣ活動開始
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ＪＡは様々な事業部門を備えた総合的な事業体です。以下に主たる事業の内容をご紹介い

たしますので、「くらし」のパートナーとしてお気軽にご利用ください。

〔信用事業〕

当ＪＡは身近な金融機関として、組合員並びに地域の皆さまに貯金や融資をはじめとする

金融サービスを提供しています。

（1）貯金業務

組合員をはじめ地域の皆さまから、大切な貯金をお預かりしています。総合口座、普通

貯金、当座貯金、スーパー定期貯金や定期積金等、各種貯金を目的・期間・金額に合わせ

てご利用いただいています。

事業の案内   1

DISCLOSURE 
2016主な事業の内容 

普通貯金と定期貯金が１冊の通帳でご利用いただけます。 
給与、年金などの自動受取や公共料金などの自動支払、さ 
らに、お預け入れいただいた定期貯金の90％、最高300万 
円までの自動借入がご利用でき、大変便利です。 
 
いつでも出し入れができ、キャッシュカードと合わせてお 
サイフがわりにご利用ください。 
手形や小切手でお支払いができ、お取引上の管理に最適で 
す。 
短期間の資金運用に有利な貯金です。お引き出しには２日 
前までにご通知ください。 
税金を納めるために準備する貯金です。金利が有利で非課 
税です。 
いつでも出し入れができ、基準残高の１０万円以上なら金 
利が普通貯金より有利です。お預入残高（５ランク）に応 
じた金利を適用します。 
将来のプラン・目的に合わせた資金づくりに最適の積立型 
の貯蓄です。満期額、掛金、期間を自由に選べます。 

貯金保険制度で全額保護される金利を付さない貯金です。 
 
ＪＡがおすすめする安全で有利な貯金です。 
 
利息が１年ごとに複利で増えるおトクな貯金です。据置期 
間１年経過後は、いつでも必要額がお引き出しできます。 
市場金利の動向に応じて金利を決める有利な貯金です。預 
入期間が３年以上の場合は、半年複利でさらにおトクです 
（複利のお取り扱いは、個人の方に限定致します)。 
一定条件に該当する要介護者本人と同居する家族の方の為 
の金利を優遇した貯金です。 
 
市場金利を反映し、大口資金を安全有利に運用できる貯金 
です。 
お預け入れから６ヵ月ごとに適用金利を見直す、金利に敏 
感な半年複利の貯金です。 

お勤めの方の給与・ボーナスから天引きで積立てる貯金です。 
 
貯蓄目的は自由で、知らずに大きく貯まります。利息は課 
税扱いです。 
退職後のゆとりある生活を送るための資金づくりの貯金で 
す。 
住宅の取得、増改築のための資金づくりを目的とした貯金 
です。 
余裕資金の短期間運用に有利です。 
満期日前に譲渡することができます。 

普　通　貯　金 
期日指定定期貯金 
スーパー定期貯金 
大 口 定 期 貯 金 
変動金利定期貯金 

１円以上 
 
 
 
 

１円以上 
 

１円以上 
 

50,000円以上 
 

１円以上 
 
 

１円以上 
 

1,000円以上 
 

１円以上 
 
 
 

１円以上 
300万円未満 

 
１円以上 
 

１円以上で 
500万円以内 

（本人と家族の合算） 

1,000万円以上 
 

１円以上 
 
 
 

１円以上 
 

１円以上 
 

１円以上 
 

1,000万円以上 

――― 
 

自動継続 
１年以上 
 

――― 
 

――― 
 

７日以上 
 

――― 
 
 

――― 
 

6ヵ月以上 
５年以内 

――― 
 
 
 

最長３年 
据置期間１年 

１ヵ月以上 
５年以内 
 
 
１年 
 

１ヵ月以上 
５年以内 

３年 
 
 
 

３年以上 
 

５年以上 
 

５年以上 
 

２週間以上 
５年以内 

１円以上、ただ 
し、大口定期貯 
金は１千万円以 
上です。 

種　　類 特　　　　　色 期　間 預入金額 

総
合
口
座 

普 　 通 　 貯 　 金  
 

当 　 座 　 貯 　 金  
 

通 　 知 　 貯 　 金 
 

納 税 準 備 貯 金 
 
 

貯 　 蓄 　 貯 　 金  
 

定 　 期 　 積 　 金 
 

決　済　用　貯　金 
（普通貯金無利息型） 

定 　 期 　 貯 　 金 

期 日 指 定 定 期  
 
 
ス ー パ ー 定 期  
 
 
Ｊ Ａ 介 護 貯 金 
 

大　口　定　期 
 
変 動 金 利 定 期 
 
 
 
一　般　財　形 
 
財　形　年　金 
 
財　形　住　宅 

財 　 形 　 貯 　 金 
 
 
 
 
 
 
 

譲　渡　性　貯　金 
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DISCLOSURE 
2016主な事業の内容 

◎　『ＪＡバンク優遇プログラム』について

優遇対象資格にあてはまる方には、提携金融機関・コンビニＡＴＭでの入出金手数料をひと月

に最大３回までキャッシュバックいたします。

◇３つの優遇資格

①　正組合員（家族含む）、准組合員

②　ＪＡの口座を年金振込口座に指定している方

③　ＪＡの口座を給与振込口座に指定している方

優遇対象資格該当数が１つの方２回優遇、２つ以上の方３回優遇

（2）融資業務

住宅の新築・増改築に必要な資金をはじめ、自動車購入や進学などの生活資金、並びに

地域の皆さまの「くらし」や農業・事業に必要な資金の融資を行っています。また、農業

制度資金・住宅金融支援機構・㈱日本政策金融公庫等の公的資金のお取り次ぎも行ってい

ます。

☆各種ローン（平成28年５月31日現在）

農機具の購入費用やパイプハウスなどの資 
材、建設費用などにご利用ください。 
農業生産・加工・流通・販売に関する設備 
資金および運転資金 
マイホームの新築、購入の際にご利用くだ 
さい。 
マイホームの新築、借換えなどにご利用く 
ださい。 
マイホームの増改築・改装・補修などにご 
利用ください。 
旅行、結婚資金などさまざまな生活資金と 
して幅広くご利用ください。 

入学金や授業料などに必要な就学資金にご 
利用ください。 
 
マイカー・バイクの購入、修理、車検費用 
にご利用ください。 
ＡＴＭで借入できる便利なカード、さまざ 
まな資金にご利用ください。 

農 機 ハ ウ ス ロ ー ン 
 
アグリマイティー資金 
 
住 宅 ロ ー ン(※1) 
 
小 口 住 宅ローン(※1) 
 

リフォームローン(※1) 
 
フ リ ー ロ ー ン(※1) 
 
 
教 育 ロ ー ン(※1) 
 

マ イ カ ーローン(※1) 
 

カ ー ド ロ ー ン(※1)

１　５　年　以　内 
 

２　０　年　以　内 
運転資金は10年以内 

３　５　年　以　内 
 

１０年６ヵ月以内 
 

１　５　年　以　内 
 

７ 　 年 　 以 　 内 
 

１ ５ 年 以 内 
（据え置き期間を含む） 

 
７ 　 年 　 以 　 内 
（※2　　１０年以内） 

１　年（自動更新) 
 

１,8００万円以内 
 

所要資金の範囲内 
 

１億円以内 
 

５００万円以内 
 

１,０００万円以内 
 

２００万円以内 
 
 

７００万円以内 

 
５００万円以内 

 
５００万円以内 

 
 ※1　インターネットにより仮申し込みができます。 

※2　ＪＡ住宅ローン利用者最長貸付期間 

融資期間 融資金額 資金の使いみち 種　　類 
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☆一般のご融資

種　　類 資 金 の 使 い み ち

農 業 資 金

事 業 資 金

住 宅 資 金

公 共 資 金

そ の 他 資 金

農業施設、農業経営の合理化、その他農業経営に必要な資金にご利用ください。

事業に必要な施設・運転資金やアパート、貸店舗などの施設・改修資金にご利
用ください。神奈川県信用保証協会のご利用もいただけます。
住宅の新築、取得、増改築や住宅建築用土地の購入に必要な資金にご利用くだ
さい。

地域の集会所施設や用地購入資金にご利用いただけます。

納税、相続、災害対策などに必要な資金にご利用ください。

（3）為替業務

全国のＪＡ・信連・農林中央金庫の店舗網をはじめ、銀行や信用金庫等と為替網で結ば

れ、安全・確実・迅速に振込や代金決済ができる内国為替業務を行っています。

（4）国債・投資信託の窓口販売業務

国債（利付国債、割引国債、個人向け国債）および投資信託の窓口販売を行っています。

特に投資信託は、国内の債券や株式に運用するものから、国外を投資先とするものまで、

様々な種類の商品を取り揃えており、多様化していくニーズに最適な商品を提供すること

ができます。資金運用の一環としてご利用ください。

（5）遺言信託の信託代理業務

神奈川県信用農業協同組合連合会の信託代理店として、信託代理業務（遺言信託および

遺産整理）を行っています。「遺言信託」では、遺言書の作成相談、遺言書の保管および遺

言の執行を行います。また、「遺産整理」では、相続発生後相続人から委任を受け遺産の分

割や名義変更の手続きを行います。

（6）その他のサービス

当ＪＡでは、身近な金融機関として便利にご利用いただくため、年金や給与の自動受取、

税金や公共料金の自動支払、さらに事業者の事務省力のために法人ＪＡネットバンクでの

給与振込や口座振替も取り扱っています。また、国内のみならず、世界の国々で様々なサ

ービスを利用できる便利なクレジットカード「ＪＡカード」の取り扱いも行っています。
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DISCLOSURE 
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各種手数料（平成28年５月31日現在、消費税含む）  2

＜内国為替手数料＞

①　振込手数料

種　　類

金 額

当ＪＡ自支所 (店) あて

当ＪＡ他支所 (店) あて

系統金融機関あて

窓口利用の場合 ＡＴＭ・自動送金の場合（注１） ネットバンク利用の場合

3万円未満

無料

216円

216円

540円

432円

3万円以上

無料

432円

432円

756円

648円

1万円未満

無料

108円

108円

324円

―

1万円以上３万円未満

無料

108円

108円

432円

―

3万円以上

無料

324円

324円

648円

―

3万円未満

無料

108円

108円

216円

―

3万円以上

無料

216円

216円

324円

―

他 金 融

機関あて

電信扱い

文書扱い

②　取立手数料

東京交換所扱い

無料

横浜交換所扱い

４３２円

普　通　扱　い

６４８円

至　急　扱　い

８６４円

＜小切手・手形用紙代＞

小 　 切 　 手 　 帳

約 　 束 　 手 　 形

マ ル 専 手 形

１冊（５０枚）につき　　　６４８円

１冊（５０枚）につき　　　８６４円

１枚につき　　　　　　　　５４０円

＜各種発行手数料＞

通帳・証書再発行

キャッシュカード再発行

ＩＣキャッシュカード再発行（注２）

残高証明書発行（発行内容ごとに）

自己宛小切手発行（注３）

取引履歴明細書発行

１冊（枚）につき　　　　　５４０円

１枚につき　　　　　　　　５４０円

１枚につき　　　　　　 １,０８０円

１通につき　　　　　　　　２１６円

１枚につき　　　　　　　　５４０円

基本１ページ　　　　　　　２１６円

２ページ目から　　　　２０円（税抜）

＜両替手数料＞（１件につき）（注４）

両替枚数（注５）

金　額

100枚まで

無　料

101枚～1,000枚

３２４円

1,001枚～2,000

６４８円

2,001枚～3,000

９７２円

３,００１枚以上

１,０００枚ごと

に３２４円加算

（注２）ＩＣ一体型ＪＡカードの再発行手数料は無料です。
（注３）ＪＡ都合によるものは無料です。

（注４）新券・記念硬貨・汚損硬貨・旧紙幣につきましては、無料です。
（注５）両替枚数は、持参枚数・両替後枚数のどちらか多い方を基準といたします。

（注１）「視覚障がい者や手が不自由な方等ＡＴＭを利用し振込手続きを行うことが困難な方」が、窓口において振
込する場合の振込手数料については「ＡＴＭ利用の場合」と同額です。



1 0 8 円
無 　 料
1 0 8 円

1 0 8 円

1 0 8 円
無 　 料
1 0 8 円
1 0 8 円
無 　 料
1 0 8 円
1 0 8 円

平 日
土 曜 日
日曜日・祝日

平 日

土 曜 日
日曜日・祝日

平 日

土 曜 日

日曜日・祝日
平 日
土 曜 日
日曜日・祝日

8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 8 ： 4 5
8 ： 4 5 ～ 1 8 ： 0 0
1 8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 8 ： 4 5
8 ： 4 5 ～ 1 8 ： 0 0
1 8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0
8 ： 0 0 ～ 9 ： 0 0
9 ： 0 0 ～ 1 4 ： 0 0
1 4 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0
8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0
8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0
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無 　 料 ※

ＪＡ・ＪＦマリンバンク
のキャッシュカードをご
利用の場合

三菱東京ＵＦＪ銀行のキ
ャッシュカードをご利用
の場合

提携金融機関・ゆうちょ
銀行のキャッシュカード
をご利用の場合

提携のクレジットカード
をご利用の場合
(キャッシング)

＜ＡＴＭご利用手数料のご案内＞
利 用 日利　用　区　分 利用の時間帯 お引き出し お預け入れ お振替

1 0 8 円
無 　 料
1 0 8 円

1 0 8 円

2 1 6 円
1 0 8 円
2 1 6 円
2 1 6 円
1 0 8 円
2 1 6 円
2 1 6 円

【手数料は、１回のお取引にかかる手数料です。（消費税込）】
※　お振替については、県内ＪＡキャッシュカード・通帳でのお取引のみとなります。
ＪＦマリンバンクキャッシュカードでの入金はお取引できません。

（注）１．ＡＴＭのご利用時間は店舗により異なります。
２．１２月３１日は、３１日の曜日に応じた手数料をいただきます。
３．祝日には振替休日を含みます。

平 日
土 曜 日
日曜日・祝日

平 日

土 曜 日
日曜日・祝日

平 日

土 曜 日

日曜日・祝日

平 日

土 曜 日
日曜日・祝日
平 日
土 曜 日
日曜日・祝日

8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 8 ： 4 5
8 ： 4 5 ～ 1 8 ： 0 0
1 8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 8 ： 4 5
8 ： 4 5 ～ 1 8 ： 0 0
1 8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0
8 ： 0 0 ～ 9 ： 0 0
9 ： 0 0 ～ 1 4 ： 0 0
1 4 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0
8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0
8 ： 0 0 ～ 8 ： 4 5
8 ： 4 5 ～ 1 8 ： 0 0
1 8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

8 ： 0 0 ～ 2 1 ： 0 0

無 　 料
※ 1

当ＪＡのキャッシュカー
ドを他ＪＡ・ＪＦマリン
バンクでご利用の場合

当ＪＡのキャッシュカー
ドをゆうちょ銀行でご利
用の場合

当ＪＡのキャッシュカー
ドをセブン銀行・ローソ
ン・イーネット※2でご
利用の場合

当ＪＡのキャッシュカー
ドを三菱東京ＵＦＪ銀行
でご利用の場合

当ＪＡのキャッシュカー
ドを提携金融機関でご利
用の場合

＜他ＪＡ・他行ＡＴＭご利用手数料のご案内＞
利 用 日利　用　区　分 利用の時間帯 お引き出し お預け入れ お振替

1 0 8 円
無 　 料
1 0 8 円

1 0 8 円

1 0 8 円
無 　 料
1 0 8 円
1 0 8 円
無 　 料
1 0 8 円
1 0 8 円
1 0 8 円
無 　 料
1 0 8 円

1 0 8 円

【手数料は、１回のお取引にかかる手数料です。（消費税込）】
※１．お振替については、県内ＪＡＡＴＭでのお取引のみとなります。

ＪＦマリンバンクキャッシュカードでの入金はお取引できません。
※２．イーネットはファミリーマート・スリーエフ・サークルＫサンクス等「Ｅ－ｎｅｔ」マークがある店舗のみ利用可能です。
（注）ＡＴＭのご利用時間は店舗により異なります。

提携金融機関の
ATM手数料をお支
払いいただきます。

無 　 料
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＜融資手数料＞

＜その他手数料＞

送 金 ・ 振 込 組 戻 料

不 渡 手 形 返 却 料

取 立 手 形 組 戻 料

取 立 手 形 店 頭 呈 示 料

マル専当座開設手数料

１件につき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６４８円

１件につき（但し、６４８円を超える場合は実費） ６４８円

通知書１枚につき　　　　　　　　　　　　　　　　 ３,２４０円

新　規　融　資（不動産担保融資) 

資　　金　　枠　　更　　新　　時 

２１,６００円 

５,４００円 

１件につき 

１件につき 

(注）上記手数料は下記のものは除きます。 
 　１．貯金担保貸付金・共済担保貸付金 
 　２．期日一括払の貸付金の繰上返済 
 　３．マイカーローン・教育ローン 

金　　額 単　　位 種　　　　　　　　　類 

一　般　資　金 

資 金 枠 更 新  

 

実 　 行 　 後 　 ３ 　 年 　 以 　 内 

実 行 後 ３ 年 超 ５ 年 以 内  

実 行 後 ５ 年 超 ７ 年 以 内 

２,１６０円 

３２,４００円 

２１,６００円 

１０,８００円 

１回につき 

金　　額 単　　位 種　　　　　　　　　類 

一　部　繰　上 

全　額　繰　上 

（１００万円以上） 

３２,４００円 １件につき 

金　　額 単　　位 種　　　　　　　　　類 

全　額　繰　上 
（１００万円以上） 

償 　 還 　 方 　 法 　 の 　 変 　 更  

最 　 終 　 期 　 限 　 の 　 延 　 長 

金利区分の変更（固定金利選択型再選択を含む) 

債務者・保証人の変更（相続は除く)

５,４００円 

５,４００円 

５,４００円 

５,４００円 

１回につき 

１回につき 

１回につき 

１回につき 

金　　額 単　　位 種　　　　　　　　　類 

一　般　資　金 
統 一 ロ ー ン 

再　発　行　手　数　料（新規は無料) 

発 　 　 行 　 　 手 　 　 数 　 　 料 

確　定　日　付　を　伴　う　も　の 

１,０８０円 

２１６円 

１,０８０円 

１枚につき 

１枚につき 

１件につき 

金　　額 単　　位 種　　　　　　　　　類 

ローンカード 

残 高 証 明 書 

質　権　設　定 

①　事務手数料 

②　繰上返済手数料（住宅ローン、小口住宅ローン、リフォームローン除く） 

③　繰上返済手数料（住宅ローン、小口住宅ローン、リフォームローン） 

④　条件変更手数料 

⑤　その他手数料 
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〔共済事業〕

組合員や地域の皆さまへ『ひと・いえ・くるま』の総合保障の確立をすすめています。

①　終身・医療・がん・養老・こども・介護・建物更生共済などの長期共済の取り扱い

②　火災・自動車・傷害・自賠責共済などの短期共済の取り扱い

③　ＪＡ健康寿命100歳プロジェクトの取り組みとして、保養健康診断・高齢者向け交通安

全教室・健康増進レインボー体操等の実施

その他の事業   3

「一生涯の保障をしっかりとしたい」という方へは、終身共済をお 
すすめします。 
万一のときの保障と、貯蓄性のある共済です。万一保障と計画的な 
貯蓄への備えが両立できます。 
「かけがえのないお子さまの将来のために大きな夢を応援したい」 
という方におすすめします。 
病気やけがによる入院や手術はもちろん、がんの治療や先進医療な 
ど、もしものときの幅広い医療リスクにしっかりと備えることがで 
きます。 
がんと闘うための安心を保障し、あなたの「生きる」を応援します。 
また、ご加入の際は医師の診査は不要です。 
幅広い要介護状態に備えられる充実保障です。介護の不安に一生涯、 
備えられます。 
豊かな老後のための安心と楽しみを兼ね備えたセカンドライフを支 
える年金共済です。定期年金タイプと終身年金タイプからお選びく 
ださい。 
健康に不安のある方もご加入しやすい万一（死亡）保障です。 
健康に不安のある方もご加入しやすい医療保障です。 
まとまった資金を活用して一生涯の万一（死亡）保障と将来の安心 
を確保することができます。 
満期共済金などの一時金を活用して将来の資金づくりをしながら、 
一定期間（５・10年）の万一（死亡）保障を確保することができます。 
まとまった資金を活用して一生涯にわたり介護保障を確保すること 
ができます。介護共済金のお受け取りがなく、お亡くなりになられ 
た場合には死亡給付金をお受け取りになれます。 
 
火災はもちろん、地震や台風などの自然災害も幅広く保障します。 
また、満期共済金は建物のリフォームや家財の買替資金としてご活 
用いただけます。 
建物・動産の火災などによる損害を保障します。 
 
自動車共済は対人・対物賠償をはじめ、搭乗者保障、車両保障、車 
両諸費用保障等、万一の自動車事故を幅広く保障します。ＪＡの自 
賠責共済にセットでご加入になると自動車共済の掛金がさらにお得 
になります。 

ひと 

いえ 

くるま 

終身共済 
 
養老生命共済 
 
こども共済 
  
 
医療共済 
 

がん共済 
 
介護共済 
 
予定利率変動型年金共済 
ライフロード 
 
引受緩和型終身共済 
引受緩和型医療共済 

一時払終身共済 
 
一時払養老生命共済 
 
 
一時払介護共済 
 
 
 
建物更生共済 
 
火災共済 
 
 
自動車共済 
自賠責共済 

☆主な共済商品のご案内（平成28年５月31日現在）……………………………………………… 

※　ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要)」を必ずご覧下さい。また、ご契約の際には、「重要事項説明書 
 （注意喚起情報)」及び「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 



〔経済事業〕

管内で生産される農畜産物を販売する「販売事業」と農産物の生産や日常生活に必要な

資材・物資を供給する「購買事業」から成り立っています。

〔営農・生活・相談事業〕

組合員や地域の皆さまの「営農とくらし」をより豊かにするため、営農指導をはじめ、

法務・税務相談や土地の有効活用などの資産管理相談、人間ドックや巡回検診などの健康

相談などを行っています。

〔高齢者福祉事業〕

ＪＡ福祉ちゅうおう館を拠点に、組合員や地域の皆さまに生活援助・身体介護等の訪問

介護支援サービスを提供しています。

上記のほか、お茶の加工（加工事業）や、葬祭場の運営、トラクター耕耘、農機貸出（利

用事業）、搾乳作業の支援（酪農ヘルパー事業）などを行っています。
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実際の樹木を使った果樹剪定整枝講習会

「健康寿命100歳プロジェクト」の一環として
行われている「健康管理学習会」

DISCLOSURE 
2016主な事業の内容 



ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫（Ｊ

Ａバンク会員）で構成するグループの名称です。

組合員・利用者の皆さまに、便利で安心な金融機関と

してご利用いただけるよう、ＪＡバンク会員の総力を結

集し、実質的にひとつの金融機関として活動する「ＪＡ

バンクシステム」を運営しています。

「ＪＡバンクシステム」は「破綻未然防止システム」

と「一体的事業推進」を２つの柱としています。

当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度であ
る「貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との２重のセーフティーネットで守ら
れています。

「ＪＡバンクシステム」の仕組み  1
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DISCLOSURE 
2016系統セーフティーネット(貯金者保護の取り組み)

Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
会
員
で
あ
る
、
当
Ｊ
Ａ
の
本
・
支
所

(

店)
に
は
『
Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
会
員
マ
ー
ク
』
が
掲
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

貯金保険機構 
 

ＪＡバンク 
支援機構 

系統債権管理 
回収機構 
 

ＪＡ 
信連 

（JAバンク県本部） 
農林中金 

（JAバンク中央本部） 

ＪＡバンク基本方針 

JAバンク会員の経営健全性確保 金融サービスの提供の充実 

行　政 

全中 
全国監査機構 
ＪＡ中央会 

 

破綻未然防止システム 一体的事業推進 

・ＪＡ等の経営状況のモニタ 
　リング 
・ＪＡ等に対する経営改善指 
　導 
・ＪＡバンク支援基金等によ 
　る資本注入等のサポート 

・実質的に一つの金融機関と 
　して機能するような運営シ 
　ステムの確立 
・共同運営システムの利用 
・全国どこでも統一された良 
　質で高度な金融サービスの 
　提供 

再編強化法：農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 

破綻未然防止システム 
破綻未然防止のためのＪＡバンク独自の制度 

貯金保険制度 
貯金者保護のための公的な制度 

農林中金への指導権の付与など 

連携 

協力・連携、 
経営改善指導 

破綻時の支援 

破綻未然防止 
の支援 

不良債権の 
管理・回収 
 

ＪＡバンク・セーフティーネット 

組合員・利用者 

安心 便利 

☆安心のＪＡバンクシステム
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DISCLOSURE 
2016系統セーフティーネット(貯金者保護の取り組み)

貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに、
貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを
目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同様な制度
です。

貯金保険制度   2

「無利息、要求払い、
決算サービスを提供
できること」の３要
件を満たす貯金

決済用貯金以外の
貯金

外貨貯金、
譲渡性貯金等

貯金等の分類 保 　 護 　 の 　 範 　 囲

貯
金
保
険
の
対
象
貯
金
等

決
済
用
貯
金

一
般
貯
金
等

貯金保険
の対象外
貯金等

全額保護

元本の合計1,000万円までとその利息（注）等を保護
【1,000万円を超える部分は、農水産業協同組合の財産の状況に応じて
支払われます（一部カットされることがあります）】

保護対象外
【農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われます（一部カットさ
れることがあります）】

（注）定期積金の給付補填金も利息と同様保護されます。

（1）「破綻未然防止システム」の機能
「破綻未然防止システム」はＪＡバンク全体としての信頼性を確保するための仕組みです。

再編強化法（農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関す

る法律）に基づき、「ＪＡバンク基本方針」を定め、ＪＡの経営上の問題点の早期発見・早

期改善のため、国の基準よりもさらに厳しいＪＡバンク独自の自主基準（達成すべき自己

資本比率の水準、体制整備など）を設定しています。

また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより適切な経営改

善指導が行われています。

（2）「一体的な事業推進」の実施
良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の強

化、共同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランド確立等の一体的な事業推進

の取り組みを行っています。

☆貯金保険制度の対象となる貯金と保護の範囲
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決算の状況   1

（1）貸借対照表

基準日　　前年度　平成27年２月28日現在
本年度　平成28年２月29日現在

（単位：千円）

科　　　目 

（資産の部） 

 １．信用事業資産 

 （1）現金 

 （2）預金 

　　　系統預金 

　　　系統外預金 

 （3）有価証券 

　　　国債 

　　　地方債 

　　　社債 

 （4）貸出金 

 （5）その他の信用事業資産 

　　　未収収益 

　　　その他の資産 

 （6）貸倒引当金 

 ２．共済事業資産 

 （1）共済貸付金 

 （2）共済未収利息 

 （3）その他の共済事業資産 

 ３．経済事業資産 

 （1）経済事業未収金 

 （2）棚卸資産 

　　　購買品 

　　　販売品 

 （3）その他の経済事業資産 

 （4）貸倒引当金 

 ４．雑資産 

 （1）雑資産 

 （2）貸倒引当金 

 ５．固定資産 

 （1）有形固定資産 

　　　建物 

　　　機械装置 

　　　土地 

　　　その他の有形固定資産 

　　　減価償却累計額 

 （2）無形固定資産 

 ６．外部出資 

 （1）外部出資 

　　　系統出資 

　　　系統外出資 

　　　子会社等出資 

 

  

 

　　　 資産の部合計 

125,094,098 

574,177 

81,226,548 

81,173,450 

53,097 

13,808,793 

2,010,372 

9,915,729 

1,882,692 

29,676,482 

609,704 

564,993 

44,711 

△ 801,607 

29,414 

28,868 

324 

220 

87,675 

68,948 

22,074 

21,404 

670 

7,420 

△ 10,768 

331,289 

331,366 

△ 76 

2,028,589 

2,027,762 

2,464,314 

183,806 

1,124,900 

822,020 

△ 2,567,279 

826 

4,803,140 

4,803,140 

4,471,750 

310,890 

20,500 

 

 

 

132,374,206

前年度 本年度 科　　　目 

（負債の部） 

 １．信用事業負債 

 （1）貯金 

 （2）借入金 

 （3）その他の信用事業負債 

　　　未払費用 

　　　その他の負債 

 ２．共済事業負債 

 （1）共済借入金 

 （2）共済資金 

 （3）共済未払利息 

 （4）未経過共済付加収入 

 （5）共済未払費用 

 （6）その他の共済事業負債 

 ３．経済事業負債 

 （1）経済事業未払金 

 （2）経済受託債務 

 （3）その他の経済事業負債 

 ４．雑負債 

 （1）未払法人税等 

 （2）資産除去債務 

 （3）その他の負債 

 ５．諸引当金 

 （1）賞与引当金 

 （2）退職給付引当金 

 （3）役員退職慰労引当金 

 ６．繰延税金負債 

　　　  負債の部合計 

（純資産の部） 

 １．組合員資本 

 （1）出資金 

 （2）利益剰余金 

　　　利益準備金 

　　　その他の利益剰余金 

　　　事業基盤強化積立金 

　　　教育基金 

　　　農業振興支援基金 

　　　施設整備積立金 

　　　特別積立金 

　　　当期未処分剰余金 

　　　（うち当期剰余金） 

 （3）処分未済持分 

 ２．評価・換算差額等 

 （1）その他有価証券評価差額金 

　　　純資産の部合計 

　負債及び純資産の部合計 

122,888,961 

122,304,841 

3,615 

580,503 

23,580 

556,923 

436,764 

28,868 

208,510 

324 

194,954 

2,986 

1,119 

66,532 

58,099 

4,625 

3,807 

430,310 

66,248 

36,944 

327,118 

174,606 

41,350 

91,450 

41,805 

26,834 

124,024,009 

 

8,131,382 

875,140 

7,261,803 

2,742,515 

4,519,288 

1,352,843 

570,000 

200,000 

140,000 

1,831,164 

425,279 

(237,939) 

△ 5,561 

218,814 

218,814 

8,350,196 

132,374,206

前年度 本年度 

125,226,636 

568,152 

80,809,042 

80,748,167 

60,875 

13,919,253 

2,150,303 

9,895,392 

1,873,557 

30,192,455 

642,654 

581,578 

61,076 

△904,921 

29,870 

29,265 

315 

288 

105,406 

82,295 

27,004 

26,208 

795 

7,422 

△11,316 

61,046 

61,130 

△84 

2,128,437 

2,127,290 

2,475,960 

185,324 

1,141,817 

843,235 

△2,519,046 

1,146 

4,810,560 

4,810,560 

4,479,170 

310,890 

20,500 

 

 

 

132,361,956

122,959,084 

122,621,119 

16,261 

321,704 

26,563 

295,140 

647,408 

29,265 

419,653 

315 

195,239 

2,311 

623 

99,027 

91,108 

4,181 

3,737 

349,299 

11,077 

36,374 

301,847 

185,381 

42,685 

107,017 

35,678 

18,506 

124,258,707 

 

7,924,980 

886,381 

7,045,856 

2,667,515 

4,378,341 

1,332,843 

560,000 

170,000 

120,000 

1,831,164 

364,332 

(161,171) 

△7,257 

178,267 

178,267 

8,103,248 

132,361,956
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（2）損益計算書

基準日　　前年度　平成26年３月１日から平成27年２月28日まで
本年度　平成27年３月１日から平成28年２月29日まで

（単位：千円）

科　　　目 
 １．事業総利益 
 （1）信用事業収益 
 　　 資金運用収益 
 　　 （うち預金利息） 
 　　 （うち有価証券利息） 
 　　 （うち貸出金利息） 
 　　 （うち受取奨励金） 
 　　 （うち受取事業分量配当金) 
 　　 （うちその他受入利息) 
 　　 役務取引等収益 
 　　 その他経常収益 
 （2）信用事業費用 
 　　 資金調達費用 
 　　 （うち貯金利息） 
 　　 （うち給付補填備金繰入) 
 　　 （うち借入金利息） 
 　　 （うちその他支払利息) 
 　　 役務取引等費用 
 　　 その他経常費用 
 　　 （うち貸倒引当金繰入額) 
 　　 （うち貸出金償却） 
 　　 信用事業総利益 
 （3）共済事業収益 
 　　 共済付加収入 
 　　 共済貸付金利息 
 　　 その他の収益 
 （4）共済事業費用 
 　　 共済借入金利息 
 　　 共済推進費 
 　　 共済保全費 
 　　 その他の費用 
 　　 共済事業総利益 
 （5）購買事業収益 
 　　 購買供給高 
 　　 （購買品供給高 (値引控除前)) 
 　　 （売上値引) 
 　　 購買手数料 
　　　修理サービス料 
 　　 その他の収益 
 （6）購買事業費用 
 　　 購買品供給原価 
 　　 購買品供給費 
 　　 その他の費用 
 　　 購買事業総利益 
 （7）販売事業収益 
 　　 販売品販売高 
 　　 販売手数料 
 　　 その他の収益 
 （8）販売事業費用 
 　　 販売品販売原価 
 　　 その他の費用 
 　　 販売事業総利益 

 

 

 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

 

 

 

 

( 

( 

( 

( 

 

 

( 

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,998,585 
1,302,835 
1,200,696 
21,275 
166,409 
459,356 
446,565 
107,088 

0 
71,725 
30,413 
162,473 
40,480 
35,111 
2,595 
100 
2,674 
23,003 
98,988 

－ 
－ 

1,140,362 
666,836 
620,821 

397 
45,617 
38,904 
397 

25,142 
707 

12,656 
627,932 
1,086,728 
1,080,793 
1,092,974 
△12,180 
3,461 
394 
2,079 

939,725 
851,979 
51,354 
36,392 
147,002 
59,207 
43,907 
12,322 
2,977 
42,826 
39,637 
3,188 
16,380

 

 

 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

 

 

 

 

) 

) 

) 

) 

 

 

) 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度 本年度 科　　　目 
  （9) 加工事業収益 
（10) 加工事業費用 
 　　 加工事業総利益 
（11) 利用事業収益 
（12) 利用事業費用 
 　　 利用事業総利益 
（13) 介護事業収益 
（14) 介護事業費用 
 　　 介護事業総利益 
（15) その他事業収益 
（16) その他事業費用 
 　　 その他事業総利益 
（17) 指導事業収入 
（18) 指導事業支出 
 　　 指導事業収支差額 
 ２．事業管理費 
 （1）人件費 
 （2）業務費 
 （3）諸税負担金 
 （4）施設費 
 （5）その他事業管理費 
 　　　　事業利益 
 ３．事業外収益 
 （1）受取雑利息 
 （2）受取出資配当金 
 （3）賃貸料 
 （4）貸倒引当金戻入益 
 （5）償却債権取立益 
 （6）雑収入 
 ４．事業外費用 
 （1）支払雑利息 
 （2）寄付金 
 （3）賃貸費用 
 （4）雑損失 
 （5）貸倒引当金繰入 
  
 　　　　経常利益 
 ５．特別利益 
 （1）固定資産処分益 
 ６．特別損失 
 （1）固定資産処分損 
 （2）減損損失 
 
 
 　　  税引前当期利益 
 法人税、住民税及び事業税 
 法人税等調整額 
 法人税等合計 
 当期剰余金 
 当期首繰越剰余金 
 周年事業積立金取崩額 
 　　当期未処分剰余金 

 9,312 
4,783 
4,529 
91,259 
7,793 
83,466 
30,653 
13,594 
17,059 
4,397 
849 
3,548 
3,432 
45,128 
△41,695 
1,838,182 
1,366,832 
183,885 
73,525 
210,302 
3,637 

160,403 
143,897 

342 
84,939 
33,022 
1,796 
6,471 
17,324 
13,792 
1,049 
98 

10,970 
1,674 
－ 
 

290,508 
50,465 
50,465 
26,618 
482 

26,135 
 
 

314,356 
83,593 
△7,175 
76,417 
237,939 
187,340 

－ 
425,279

 

 

前年度 本年度 

  

 

 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

 

 

 

 

( 

( 

( 

( 

 

 

( 

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,966,707 
1,322,489 
1,219,567 
20,881 
170,954 
489,058 
441,219 
97,453 

0 
71,350 
31,571 
165,304 
41,583 
35,576 
2,747 
277 
2,981 
21,038 
102,682 

946 
24 

1,157,185 
637,735 
615,635 

511 
21,588 
36,742 
511 

22,767 
454 

13,009 
600,992 
1,171,270 
1,161,035 
1,173,588 
△12,553 
6,926 
819 
2,489 

1,033,098 
937,574 
55,003 
40,520 
138,171 
60,589 
47,097 
11,014 
2,476 
44,133 
40,426 
3,706 
16,456 

 

 

 

 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

 

 

 

 

) 

) 

) 

) 

 

 

) 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,291 
3,999 
2,291 
86,090 
7,882 
78,208 
31,541 
13,667 
17,874 
4,351 
836 
3,515 
3,768 
51,755 
△47,987 
1,859,965 
1,385,916 
188,214 
76,672 
205,637 
3,523 

106,742 
132,503 

361 
81,302 
35,046 
778 
1,376 
13,637 
11,222 
1,074 
52 

10,010 
80 
4 
 

228,022 
3,398 
3,398 
15,697 
14,910 
786 
 
 

215,723 
26,959 
27,591 
54,551 
161,171 
183,160 
20,000 
364,332



前　　年　　度 

(3）注記表 
本　　年　　度 
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Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券は償却原価法（定額法）。

(2) 子会社株式は移動平均法による原価法。

(3) その他有価証券のうち時価のあるものは期末日の市場価

格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）。時価のない

ものは移動平均法による原価法。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 購買品（単品管理品目：肥料、農薬、生産資材など）は

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）。

(2) 購買品（分類管理品目：生活資材、燃料など）は売価還

元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）。

(3) 販売品は最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日

以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定

額法）により償却しています。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっています。

(2) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しています。

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却してい

ます。

４．引当金の計上基準

経理規程に基づき、それぞれ次のとおり計上しています。

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定められている資産自己査定の基準

及び経理規程、資産の償却・引当基準に則り、次のとおり

計上しています。

正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）につ

いては、貸倒実績率で算定した金額と租税特別措置法第

57条の９第１項及び第２項により算定した金額のいずれ

か多い金額を計上しています。

なお、この基準に基づき、当期は租税特別措置法第57

条の９第１項及び第２項により算定した金額に基づき計上

しています。

破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能

見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除

し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し

て必要と認められる額を引き当てています。

実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権額から、

担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認めら

れる額を控除し、その残額を引き当てています。

なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、

資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

内部監査担当部署が査定結果を監査しており、その査定結

果に基づいて、上記の引当を行っています。

(2) 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額のうち当事業年度負担分を計上しています。

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券は償却原価法（定額法）。

(2) 子会社株式は移動平均法による原価法。

(3) その他有価証券のうち時価のあるものは期末日の市場価

格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）。時価のない

ものは移動平均法による原価法。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 購買品（単品管理品目：肥料、農薬、生産資材など）は

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）。

(2) 購買品（分類管理品目：生活資材、燃料など）は売価還

元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）。

(3) 販売品は最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日

以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定

額法）により償却しています。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっています。

(2) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しています。

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却してい

ます。

４．引当金の計上基準

経理規程に基づき、それぞれ次のとおり計上しています。

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定められている資産自己査定の基準

及び経理規程、資産の償却・引当基準に則り、次のとおり

計上しています。

正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）につ

いては、貸倒実績率で算定した金額と租税特別措置法第

57条の９第１項及び第２項により算定した金額のいずれ

か多い金額を計上しています。

なお、この基準に基づき、当期は租税特別措置法第57

条の９第１項及び第２項により算定した金額に基づき計上

しています。

破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能

見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除

し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し

て必要と認められる額を引き当てています。

実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権額から、

担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認めら

れる額を控除し、その残額を引き当てています。

なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、

資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

内部監査担当部署が査定結果を監査しており、その査定結

果に基づいて、上記の引当を行っています。

(2) 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額のうち当事業年度負担分を計上しています。
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(3) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末

に発生していると認められる額を計上しています。

なお、当組合は職員数300人未満の小規模企業等に該当

するため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第25号）により簡便法を採用していま

す。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退任にともなう慰労金の支払いに備えるため、役

員退任慰労金規程に基づく期末要支給額を計上していま

す。

５．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引で、平成21年２月28日

以前に取引を行ったものについては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっています。

平成21年３月１日以後に開始した取引については、平

成19年３月30日付で改正された「リース取引に関する会

計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

によっています。

６．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

います。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑

資産に計上し、５年間で均等償却しています。

７．記載金額の端数処理

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、残高

千円未満の勘定科目については「0」で表示しています。

Ⅱ．貸借対照表に関する注記
１．土地収用法を受けて、また国庫補助金の受領により有形

固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は

125,518千円であり、その内訳は次のとおりです。

２．神奈川県企業庁との取引の担保として、系統預金1,000

千円を差し入れています。

３．子会社に対する金銭債権・債務の総額

子会社に対する金銭債権の総額　　　1,800千円

子会社に対する金銭債務の総額　 101,706千円

４．貸借対照表に計上した貸出金のうちリスク管理債権の金

額は次のとおりです。

(1) 貸出金のうち、破綻先債権額は151,045千円、延滞債権

額は1,040,942千円です。

なお、破綻先債権とは、自己査定で破綻先に区分された

(3) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末

に発生していると認められる額を計上しています。

なお、当組合は職員数300人未満の小規模企業等に該当

するため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第25号）により簡便法を採用していま

す。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退任にともなう慰労金の支払いに備えるため、役

員退任慰労金規程に基づく期末要支給額を計上していま

す。

５．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引で、平成21年２月28日

以前に取引を行ったものについては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっています。

平成21年３月１日以後に開始した取引については、平

成19年３月30日付で改正された「リース取引に関する会

計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

によっています。

６．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

います。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑

資産に計上し、５年間で均等償却しています。

７．記載金額の端数処理

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、残高

千円未満の勘定科目については「0」で表示しています。

Ⅱ．貸借対照表に関する注記
１．土地収用法を受けて、また国庫補助金の受領により有形

固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は

125,518千円であり、その内訳は次のとおりです。

２．神奈川県企業庁との取引の担保として、系統預金1,000

千円を差し入れています。

３．子会社に対する金銭債権・債務の総額

子会社に対する金銭債権の総額　　　1,810千円

子会社に対する金銭債務の総額　　 95,066千円

４．役員に対する金銭債権・債務の総額

役員に対する金銭債権の総額　　　　1,668千円

役員に対する金銭債務の総額　　　　　 －千円

５．貸借対照表に計上した貸出金のうちリスク管理債権の金

額は次のとおりです。

(1) 貸出金のうち、破綻先債権額は12,778千円、延滞債権

額は1,012,507千円です。

なお、破綻先債権とは、自己査定で破綻先に区分された

種　類 圧縮記帳累計額 うち当期圧縮記帳額 
（単位：千円)

建　　物 

構 築 物 

機械装置 

合　計 

112,368 

5,162 

7,987 

125,518

― 

― 

― 

― 

種　類 圧縮記帳累計額 うち当期圧縮記帳額 
（単位：千円)

建　　物 

構 築 物 

機械装置 

合　計 

112,368 

5,162 

7,987 

125,518

― 

― 

― 

― 
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債務者に対する貸出金のうち、会社更生、民事再生、破産

などの申立のあった債務者、又は手形交換所から取引停止

処分を受けた債務者に対する貸出金をいいます。

また、延滞債権とは、自己査定で破綻先、実質破綻先、

破綻懸念先に区分された債務者に対する貸出金のうち、破

綻先債権に該当しないものをいいます。

(2) 貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権に該当するものはあ

りません。

なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元金又は利息の支払が

約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している貸出金で、

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものをいいます。

(3) 貸出金のうち、貸出条件緩和債権に該当するものはあり

ません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の再建又は支援を

図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決

めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以

上延滞債権に該当しないものをいいます。

(4) 破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び

貸出条件緩和債権額の合計額は1,025,285千円です。なお、

これらの債権額は貸倒引当金控除前の金額です。

Ⅲ．損益計算書に関する注記
１．子会社との事業取引による取引高の総額及び事業取引以

外の取引による取引高の総額です。

(1) 子会社との取引による収益総額　　 10,978千円

うち事業取引高　　　　　　　　　 273千円

うち事業取引以外の取引高　　　 10,705千円

(2) 子会社との取引による費用総額　　 32,550千円

うち事業取引高　　　　　　　　 25,927千円

うち事業取引以外の取引高　　　　6,622千円

２．減損損失を認識した資産及び資産グループの概要

当組合は、管理会計の単位を基本に、支所（店）、事業

所ごとにグルーピングし、業務外固定資産や遊休資産につ

いては施設単位でグルーピングしています。

また、本所、串川茶工場については、ＪＡ全体の共用資

産としています。

あぐりんずつくい、藤野園芸センターについては、管轄

地区内にある支所（店）の共用資産としています。

当期において以下の固定資産及び固定資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

債務者に対する貸出金のうち、会社更生、民事再生、破産

などの申立のあった債務者、又は手形交換所から取引停止

処分を受けた債務者に対する貸出金をいいます。

また、延滞債権とは、自己査定で破綻先、実質破綻先、

破綻懸念先に区分された債務者に対する貸出金のうち、破

綻先債権に該当しないものをいいます。

(2) 貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権に該当するものはあ

りません。

なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元金又は利息の支払が

約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している貸出金で、

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものをいいます。

(3) 貸出金のうち、貸出条件緩和債権に該当するものはあり

ません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の再建又は支援を

図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決

めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以

上延滞債権に該当しないものをいいます。

(4) 破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び

貸出条件緩和債権額の合計額は1,191,987千円です。なお、

これらの債権額は貸倒引当金控除前の金額です。

Ⅲ．損益計算書に関する注記
１．子会社との事業取引による取引高の総額及び事業取引以

外の取引による取引高の総額です。

(1) 子会社との取引による収益総額　　 11,134千円

うち事業取引高　　　　　　　　　 418千円

うち事業取引以外の取引高　　　 10,716千円

(2) 子会社との取引による費用総額　　 46,271千円

うち事業取引高　　　　　　　　 39,869千円

うち事業取引以外の取引高　　　　6,401千円

２．減損損失を認識した資産及び資産グループの概要

当期において以下の固定資産及び固定資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

当組合は、管理会計の単位を基本に、支所（店）、事業

所ごとにグルーピングし、業務外固定資産や遊休資産につ

いては施設単位でグルーピングしています。

また、本所、串川茶工場については、ＪＡ全体の共用資

用　　途 種　類 そ　の　他 

相模原市緑区牧野13461　ほか 

場　　　　　所 

遊休地 土地（山林）  

相模原市緑区根小屋1491-1

遊休地 土地 (雑種地)  

相模原市緑区青根1146-1

遊休地 土地 (畑)  

相模原市緑区牧野3633-8　ほか 

遊休地 土地（山林）  

相模原市緑区若柳847-1　ほか 

遊休地   信用事業資産 
土地 

(山林、雑種地)
業務外土地 

相模原市緑区根小屋826-3

遊休地　信用事業資産 土地（畑） 業務外土地 
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上記の土地については、事業の目的として使用していな

いことから、現況では遊休状態にあり、早期処分対象であ

ることから処分可能価額で評価し、その差額を減損損失と

して認識しました。

また、原宿支店は、平成29年度中を目途に建て替えを行う

ことから、平成28年度以降に見込まれる原宿支店の償却

資産等の固定資産処分損を減損損失として認識しました。

これらの、減損損失の内訳は次のとおりです。

なお、これらの資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、土地の時価は固定資産税評価に基づき、

当組合の担保評価基準により算出しています。

また、原宿支店は、対象資産ごとに管理上の備忘価額

（１円）を残して帳簿価額から減額し、当該減少額を減損

損失で計上するとともに、固定資産勘定を同額減額してい

ます。

Ⅳ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当組合は農家組合員や地域住民から預かった貯金を原資

に、農家組合員や地域内の住民や団体などへ貸付け、残っ

た余裕金を神奈川県信用農業協同組合連合会へ預けている

ほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行ってい

ます。

産としています。

あぐりんずつくい、藤野園芸センターについては、管轄

地区内にある支所（店）の共用資産としています。

以下の土地については、事業の目的として使用していな

いことから、現況では遊休状態にあり、早期処分対象であ

ることから処分可能価額で評価し、その差額を減損損失と

して認識しました。

これらの、減損損失の内訳は以下のとおりです。

なお、これらの資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、土地の時価は固定資産税評価に基づき、

当組合の担保評価基準により算出しています。

Ⅳ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当組合は農家組合員や地域住民から預かった貯金を原資

に、農家組合員や地域内の住民や団体などへ貸付け、残っ

た余裕金を神奈川県信用農業協同組合連合会へ預けている

ほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行ってい

ます。

減損損失計上額 内　　訳 

相模原市緑区牧野13461　ほか 

場　　　　　所 

0千円 土地 0千円 

相模原市緑区根小屋1491-1

745千円 土地 745千円 

相模原市緑区青根1146-1

3千円 土地 3千円 

相模原市緑区牧野3633-8　ほか 

2千円 土地 2千円 

相模原市緑区若柳847-1　ほか 

32千円 業務外土地 32千円 

相模原市緑区根小屋826-3

1千円 業務外土地 1千円 

合　　計 

786千円 
土地 752千円 

業務外土地 33千円 

減損損失計上額 内　　訳 

相模原市緑区根小屋1491-1

場　　　　　所 

164千円 土地 164千円 

相模原市緑区牧野3633-8　ほか 

24千円 土地 24千円 

相模原市緑区与瀬2300-1　ほか 

15,683千円 土地 15,683千円 

原宿支店 

10,126千円 
建物 

器具備品 

10,092千円 

33千円 

合　　計 

26,135千円 

土地 

業務外土地 

建物 

器具備品 

15,872千円 

136千円 

10,092千円 

33千円 

相模原市緑区若柳847-1　ほか 

112千円 業務外土地 112千円 

相模原市緑区根小屋826-3

24千円 業務外土地 24千円 

用　　途 種　類 そ　の　他 

相模原市緑区根小屋1491-1

場　　　　　所 

遊休地 土地（雑種地）  

相模原市緑区若柳847-1　ほか 

遊休地　信用事業資産 
土地 

(山林、雑種地)
業務外土地 

相模原市緑区根小屋826-3

遊休地　信用事業資産 土地（畑） 業務外土地 

原宿支店 

営業店舗 建物・器具備品  

相模原市緑区牧野3633-8　ほか 

遊休地 土地（山林）  

相模原市緑区与瀬2300-1　ほか 

遊休地 土地（畑）  
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組

合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、顧

客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒され

ています。

有価証券は、主に債券であり、満期保有目的及び純投資

目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行

体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リ

スクに晒されています。

また、経済事業未収金は、顧客の信用リスクに晒されて

います。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については

理事会において対応方針を決定しています。また、通常

の貸出取引については、本所に金融共済部債権管理課、

総務部リスク管理課を設置し各支所（店）との連携を図

りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、

取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価

を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設

けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産

の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳

正に行っています。不良債権については管理・回収方針

を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。ま

た、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産

の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び

財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理

当組合では、財務の健全性維持と収益力強化とのバラ

ンスを重視し、ＡＬＭを基本に、金利リスク、価格変動

リスクなどの市場性リスクの的確なコントロールに努め

ています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済

見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポ

ートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会にお

いて運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬ

Ｍ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及びＡ

ＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の

売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った

取引についてはリスク管理部門が定期的にリスク量の測

定を行い経営層に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディン

グ目的以外の金融商品です。当組合において、主要なリ

スク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商

品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に

分類している債券、貯金及び借入金です。

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、

期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経

済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたって

の定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定

し、当年度末現在、指標となる金利が0.25％上昇したも

のと想定した場合には、経済価値が45,946千円減少す

るものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を

前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考

慮していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じ

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組

合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、顧

客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒され

ています。

有価証券は、主に債券であり、満期保有目的及び純投資

目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行

体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リ

スクに晒されています。

また、経済事業未収金は、顧客の信用リスクに晒されて

います。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については

理事会において対応方針を決定しています。また、通常

の貸出取引については、本所に金融共済部債権管理課、

総務部リスク管理課を設置し各支所（店）との連携を図

りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、

取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価

を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設

けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産

の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳

正に行っています。不良債権については管理・回収方針

を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。ま

た、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産

の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び

財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理

当組合では、財務の健全性維持と収益力強化とのバラ

ンスを重視し、ＡＬＭを基本に、金利リスク、価格変動

リスクなどの市場性リスクの的確なコントロールに努め

ています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済

見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポ

ートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会にお

いて運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬ

Ｍ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及びＡ

ＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の

売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った

取引についてはリスク管理部門が定期的にリスク量の測

定を行い経営層に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディン

グ目的以外の金融商品です。当組合において、主要なリ

スク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商

品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に

分類している債券、貯金及び借入金です。

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、

期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経

済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたって

の定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定

し、当年度末現在、指標となる金利が0.25％上昇したも

のと想定した場合には、経済価値が67,043千円減少す

るものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を

前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考

慮していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じ
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前　　年　　度 本　　年　　度 

た場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があり

ます。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達

について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確

保に努めています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場

価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれて

います。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採

用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価

額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

(1) 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当年度末における貸借対照表計上額、時価等及びこれら

の差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のについては、次表には含めず、「（3）時価を把握するこ

とが極めて困難と認められる金融商品」に記載しています。

(2) 金融商品の時価の算定方法

【資産】

①　預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額によっています。満期の

ある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスク

フリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り

引いた現在価値を時価に代わる金額として算定していま

す。

②　有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によってい

ます。

③　貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場

価格を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく

異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間

にもとづく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリー

レートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた

額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算

定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した

た場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があり

ます。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達

について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確

保に努めています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場

価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれて

います。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採

用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価

額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

(1) 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当年度末における貸借対照表計上額、時価等及びこれら

の差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のについては、次表には含めず、「（3）時価を把握するこ

とが極めて困難と認められる金融商品」に記載しています。

(2) 金融商品の時価の算定方法

【資産】

①　預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額によっています。満期の

ある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスク

フリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り

引いた現在価値を時価に代わる金額として算定していま

す。

②　有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によってい

ます。

③　貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場

価格を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく

異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間

にもとづく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリー

レートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた

額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算

定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した
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（※1）貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金18,416 

　　 千円を含めています。 

（※2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。

81,223,166 

 

8,541,791 

5,628,897 

 

 

29,690,010 

125,083,865 

122,311,733 

122,311,733

時　価 

81,226,548 

 

8,179,896 

5,628,897 

29,694,898 

△801,684 

28,893,214 

123,928,556 

122,304,841 

122,304,841

貸借対照表計上額 項　目 

△3,382 

 

361,895 

－ 

 

 

796,795 

1,155,309 

6,892 

6,892

預金 

有価証券 

　満期保有目的の債券 

　その他有価証券 

貸出金 (※1) 

　貸倒引当金 (※2) 

　貸倒引当金控除後 

　　  資産計 

貯金 

　　  負債計 

差　額 
（単位：千円）

（※1）貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金19,868 

　　 千円を含めています。 

（※2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。

80,765,597 

 

8,754,390 

5,589,626 

 

 

30,071,168 

125,180,782 

122,562,558 

122,562,558

時　価 

80,809,042 

 

8,329,626 

5,589,626 

30,212,324 

△905,005 

29,307,318 

124,035,613 

122,621,119 

122,621,119

貸借対照表計上額 項　目 

△43,445 

 

424,763 

－ 

 

 

763,850 

1,145,168 

△58,560 

△58,560

預金 

有価証券 

　満期保有目的の債券 

　その他有価証券 

貸出金 (※1) 

　貸倒引当金 (※2) 

　貸倒引当金控除後 

　　  資産計 

貯金 

　　  負債計 

差　額 
（単位：千円）



前　　年　　度 本　　年　　度 

債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額

を時価に代わる金額としています。

【負債】

①　貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支

払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定期

性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキ

ャッシュ・フローをリスクフリーレートである円Ｌｉｂ

ｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代

わる金額として算定しています。

(3) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

は次のとおりであり、これらは「（1）金融商品の貸借対

照表計上額及び時価等」の金融商品の時価情報には含まれ

ていません。

貸借対照表計上額

外部出資 (※) 4,803,140千円

（※）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握

することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対象とはしてい

ません。

(4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定

額

(5) 有利子負債の決算日後の返済予定額

Ⅴ．有価証券に関する注記
１．有価証券に関する事項

(1) 有価証券の時価及び評価差額に関する事項

有価証券の時価及び評価差額に関する事項は以下のとお

りです。

①　満期保有目的の債券で時価のあるもの

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表

計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりで

す。

債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額

を時価に代わる金額としています。

【負債】

①　貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支

払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定期

性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキ

ャッシュ・フローをリスクフリーレートである円Ｌｉｂ

ｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代

わる金額として算定しています。

(3) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

は次のとおりであり、これらは「（1）金融商品の貸借対

照表計上額及び時価等」の金融商品の時価情報には含まれ

ていません。

貸借対照表計上額

外部出資 (※) 4,810,560千円

（※）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握

することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対象とはしてい

ません。

(4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定

額

(5) 有利子負債の決算日後の返済予定額

Ⅴ．有価証券に関する注記
１．有価証券に関する事項

(1) 有価証券の時価及び評価差額に関する事項

有価証券の時価及び評価差額に関する事項は以下のとお

りです。

①　満期保有目的の債券で時価のあるもの

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表

計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりで

す。
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（※1）貸出金のうち、当座貸越171,293千円については「１年以内」に含めて 

　　　  います。 

（※2）貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 

　　　  691,653千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。 

 

預　　  金 

 

 

 

 

 

貸出金 (※1、2) 

　合　計 

有
価
証
券  

その他有価
証券のうち
満期のある
もの 

 
満期保有目
的の債券 

― 

2,800,000  

 

5,010,000 
 

15,075,593 

22,885,593

  

 

 

 

 

 

 

５年超 

― 

2,400,000  

 

― 
 

1,837,619 

4,237,619

4年超 
5年以内 

― 

―  

 

10,000 
 

1,924,408 

1,934,408

3年超 
4年以内 

― 

―  

 

300,000 
 

2,051,001 

2,351,001

2年超 
3年以内 

― 

1,800,000  

 

3,500 
 

2,291,174 

4,094,674

1年超 
2年以内 

81,226,548 

1,181,000  

 

3,500 
 

5,805,032 

88,216,080

１年以内 

（単位：千円） 

（※1）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。 

― 

― 

貯    金 (※1) 

  合　計 

５年超 

566,794 

566,794

4年超 
5年以内 

552,890 

552,890

3年超 
4年以内 

3,275,350 

3,275,350

2年超 
3年以内 

4,050,856 

4,050,856

1年超 
2年以内 

113,858,949 

113,858,949

１年以内 

（単位：千円） 

（※1）貸出金のうち、当座貸越182,028千円については「１年以内」に含めて 

　　　  います。また、期限のない劣後特約付ローンについては、「５年超」に 

　　　  含めています。 

（※2）貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 

　　　  846,401千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。 

― 

5,200,000  

 

5,010,000 
 

17,875,223 

28,085,223

預　　  金 

 

 

 

 

 

貸出金 (※1、2) 

　合　計 

５年超 

― 

―  

 

10,000 
 

1,819,309 

1,829,309

4年超 
5年以内 

― 

―  

 

300,000 
 

1,940,910 

2,240,910

3年超 
4年以内 

― 

1,800,000  

 

3,500 
 

2,071,951 

3,875,451

2年超 
3年以内 

1,000,000 

1,181,000  

 

3,500 
 

2,242,359 

4,426,859

1年超 
2年以内 

79,809,042 

150,000  

 

16,700 
 

3,396,300 

83,372,042

１年以内 

（単位：千円） 

有
価
証
券  

その他有価
証券のうち
満期のある
もの 

 
満期保有目
的の債券 

（※1）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。 

50 

50

貯    金 (※1) 

  合　計 

５年超 

516,827 

516,827

4年超 
5年以内 

793,321 

793,321

3年超 
4年以内 

3,559,382 

3,559,382

2年超 
3年以内 

4,392,967 

4,392,967

1年超 
2年以内 

113,358,570 

113,358,570

１年以内 

（単位：千円） 
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②　その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または

償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額について

は次のとおりです。

(2) 当年度中に売却した満期保有目的の債券

当年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

(3) 当年度中に売却したその他有価証券

当年度中に売却したその他有価証券はありません。

(4) 当年度中に保有目的が変更となった有価証券

当年度中に保有目的が変更となった有価証券はありませ

ん。

Ⅵ．退職給付に関する注記
１．退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当組合の退職給付制度は、職員退職給与規程に基づき、

退職一時金制度に加え、（一財）神奈川県農業団体共済会

との契約に基づく退職給付制度（確定拠出型）及び全国共

済農業協同組合連合会との契約に基づく確定給付型年金制

度を併用しています。

なお、退職給付債務・退職給付費用の計上にあたっては

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号）に

基づき、簡便法により行っています。

(2) 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金

退職給付費用

退職給付の支払額

確定給付型年金制度への拠出金

期末における退職給付引当金
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②　その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または

償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額について

は次のとおりです。

(2) 当年度中に売却した満期保有目的の債券

当年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

(3) 当年度中に売却したその他有価証券

当年度中に売却したその他有価証券はありません。

(4) 当年度中に保有目的が変更となった有価証券

当年度中に保有目的が変更となった有価証券はありませ

ん。

Ⅵ．退職給付に関する注記
１．退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当組合の退職給付制度は、職員退職給与規程に基づき、

退職一時金制度に加え、（一財）神奈川県農業団体共済会

との契約に基づく退職給付制度（確定拠出型）及び全国共

済農業協同組合連合会との契約に基づく確定給付型年金制

度を併用しています。

なお、退職給付債務・退職給付費用の計上にあたっては

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号）に

基づき、簡便法により行っています。

(2) 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金

退職給付費用

退職給付の支払額

確定給付型年金制度への拠出金

期末における退職給付引当金

（注）上記差額から繰延税金負債68,162千円を差し引いた額178,267千円が、 

　　  「その他有価証券評価差額金」に含まれます。 

 

1,200,181 

2,715,888 

1,673,557 

5,589,626 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

5,589,626

貸借対照表計上額 

 

1,139,967 

2,599,578 

1,603,650 

5,343,196 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

5,343,196

取得原価または償却原価 

債券 

　国　債 

　地方債 

　社　債 

　小　計 

債券 

　国　債 

　地方債 

　社　債 

　小　計 

種　　　類 

合　　　計 

 

60,213 

116,309 

69,906 

246,430 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

246,430

貸借対照表計上額 

が取得原価または 

償却原価を超える 

もの 

 

貸借対照表計上額 

が取得原価または 

償却原価を超えな 

いもの 

差　額 
（単位：千円） 

（注）上記差額から繰延税金負債83,666千円を差し引いた額218,814千円が、 

　　 「その他有価証券評価差額金」に含まれます。 

 

1,210,296 

2,735,909 

1,682,692 

5,628,897 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

5,628,897

貸借対照表計上額 

 

1,123,670 

2,599,652 

1,603,094 

5,326,417 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

5,326,417

取得原価または償却原価 

債券 

　国　債 

　地方債 

　社　債 

　小　計 

債券 

　国　債 

　地方債 

　社　債 

　小　計 

種　　　類 

合　　　計 

 

86,626 

136,256 

79,597 

302,480 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

302,480

貸借対照表計上額 

が取得原価または 

償却原価を超える 

もの 

 

貸借対照表計上額 

が取得原価または 

償却原価を超えな 

いもの 

差　額 
（単位：千円） 

189,689千円

18,497千円

△9,533千円

△91,635千円

107,017千円

107,017千円

19,893千円

△11,805千円

△23,655千円

91,450千円

973,599 

7,569,475 

211,316 

8,754,390 

－ 

－ 

－ 

－ 

8,754,390

時　価 

950,121 

7,179,504 

200,000 

8,329,626 

－ 

－ 

－ 

－ 

8,329,626

貸借対照表計上額 

国　債 

地方債 

社　債 

小　計 

国　債 

地方債 

社　債 

小　計 

種　　　類 

合　　　計 

23,477 

389,970 

11,316 

424,763 

－ 

－ 

－ 

－ 

424,763

時価が貸借対照 

表計上額を超え 

るもの 

 

時価が貸借対照 

表計上額を超え 

ないもの 

差　額 
（単位：千円） 

808,919 

7,521,282 

211,590 

8,541,791 

－ 

－ 

－ 

－ 

8,541,791

時　価 

800,075 

7,179,820 

200,000 

8,179,896 

－ 

－ 

－ 

－ 

8,179,896

貸借対照表計上額 

国　債 

地方債 

社　債 

小　計 

国　債 

地方債 

社　債 

小　計 

種　　　類 

合　　　計 

8,843 

341,461 

11,590 

361,895 

－ 

－ 

－ 

－ 

361,895

時価が貸借対照 

表計上額を超え 

るもの 

 

時価が貸借対照 

表計上額を超え 

ないもの 

差　額 
（単位：千円） 
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(3) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退

職給付引当金の調整表

退職給付債務　　　　　　　　　　

年金資産

退職給付引当金

（注) 退職給付債務の額は（一財）神奈川県農業団体共済会の

期末退職給付金額741,796千円を控除した金額としていま

す。

(4) 退職給付に関する損益

勤務費用

その他（選択定年制度に係る割増退職金等）

退職給付費用

（注) （一財）神奈川県農業団体共済会への拠出金52,216千円

は「退職共済掛金」で処理しています。

(5) 退職給付債務等の計算基礎

退職給付債務の計算は、在籍する職員については退職給

付に係る期末自己都合要支給額（年金制度移行部分を含む）

をもって退職給付債務とし、年金受給者については年金財

政計算上の責任準備金をもって退職給付債務としていま

す。

２．福利厚生費（人件費）には、「厚生年金保険制度及び農

林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」附則第57条

の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例

年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例

業務負担金18,130千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された平成27年３月現在における

平成44年３月までの特例業務負担金の将来見込額は

273,308千円となっています。

Ⅶ．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の主な内訳

繰延税金資産

退職給与引当金超過額

個別貸倒引当金

役員退任慰労引当金

賞与引当金超過額

土地（減損）

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計（Ａ）

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計（Ｂ）

繰延税金負債の純額(Ａ)+(Ｂ)

(3) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退

職給付引当金の調整表

退職給付債務

年金資産

退職給付引当金

（注) 退職給付債務の額は（一財）神奈川県農業団体共済会の

期末退職給付金額732,555千円を控除した金額としていま

す。

(4) 退職給付に関する損益

勤務費用

その他（選択定年制度に係る割増退職金等）

退職給付費用

（注) （一財）神奈川県農業団体共済会への拠出金59,577千円

は「退職共済掛金」で処理しています。

(5) 退職給付債務等の計算基礎

退職給付債務の計算は、在籍する職員については退職給

付に係る期末自己都合要支給額（年金制度移行部分を含む）

をもって退職給付債務とし、年金受給者については年金財

政計算上の責任準備金をもって退職給付債務としていま

す。

２．福利厚生費（人件費）には、「厚生年金保険制度及び農

林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」附則第57条

の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例

年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例

業務負担金18,620千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された平成26年３月現在における

平成44年３月までの特例業務負担金の将来見込額は

283,731千円となっています。

Ⅶ．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の主な内訳

繰延税金資産

貸倒引当金超過額

退職給与引当金超過額

賞与引当金超過額

土地（減損）

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計（Ａ）

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計（Ｂ）

繰延税金負債の純額(Ａ)+(Ｂ)

840,423千円

△733,406千円

107,017千円

18,497千円

18,931千円

37,428千円

835,814千円

△744,364千円

91,450千円

19,893千円

7,614千円

27,507千円

25,295千円

102,019千円

11,563千円

11,437千円

36,060千円

54,002千円

240,378千円

△178,649千円

61,728千円

△83,666千円

△4,896千円

△88,562千円

△26,834千円

112,237千円

29,600千円

11,806千円

31,670千円

51,628千円

236,944千円

△182,131千円

54,812千円

△68,162千円

△5,156千円

△73,319千円

△18,506千円
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の主要な項目別の内訳

税金負担率

法定実効税率

（調　整）

交際費等永久に損金に算入されない項目

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

評価性引当額の増減

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

Ⅷ．資産除去債務に関する注記
１．当該資産除去債務の概要

当組合の一部支所の建設に際し、土地所有者と事業用定

期借地権契約を締結しており、賃借期間終了による原状回

復義務に関し資産除去債務を計上しています。また、一部

支所において有害物質を除去する義務に関する資産除去債

務を計上しています。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見積期間は

１年～30年、割引率は1.3%～2.0%を採用しています。

３．当年度末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高

時の経過による調整額

期末残高

Ⅸ．その他の注記
該当する事項はありません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の主要な項目別の内訳

税金負担率

法定実効税率　　　　　

（調　整）

交際費等永久に損金に算入されない項目

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

住民税均等割　　

法人税税額特別控除

評価性引当額の増減

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

３．当期における税率の変更による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第

10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１

日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止され

ることになりました。また「地方法人税法」（平成26年法

律第11号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成26年法律第４号）が平成26年３月31日に公布され、平

成26年10月１日以後に開始する事業年度より、住民税法

人税割の税率が引き下げられ、地方法人税が創設されると

ともに、地方法人特別税の税率が引き下げられ、法人事業

税の税率が引き上げられました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用した法定実効税率は、平成27年３月１日に開始する事

業年度に解消が見込まれる一時差異等については、前事業

年度の29.40％から27.66％に、平成28年３月１日以後に

開始する事業年度のものについては前事業年度の27.62%

から27.66%にそれぞれ変更されました。その結果、繰延

税金負債が1,389千円増加し、その他有価証券評価差額金

が98千円減少し、法人税等調整額が1,291千円増加してい

ます。

Ⅷ．資産除去債務に関する注記
１．当該資産除去債務の概要

当組合の一部支所の建設に際し、土地所有者と事業用定

期借地権契約を締結しており、賃借期間終了による原状回

復義務に関し資産除去債務を計上しています。また、一部

支所において有害物質を除去する義務に関する資産除去債

務を計上しています。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見積期間は

１年～30年、割引率は1.3%～2.0%を採用しています。

３．当年度末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高

有形固定資産の取得に伴う増加額

時の経過による調整額

期末残高

Ⅸ．その他の注記
該当する事項はありません。

29,274千円

6,582千円

518千円

36,374千円

36,374千円

569千円

36,944千円

27.66％

1.53％

△3.68％

△1.11％

△0.09％

24.31％

29.40%

2.55%

△5.45%

0.25%

△0.17%

△1.09%

0.60%

△0.80%

25.29%
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(4）剰余金処分計算書

前　年　度 本　年　度 

（単位：千円）

科　　　目 

(注) １．任意積立金における目的積立金の種類及び積立目的、積立目標額、取崩基準は下の表のとおりです。 
　　２．次期繰越剰余金には、営農指導、生活、文化改善の事業に充てるための繰越額が含まれています。 
　　　　　・前年度　20,000千円　　　　・本年度　20,000千円 

１．当 期 未 処 分 剰 余 金 

２．剰　余　金　処　分　額 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．次　期　繰　越　剰　余　金 

(1）利　益　準　備　金 

(2）任　意　積　立　金 

　① 事業基盤強化積立金 

　② 教　　育　　基　　金 

　③ 農業振興支援基金 

　④ 施 設 整 備 積 立 金 

(3）出　資　配　当　金 

　　　　　　 (出資配当率)

3 6 4 , 3 3 2  

1 7 6 , 9 9 2  

7 5 , 0 0 0  

8 0 , 0 0 0  

2 0 , 0 0 0  

1 0 , 0 0 0  

3 0 , 0 0 0  

2 0 , 0 0 0  

2 1 , 9 9 2  

( 2 . 5％ )  

1 8 7 , 3 4 0

4 2 5 , 2 7 9  

2 2 7 , 9 5 0  

8 6 , 0 0 0  

1 3 7 , 6 0 0  

4 0 , 0 0 0  

7 , 6 0 0  

3 0 , 0 0 0  

6 0 , 0 0 0  

4 , 3 5 0  

( 0 . 5％ )  

1 9 7 , 3 2 9

当期末残高 

 

事業基盤 

強　　化 

積 立 金 

 

 

 

教育基金 

 

 

 

農業振興 

支援基金 

 

 

施設整備 

積 立 金 

 

 

1,352,843 
千円 

 

 

 

570,000 
千円 

 

 

200,000 
千円 

 

 

140,000 
千円 

 

 

1,392,843 
千円 

 

 

 

577,600 
千円 

 

 

230,000 
千円 

 

 

200,000 
千円 

 

 

19億8,561万円 

 

 

 

 

5億7,760万円 

 

 

 

3億円 

 

 

 

5億円 

新たな事業機能への対応、組 

合員サービス・体制の充実等 

への支出のほか、理事会の決 

議によって必要と認めた範囲 

内で相当額を取り崩す。 

 

 

総代会の決議により取り崩す。 

 

 

農業生産資材価格高騰及び自 

然災害等の不測な事態対策等 

に充てた範囲内で総代会の決 

議により取り崩す。 

積立目的の事務所等の改修及 

び施設整備を実施した年度に 

理事会の決議により必要と認 

めた額を取り崩す。 

 

組合の事業及び経営 

の改善発達のための 

支出にあてる。 

 

組合員及び役職員に 

対する教育活動を促 

進するため、運用益 

によってその財源を 

確保する。 

地域農業の振興をは 

かる活動を行うため 

に必要な資金を計画 

的に準備する。 

将来予定している事 

務所等の改修及び建 

替え等の資金を計画 

的に準備する。 

期末総資産残高 

の1.5/100を上 

限として積み立 

てる。 
 

組合員１人当た 

り５万円を目標 

として、目標額 

に達するまで積 

み立てる。 

積立目標額に達 

するまで計画的 

に積み立てる。 

 

施設投資長期計 

画等に基づき、 

投資総額を目標 

に積み立てる。 

剰余金処分後残高 取　崩　基　準 積立目標額 積立目的 種　類 積立基準 
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損益の状況   2

(1）利益総括表

増　　　減本　年　度前　年　度項　　　目
資 金 運 用 収 支
役 務 取 引 等 収 支
その他信用事業収支
信 用 事 業 粗 利 益
(信用事業粗利益率 )
事 業 粗 利 益
( 事 業 粗 利 益 率 )

1 ,180
50
―

1,231
(0 .98
1 ,966
(1 .48

)

)

)

)

)

)

1 ,162
48
―

1,211
(0 .97
1 ,998
(1 .50 

△18
△1
―

△19
(△0.01

31
(0 .02

（単位：百万円・％）

(2）資金運用収支の内訳

本　　年　　度前　　年　　度
利　回利　息平均残高利　回利　息平均残高

資金運用勘定

資金調達勘定

総資金利ざや

124,590
81 ,373
13 ,608
29 ,607
122 ,646
122 ,621

―
24

1,198
574
166
456
37
37
―
0

0.96
0 .70
1 .22
1 .54
0 .03
0 .03
―

0.40
0 .21

124 ,434
80 ,077
13 ,927
30 ,428
122 ,297
122 ,237

―
60

1,219
559
170
489
38
38
―
0

0.98
0 .69
1 .22
1 .60
0 .03
0 .03
―

0.46
0 .21

項　　目

（単位：百万円・％）

― ―

(注) 総資金利ざや＝資金運用利回－資金調達原価（資金調達利回＋経費率）

(3）受取・支払利息の増減額

本年度増減額前年度増減額項　　　目
△20
7

△1
△26
△10
△10
―
△0
△9

△18
15
△4
△29
△0
△0
―
△0
△18

（単位：百万円）

（注）増減額は前年度対比です。

う ち 預 金
うち有価証券
うち貸出金

うち貯金・定積
うち譲渡性貯金
うち借入金

う ち 預 　 　 金
う ち 有 価 証 券
う ち 貸 出 金

う ち 貯 金 ・ 定 積
う ち 譲 渡 性 貯 金
う ち 借 　 入 　 金

受　取　利　息

支　払　利　息

差　　　　　　引



－50－

DISCLOSURE 
2016経営資料編  

貯　金   3

(1）科目別貯金平均残高

増　　　減本　年　度前　年　度項　　　目
流 動 性 貯 金
定 期 性 貯 金
そ の 他 の 貯 金

計
譲 渡 性 貯 金

合　　　計

54,554( 44 .6 )
67 ,493( 55 .2 )
188( 0 .1 )

122 ,237(100 .0)
―　　(―)

122 ,237(100 .0)

56 ,380( 46 .0 )
66 ,056( 53 .9 )
184( 0 .1 )

122 ,621(100 .0)
―　　(―)

122 ,621(100 .0)

1 ,825
△1,436

△4
384
―

384

（単位：百万円・％）

（注)１．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金
２．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金
３．（ ）内は構成比です。

(2）定期貯金残高

増　　　減本　年　度前　年　度項　　　目
定　期　貯　金
うち固定金利定期
うち変動金利定期

62,113(100 .0)
62 ,098( 99 .9 )

15( 0 .0 )

60 ,542(100 .0)
60 ,528( 99 .9 )

14( 0 .0 )

△1,571
△1,570

△1

（単位：百万円・％）

（注)１．固定金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期貯金
２．変動金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期貯金
３．（ ）内は構成比です。

(1）科目別貸出金平均残高

増　　　減本　年　度前　年　度項　　　目
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越
割 引 手 形
金 融 機 関 貸 付

合　　　計

985
27 ,087
199
―

2,400
30 ,673

874
26 ,393
188
―

2,400
29 ,856

△111
△694
△11
―
―

△817

（単位：百万円）

貸出金   4

(2）貸出金の金利条件別内訳

増　　　減本　年　度前　年　度項　　　目
固 定 金 利 貸 出
変 動 金 利 貸 出
合　　　　計

16,223( 54 .1 )
13 ,769( 45 .9 )
29 ,992(100 .0)

15 ,911( 53 .9 )
13 ,588( 46 .1 )
29 ,500(100 .0)

△311
△180
△492

（単位：百万円・％）

（注)１．当座貸越、無利息案件を除いて表示しています。
２．（ ）内は構成比です。
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(5）貸出金の使途別内訳

(4）債務保証見返額の担保別内訳

該当する取引はありません。

増　　　減 

（単位：百万円)

項　　　目 
貯　　　金　　　等 
有　　価　　証　　券 
動　　　　　　　　産 
不　　　動　　　産 
そ の 他 担 保 物 

小　　　計 
農業信用基金協会保証 
そ　の　他　保　証 

小　　　計 
信　　　　　　　　用 
連　帯　保　証　人 
劣　後　ロ　ー　ン 

そ　の　他 
小　　　計 
合　　　計 

△7 1  
―  
―  

△5 6 5  
△1 2  
△6 5 0  
△7 8  
1 0 2  
2 4  
1 0 9  
△0  
―  
―  

1 0 9  
△5 1 5

本　年　度 
1 , 5 1 4  

―  
―  

1 7 , 2 1 9  
9 1  

1 8 , 8 2 5  
8 5 5  

1 , 2 5 0  
2 , 1 0 5  
6 , 3 4 5  

―  
2 , 4 0 0  

―  
8 , 7 4 5  
2 9 , 6 7 6

前　年　度 
1 , 5 8 6  

―  
―  

1 7 , 7 8 5  
1 0 3  

1 9 , 4 7 5  
9 3 3  

1 , 1 4 7  
2 , 0 8 1  
6 , 2 3 5  

0  
2 , 4 0 0  

―  
8 , 6 3 5  
3 0 , 1 9 2

 

(3）貸出金の担保別内訳

増　　　減 

（単位：百万円・％)

項　　　目 
農　　林　　水　　産　　業 
製　　　　　造　　　　　業 
建　設　・　不　動　産　業 
卸売・小売業・サービス業  
地方公共団体・非営利法人 
そ　　の　　他　　法　　人 

23 
10 
160 

△123 
△202 
△30 
△162 
△353 
△515

本　年　度 前　年　度 
 60(　 0.2) 

137(　 0.5) 
1,169(　 3.9) 
559(　 1.9) 
6,286(  20.8) 
2,682(　 8.9) 
10,895(  36.1) 
19,297(  63.9) 
30,192(100.0)

小　　　　　　計  
個　　　　　　人  
合　　　　　　計  

法
　
　
　
人 

(注)（　）内は構成比です。 

83(　 0.3) 
147(　 0.5) 
1,330(　 4.5) 
435(　 1.5) 
6,083(  20.5) 
2,652(　 8.9) 
10,732(  36.2) 
18,943(  63.8) 
29,676(100.0)

(6）貸出金の業種別残高

(注)（　）内は構成比です。 

増　　　減 

（単位：百万円・％)

項　　　目 
設　　備　　資　　金 
運　　転　　資　　金 

合　　　計 

△1 , 3 0 6  
7 9 0  

△5 1 5

本　年　度 
2 6 , 3 1 0 (   8 8 . 7 )  
3 , 3 6 5 (   1 1 . 3 )  
2 9 , 6 7 6 ( 1 0 0 . 0 )

前　年　度 
2 7 , 6 1 7 (   9 1 . 5 )  
2 , 5 7 4 (　 8 . 5 )  
3 0 , 1 9 2 ( 1 0 0 . 0 )
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＜受託貸出金＞

該当する資金はありません。

(7）主要な農業関係の貸出金残高

増　　　減 

（単位：百万円)

種　　　　　類 

農　業　近　代　化　資　金 

そ　の　他　制　度　資　金 

 

3 0  

△0  

―  

△0  

2 9

本　年　度 前　年　度 

1 0 6  

4  

1  

2  

1 1 1

7 6  

5  

1  

3  

8 1合　　　　　計  

(注)１．プロパー資金とは、当ＪＡ原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいます。  
　  ２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利子補給等 
　　　  を行うことでＪＡが低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、ここでは①の 
　　　  転貸資金と②を対象としています。  
　  ３．その他制度資金には、かながわ都市農業推進資金や就農支援資金などが該当します。 

プ　　ロ　　パ　　ー　　資　　金 

農　　業　　制　　度　　資　　金 

②　資金種類別

＜貸出金＞

増　　　減 

（単位：百万円)

種　　　　　類 

穀　　　　　　　　　　　作 

野　　　菜　・　園　　　芸 

果　樹　・　樹　園　農　業 

工　　　芸　　　作　　　物 

養 　 豚 ・ 肉 　 牛 ・ 酪 　 農 

養　　　鶏　・　養　　　卵 

養　　　　　　　　　　　蚕 

そ　　の　　他　　農　　業 

 

2 9  

―  

△1  

△0  

―  

△1 1  

3 8  

―  

5  

―  

2 9

本　年　度 前　年　度 

1 1 1  

―  

7  

3  

―  

6  

3 8  

―  

5 4  

―  

1 1 1

8 1  

―  

9  

4  

―  

1 8  

0  

―  

4 9  

―  

8 1合　　　　　計  

(注)１．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人及び農業関連団体等に対する農業生産・農業経営に必要な資金 
　　  や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。 
　  ２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられていない者、農業サービス業、農業所 
　　  得が従となる農業者等が含まれています。  
　  ３．「農業関連団体等」には、ＪＡや全農とその子会社等が含まれています。 

農　　　　　　　　　　　　　　業 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 　 業 　 関 　 連 　 団 　 体 　 等 

①　営農類型別
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(8）リスク管理債権の状況

増　減
破 綻 先 債 権 額
延 滞 債 権 額
３ ヶ 月 以 上 延 滞 債 権 額
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額

合　　　　　　　　　計
う ち 担 保 ・ 保 証 付 債 権 額
担 保 ・ 保 証 控 除 後 債 権 額
個 別 計 上 貸 倒 引 当 金 残 高

差　　　　引　　　　額
一般計上貸倒引当金残高

(A)
(B)
(C)= (A) - (B)
(D)
(E)= (C) - (D)

（単位：百万円）

本 年 度前 年 度
151

1,040
―
―

1,191
380
811
807
4
97

12
1 ,012

―
―

1,025
317
708
706
1
94

△138
△28
―
―

△166
△62
△103
△100
△2
△2

項　　　　　目

(注)１．破綻先債権とは、自己査定で破綻先に区分された債務者に対する貸出金のうち、会社更生、民事再生、
破産などの申立のあった債務者、又は手形交換所から取引停止処分を受けた債務者に対する貸出金をいい
ます。

２．延滞債権とは、自己査定で破綻先、実質破綻先、破綻懸念先に区分された債務者に対する貸出金のうち、
破綻先債権に該当しないものをいいます。

３．３ヶ月以上延滞債権とは、元金又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している貸出金
で、破綻先債権および延滞債権に該当しないものをいいます。

４．貸出条件緩和債権とは、債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、
元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債
権および３ヶ月以上延滞債権に該当しないものをいいます。

５．担保・保証付債権額とは、リスク管理債権額 (A) のうち、貯金・定積、上場公社債、上場株式及び確実
な不動産担保付の貸出残高ならびに信用基金協会等公的保証機関等による保証付の貸出残高です。

６．個別計上貸倒引当金残高は、上記のリスク管理債権に対する計上額であり、貸借対照表上の個別貸倒引
当金額とは異なります。

自己査定とリスク管理債権の関係 
〔自己査定〕 〔リスク管理債権〕 

破　綻　先 

正　常　先 

実質破綻先 

破綻懸念先 

要注意先 

破綻先債権 

延滞債権 

破綻先債権 

貸出金以外 

延滞債権 

貸出金以外 

貸出条件緩和債権 

３ヶ月以上延滞債権 

そ　の　他 

延滞債権 

貸出金以外 

延滞債権 

３ヶ月以上延滞債権 

貸出条件緩和債権 

対象債権：貸出金 

対象債権：貸出金及び貸出金に準ずる債権 



差 

差 

差 

差 
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(9）金融再生法債権区分に基づく保全状況

保　　　全　　　額
合　計引　当保　証担　保

債　権　区　分 債権額

破 産 更 生 債 権 及 び
こ れ ら に 準 ず る 債 権
危 険 債 権
要 管 理 債 権

小　　　計
正 常 債 権

合　　　計

744

281
―

1,026
28,716
29,742

110

156
―
267

25

25
―
50

608

98
―
706

744

279
―

1,024

（単位：百万円）

(注) 上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号）第６条に
基づき、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次のとおり区分したものです。なお、当組合は
同法の対象とはなっておりませんが、参考として同法の定める基準に従い債権額を掲載しています。

① 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権

② 危険債権
経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本および利息の回収ができない可能性の高い債権

③ 要管理債権
３ヶ月以上延滞貸出債権及び条件緩和貸出債権

④ 正常債権
上記以外の債権

破

綻

先

実
質
破
綻
先

破
綻
懸
念
先

要
管
理
先

そ
の
他
の

要
注
意
先

正
常
先

査
定
対
象
外

信用事業以外の与信額

信用事業与信額

信用事業与信額

破綻先債権（貸出金）

信用事業与信額

信用事業与信額

信用事業与信額

信用事業与信額

信用事業以外の与信額

信用事業以外の与信額

信用事業以外の与信額

信用事業以外の与信額

信用事業以外の与信額

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
（信用事業与信額）

延滞債権（貸出金）破産更生債権及びこれらに準ずる債権
（信用事業与信額）

延滞債権（貸出金）危　　険　　債　　権
（信用事業与信額）

３ヶ月以上延滞債権（貸出金）

条件緩和債権（貸出金）

要　管　理　債　権
（貸　出　金）

正　　常　　債　　権
（信用事業与信額）

正　　常　　債　　権
（信用事業与信額）

信用事業与信額と
貸出金元金の差
（信用仮払金等）

要管理先に対する信用事業与信額のうち、
・「３ヶ月以上延滞貸出金」

｝以外の貸出金「条件緩和貸出金」
・貸出金以外の信用事業与信額
（未収利息、信用仮払金等）

金融再生法に基づく開示債権とリスク管理債権の関係イメージ図

自己査定債務者区分
（与信額ベース）

金融再生法債権区分
（信用事業与信額ベース、要管理債権は貸出金元金ベース）

リスク管理債権
（貸出金元金ベース）



期首
残高
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(11）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

本　　年　　度前　　年　　度

94
717
812

期末
残高

項　　目

（単位：百万円）

97
716
814

期中減少額

―
102
102

目的使用 その他
期中減少額

目的使用 その他
94
717
812

期　中
増加額

97
818
916

期首
残高

97
818
916

期末
残高

99
816
916

―
0
0

97
818
916

期　中
増加額

99
816
916

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合　　　計

(12）貸出金償却の額

本　年　度前　年　度項　　　目
1020貸 出 金 償 却 額

（単位：百万円）

(1）内国為替取扱実績

被　仕　向
種　　　　類

送金・振込為替

代 金 取 立 為 替

雑 為 替

計

246
56 ,121

0
28
2

366
248

56 ,516

（単位：千件・百万円）

本　　年　　度
仕　　　向

65
25,225

―
―
1

304
67

25 ,530

被　仕　向
245

56 ,322
0
56
2

373
247

56 ,751

前　　年　　度
仕　　　向

65
30,738

0
2
1

349
67

31 ,090

件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額

為　替   5

(10）元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況

該当する取引はありません。
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(2）有価証券残存期間別残高

合　計項　目

前年度
国 債
地 方 債
短期社債
社 債
株 式
外国債券
その他の証券
本年度
国 債
地 方 債
短期社債
社 債
株 式
外国債券
その他の証券

2,150
9 ,895

－
1,873

－
－
－

2,010
9 ,915

－
1,882

－
－
－

（単位：百万円）

期間の定め
な い も の

10年超
7年超
10年以下

5年超
7年以下

3年超
5年以下

1年超
3年以下

１年以下

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

1,165
2 ,799

－
1,462

－
－
－

764
315
－
－
－
－
－

－
4,598

－
410
－
－
－

428
4,706

－
1,882

－
－
－

10
316
－
－
－
－
－

10
2,399

－
－
－
－
－

807
2,180

－
－
－
－
－

203
1,912

－
－
－
－
－

166
－
－
－
－
－
－

603
581
－
－
－
－
－

(3）商品有価証券種類別平均残高

該当する取引はありません。

(4）公共債及び証券投資信託窓口販売実績

増　　　減本　年　度前　年　度項　　　目
国 債

公 共 債 計
証 券 投 資 信 託

23
23
30

5
5
24

△18
△18
△5

（単位：百万円）

(1）種類別有価証券平均残高

有価証券等   6

増　　　減本　年　度前　年　度項　　　目
国 債
地 方 債
短 期 社 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券
合　　　　計

2,344
9 ,778

－
1,804

－
－

13,927

2 ,026
9 ,779

－
1,803

－
－

13,608

△318
0
－
△0
－
－

△319

（単位：百万円）
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(2）金銭の信託の時価情報等

評価損益
本　年　度前　年　度

種　　類

運 用 目 的
満期保有目的
そ の 他
金 銭 の 信 託

－
－
－
－

（単位：百万円）

時　価
－
－
－
－

帳簿価額
－
－
－
－

評価損益
－
－
－
－

時　価
－
－
－
－

帳簿価額
－
－
－
－

（注)１．時価は期末日における市場価格等に基づく時価としています。
２．帳簿価額は、運用目的金銭の信託については取得価額を、満期保有目的金銭の信託またはその他目的金
銭の信託については償却原価適用後、減損適用後の帳簿価額を記載しています。

(3）デリバティブ取引等
（デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引）

該当する取引はありません。

時価情報等   7

(1）有価証券の時価情報等

評価損益
本　年　度前　年　度

種　　類

売 買 目 的
満期保有目的
そ の 他
合　　　計

－
361
302
664

（単位：百万円）

時　価
－

8,541
5 ,628
14 ,170

帳簿価額
－

8,179
5 ,326
13 ,506

評価損益
－

424
246
671

時　価
－

8,754
5 ,589
14 ,344

帳簿価額
－

8,329
5 ,343
13 ,672

（注)１．時価は期末日における市場価格等に基づく時価としています。
２．帳簿価額は、売買目的有価証券については取得価額を、満期保有目的有価証券またはその他目的有価証
券については償却原価適用後、減損適用後の帳簿価額を記載しています。

他部門の事業の状況  8

(1）共済事業

前　年　比 

（単位：千円・％)

種　　　　　類 

終　　　身　　　共　　　済 

定 　 期 　 生 　 命 　 共 　 済 

養 　 老 　 生 　 命 　 共 　 済 

　　 う ち こ ど も 共 済 

医　　　療　　　共　　　済 

介　　　護　　　共　　　済 

1 1 5 . 0  

1 3 0 . 6  

－  

9 8 . 5  

9 5 . 6  

2 9 . 7  

1 4 6 . 7  

7 8 . 3  

9 3 . 7

本　年　度 前　年　度 

1 0 , 0 7 7 , 0 8 1  

6 , 2 7 1 , 0 8 0  

2 , 0 0 0  

2 , 9 4 5 , 1 9 2  

1 5 3 , 5 0 0  

1 4 2 , 7 0 0  

7 1 6 , 1 0 9  

9 , 4 2 2 , 0 1 0  

1 9 , 4 9 9 , 0 9 2

8 , 7 5 7 , 0 2 3  

4 , 8 0 0 , 7 1 3  

―  

2 , 9 8 8 , 9 9 7  

1 6 0 , 4 0 0  

4 7 9 , 3 0 0  

4 8 8 , 0 1 3  

1 2 , 0 3 2 , 1 1 0  

2 0 , 7 8 9 , 1 3 3

(注）金額は保障金額（医療共済の保障金額は付加された定期特約金額等、介護共済は一時払介護共済の死亡給付 
　 金額）です。 

生 　 命 　 総 　 合 　 共 　 済  

 

 

 

 

 

 

建　　物　　更　　生　　共　　済 

長　　期　　共　　済　　合　　計 

①　長期共済新契約高 
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前　年　比 

（単位：千円・％)

種　　　　　類 

終　　　身　　　共　　　済 

定 　 期 　 生 　 命 　 共 　 済 

養 　 老 　 生 　 命 　 共 　 済 

　　 う ち こ ど も 共 済 

医　　　療　　　共　　　済 

が　　　ん　　　共　　　済 

定 　 期 　 医 　 療 　 共 　 済 

 介　　　護　　　共　　　済  

年　　　金　　　共　　　済 

9 6 . 9  

9 8 . 6  

1 0 3 . 2  

9 3 . 7  

9 6 . 8  

8 6 . 2  

9 1 . 2  

9 3 . 9  

2 1 3 . 8  

1 0 0 . 0  

9 8 . 8  

9 7 . 9  

1 0 1 . 8

本　年　度 前　年　度 

1 5 5 , 2 7 8 , 5 8 8  

1 0 7 , 1 2 6 , 1 8 4  

6 3 , 0 0 0  

3 4 , 9 0 9 , 0 7 3  

6 , 2 8 2 , 8 0 0  

1 0 , 0 0 2 , 6 0 0  

7 2 6 , 5 0 0  

1 , 1 5 3 , 4 0 0  

1 , 2 8 7 , 8 3 1  

1 0 , 0 0 0  

1 8 8 , 3 3 5 , 4 9 6  

3 4 3 , 6 1 4 , 0 8 5  

4 7 5 , 8 3 8

1 6 0 , 1 5 2 , 8 9 7  

1 0 8 , 6 3 4 , 3 5 6  

6 1 , 0 0 0  

3 7 , 2 2 8 , 4 2 0  

6 , 4 8 7 , 4 0 0  

1 1 , 5 9 3 , 3 0 0  

7 9 6 , 5 0 0  

1 , 2 2 7 , 1 0 0  

6 0 2 , 2 2 1  

1 0 , 0 0 0  

1 9 0 , 5 2 3 , 6 7 8  

3 5 0 , 6 7 6 , 5 7 7  

4 6 7 , 3 3 2
(注) １．金額（「共済付加収入」を除く）は保障金額（がん共済はがん死亡共済金額、医療共済・定期医療共済は 
　　　死亡給付金額（付加された定期特約金額等を含む。)、介護共済は一時払介護共済の死亡給付金額、年金共済 
　　　は付加された定期特約金額）です。 
　　２．「共済付加収入」には医療共済・がん共済・定期医療共済（入院共済金額)、年金共済（年金年額)、介護共 
　　　済（介護共済金額）の共済付加収入が含まれています。 

生　　命　　総　　合　　共　　済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建　　物　　更　　生　　共　　済 

長　　期　　共　　済　　合　　計 

共　　済　　付　　加　　収　　入 

②　長期共済保有高 

前　年　比 

（単位：千円・％)

種　　　　　類 

8 2 . 5  

1 1 5 . 2  

6 6 . 6  

9 0 . 0

本　年　度 前　年　度 

2 , 4 4 8  

1 , 0 2 3  

1 0  

3 , 4 8 2

2 , 9 6 4  

8 8 8  

1 5  

3 , 8 6 8

③　医療系共済の入院共済金額新契約高 

医　　　　療　　　　共　　　　済 

が　　　　ん　　　　共　　　　済 

定　　期　　医　　療　　共　　済 

　 　 　 　 合 　 　 　 計  
(注)　金額は入院共済金額です。 

前　年　比 

（単位：千円・％)

種　　　　　類 

1 0 5 . 3  

1 0 1 . 2  

9 5 . 2  

1 0 3 . 3

本　年　度 前　年　度 

2 7 , 0 5 4  

1 1 , 9 5 0  

3 , 2 4 4  

4 2 , 2 4 8

2 5 , 6 8 1  

1 1 , 8 0 0  

3 , 4 0 5  

4 0 , 8 8 6

④　医療系共済の入院共済金額保有高 

医　　　　療　　　　共　　　　済 

が　　　　ん　　　　共　　　　済 

定　　期　　医　　療　　共　　済 

　 　 　 　 合 　 　 　 計  
(注)　金額は入院共済金額です。 

前　年　比 

（単位：千円・％)

種　　　　　類 

1 2 3 . 2

本　年　度 前　年　度 

9 5 3 , 3 0 57 7 3 , 1 7 4

⑤　介護共済の介護共済金額新契約高 

介　　　　護　　　　共　　　　済 
(注)　金額は介護共済金額です。 

前　年　比 

（単位：千円・％)

種　　　　　類 

1 9 0 . 6

本　年　度 前　年　度 

1 , 8 1 7 , 1 8 99 5 3 , 1 4 5

⑥　介護共済の介護共済金額保有高 

介　　　　護　　　　共　　　　済 
(注)　金額は介護共済金額です。 

前　年　比 

（単位：千円・％)

種　　　　　類 

7 2 . 1

本　年　度 前　年　度 

1 1 2 , 6 5 31 5 6 , 1 8 7

⑦　年金共済の年金新契約高 

年　　　　金　　　　共　　　　済 
(注)　金額は年金年額（利率変動型年金の最低保証年金額）です。 
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前　年　比 

（単位：千円・％)

種　　　　　類 

9 0 . 2  

1 0 3 . 6  

9 5 . 5

本　年　度 前　年　度 

2 , 1 9 0 , 3 3 9  

1 , 6 6 7 , 3 3 4  

3 , 8 5 7 , 6 7 4

2 , 4 2 8 , 1 2 7  

1 , 6 0 9 , 0 9 6  

4 , 0 3 7 , 2 2 4

⑧　年金共済の年金保有高 

年 　 　 金 　 　 開 　 　 始 　 　 前  

年 　 　 金 　 　 開 　 　 始 　 　 後  

　 　 　 　 合 　 　 　 計  
(注)　金額は年金年額（利率変動型年金にあっては、最低保証年金額）です。 

前　年　比 

（単位：千円・％)

種　　　　　類 

火　　　災　　　共　　　済 

自 　 動 　 車 　 共 　 済 

傷　　　害　　　共　　　済 

定　額　定　期　生　命　共　済 

賠 　 償 　 責 　 任 　 共 　 済  

自 　 賠 　 責 　 共 　 済  

9 5 . 0  

9 5 . 6  

9 3 . 6  

－  

1 1 2 . 9  

1 0 1 . 8  

9 6 . 6  

9 7 . 7

本　年　度 前　年　度 

1 8 , 1 4 5  

5 1 3 , 2 6 5  

1 , 6 0 9  

－  

2 6 5  

1 1 3 , 0 0 0  

6 4 6 , 2 8 5  

1 4 4 , 9 8 3

1 9 , 0 9 5  

5 3 6 , 7 8 5  

1 , 7 1 8  

2 5  

2 3 5  

1 1 0 , 9 5 8  

6 6 8 , 8 1 8  

1 4 8 , 3 0 2

 

　 　 　 　 合 　 　 　 計  

共　　済　　付　　加　　収　　入 

⑨　短期共済新契約高 

掛
　
　
金 

前　年　比 

（単位：千円・％)

品　　　　　目 

飼　　　　　　　　　　　料 

肥　　　　　　　　　　　料 

農　　　　　　　　　　　薬 

資　　　　　　　　　　　材 

農　　　　　機　　　　　具 

 

主　　　　　　　　　　　食 

食　　　　　　　　　　　品 

日　　　　　用　　　　　品 

プ　　　ロ　　　パ　　　ン 

石　　　　　油　　　　　類 

葬　祭　具　・　返　礼　品 

そ　の　他　生　活　物　資 

9 6 . 7  

8 4 . 8  

9 6 . 8  

9 2 . 8  

1 1 9 . 4  

9 6 . 7  

8 7 . 7  

9 4 . 0  

1 0 1 . 5  

9 4 . 3  

6 8 . 1  

9 9 . 2  

8 2 . 1  

9 2 . 3  

9 3 . 0  

5 5 . 9  

8 6 . 5

本　年　度 前　年　度 

7 7 , 1 0 8  

2 6 , 2 4 7  

9 , 2 4 4  

3 9 , 6 6 1  

2 8 , 3 4 7  

1 8 0 , 6 0 8  

9 1 , 4 9 5  

6 4 , 5 6 8  

3 5 , 7 7 4  

1 5 8 , 5 7 2  

2 3 , 4 6 2  

3 6 5 , 5 9 7  

1 6 0 , 7 1 4  

9 0 0 , 1 8 5  

1 , 0 8 0 , 7 9 3  

1 3 7 , 2 6 0  

1 , 2 1 8 , 0 5 4

7 9 , 6 6 0  

3 0 , 9 3 4  

9 , 5 4 5  

4 2 , 7 3 6  

2 3 , 7 3 4  

1 8 6 , 6 1 0  

1 0 4 , 2 8 4  

6 8 , 6 1 8  

3 5 , 2 3 1  

1 6 8 , 0 8 9  

3 4 , 4 4 9  

3 6 8 , 1 9 7  

1 9 5 , 5 5 2  

9 7 4 , 4 2 4  

1 , 1 6 1 , 0 3 5  

2 4 5 , 5 1 2  

1 , 4 0 6 , 5 4 8

　 　 　 　 小 　 　 　 計  

 

 

 

 

 

 

 

　 　 　 　 小 　 　 　 計  

買　取　購　買　取　扱　高　合　計 

斡 　 旋 　 購 　 買 　 取 　 扱 　 高 

購 　 買 　 取 　 扱 　 高 　 合 　 計 

生
産
資
材 
生
活
物
資 

(注) 斡旋購買取扱高は全額が施設建設に係る取扱高です。 

(2）購買事業 
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前　年　比 

（単位：千円・％)

品　　　　　目 

野　　　　　　　　　　　菜 

果　　　　　　　　　　　樹 

茶 

食　　　　　　　　　　　糧 

直 　 　 　 　 売 　 　 　 　 館  

直  　 　 売 　 　  館 ( 買 取 )  

 

牛　　　　　　　　　　　乳 

牛 

1 0 2 . 3  

1 8 2 . 8  

7 0 . 4  

8 5 . 8  

1 1 7 . 2  

9 3 . 2  

1 0 3 . 6  

1 0 1 . 5  

1 0 6 . 9  

1 0 2 . 2  

1 0 3 . 0

本　年　度 前　年　度 

7 0 , 4 5 4  

5 8 3  

5 , 5 8 0  

1 7 9  

7 0 , 3 1 6  

4 3 , 9 0 7  

1 9 1 , 0 2 1  

1 3 2 , 4 7 7  

2 1 , 8 7 2  

1 5 4 , 3 5 0  

3 4 5 , 3 7 1

6 8 , 8 3 7  

3 1 8  

7 , 9 2 4  

2 0 8  

5 9 , 9 5 2  

4 7 , 0 9 7  

1 8 4 , 3 3 9  

1 3 0 , 4 7 1  

2 0 , 4 5 1  

1 5 0 , 9 2 2  

3 3 5 , 2 6 2　 　 　 　 合 　 　 　 計  

農
産
事
業 

畜
産
事
業 

(3）販売事業 

(4）指導事業 （単位：千円)

項　　　　　目 

賦　　　　　課　　　　　金 

指　　導　　補　　助　　金 

 

営　　農　　改　　善　　費 

農　　政　　活　　動　　費 

生　　活　　文　　化　　費 

教　　育　　情　　報　　費 

組　　織　　育　　成　　費 

本　年　度 

1 2 1  

3 , 3 1 1  

3 , 4 3 2  

4 , 0 5 8  

3 4 7  

2 , 9 9 0  

3 6 , 5 3 7  

1 , 1 9 3  

4 5 , 1 2 8  

△  4 1 , 6 9 5

合　　　　　計 

 

 

 

 

 

合　　　　　計 

収　支　差　額 

収 

入 

支 

出 

前　年　度 

1 3 2  

3 , 6 3 5  

3 , 7 6 8  

5 , 5 6 7  

2 2 7  

3 , 1 6 6  

4 1 , 5 9 8  

1 , 1 9 6  

5 1 , 7 5 5  

△4 7 , 9 8 7

　 　 　 　 小 　 　 　 計  

　 　 　 　 小 　 　 　 計  

(注) 直売館（買取）取扱高は買取販売取扱高、それ以外は受託販売取扱高です。 

項　　　　　目 

8 7 7人  

9 , 9 0 7時間  

3 0 , 6 5 3千円  

本　年　度 前　年　度 

8 3 7人  

1 0 , 2 9 6時間  

3 1 , 5 4 1千円  

利　　　　用　　　　者　　　　数 

利　　　　用　　　　時　　　　間 

利　　　　用　　　　金　　　　額 
(注)　利用者数については、月別利用者数の合計となっています。 

(5）介護事業（訪問介護サービス） 

（単位：トン・％)(6）加工事業（お茶加工） 

前　年　比 項　　　　　目 

1 6 2 . 0

本　年　度 前　年　度 

3 62 2生 　 　 葉 　 　 加 　 　 工 　 　 量 

（単位：アール・％)（トラクター） 
(7）利用事業 

前　年　比 項　　　　　目 

1 2 4 . 1

本　年　度 前　年　度 

1 , 9 9 61 , 6 0 8耕　　　　耘　　　　面　　　　積 

 
（単位：日・％)（農機貸出） 

前　年　比 項　　　　　目 

1 0 4 . 7

本　年　度 前　年　度 

3 3 33 1 8稼　　　　働　　　　日　　　　数 

 (注)　農機貸出は管理機（マルチャー）・大豆脱粒機・大豆選別選粒機・大豆コンバイン等の合計です。 

（単位：件・％)（葬祭） 

前　年　比 項　　　　　目 

1 0 4 . 9

本　年　度 前　年　度 

2 3 32 2 2取　　　　扱　　　　件　　　　数 
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（単位：％)

項　　　　　目 

総　資　産　経　常　利　益　率 

資 　 本 　 経 　 常 　 利 　 益 　 率  

総　資　産　当　期　純　利　益　率 

資　本　当　期　純　利　益　率 

(1）利益率 

増　　　減 

0 . 0 4  

0 . 6 9  

0 . 0 5  

0 . 8 8

本　年　度 前　年　度 

0 . 2 1  

3 . 5 3  

0 . 1 7  

2 . 8 9

0 . 1 7  

2 . 8 4  

0 . 1 2  

2 . 0 1

（単位：％)

項　　　　　目 

2 4 . 2  

2 4 . 3  

1 1 . 2  

1 1 . 0

本　年　度 前　年　度 

2 4 . 6  

2 5 . 0  

1 1 . 3  

1 1 . 3

貯　　貸　　率 

 

貯　　証　　率 

(2）貯貸率・貯証率 

期　　　　　末 

期　中　平　均 

期　　　　　末 

期　中　平　均 

（単位：百万円)

項　　　　　目 

1 , 7 3 3  

4 2 0  

7 , 3 6 1  

2 8  

1 1

本　年　度 前　年　度 

1 , 6 1 0  

3 9 6  

7 , 1 0 5  

3 1  

1 6

信　用　事　業 

 
共　済　事　業

 

経　済　事　業 

(3）職員一人当たり指標 

貯　金　残　高 

貸 出 金 残 高 

長期共済保有高 

購 買 品 取 扱 高 

販 売 品 取 扱 高 

（単位：百万円)

項　　　　　目 

1 2 , 2 3 0  

2 , 9 6 7

本　年　度 前　年　度 

1 2 , 2 6 2  

3 , 0 1 9

貯　　　　金　　　　残　　　　高 

貸 　 　 出 　 　 金 　 　 残 　 　 高 

(4）一店舗当たり指標 

経営指標   9
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自己資本の充実の状況  10

以下で使用している用語については、64ページの「自己資本比率の算定に関する用語解説

一覧」をご参照ください。

前年度 
経過措置 
による不 
算入額 

項　　　目  

 
 
 
 
 
 

 

コア資本にかかる基礎項目　　　（1） 
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 
　 うち、出資金及び資本準備金の額 
　 うち、再評価積立金の額 
　 うち、利益剰余金の額 
　 うち、外部流出予定額　 
　 うち、上記以外に該当するものの額 
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 
　 うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額 
　 うち、適格引当金コア資本算入額 
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額 
に含まれる額 
　 うち、回転出資金の額 
　 うち、上記以外に該当するものの額 
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本 
調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに 
相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
コア資本にかかる基礎項目の額　　　（イ） 
コア資本にかかる調整項目　　　　(2) 
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るもの 
を除く。）の額の合計額 
　 うち、のれんに係るものの額 
　 うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係る 
　 もの以外の額 
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 
適格引当金不足額 
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に 
算入される額 
前払年金費用の額 
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。) の額 
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 
特定項目に係る10パーセント基準超過額 
　 うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに 
　 関連するものの額 
　 うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資 
　 産に関連するものの額 
　 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連 
　 するものの額 

（単位：百万円)(1）自己資本の構成に関する事項 

1 
 

－ 

1 
 

－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

7,902 
886 
－ 

7,045 
△21 
△7 
97 
97 
－ 

－ 
 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 

8,000 
 

－ 
 
－ 

－ 
 
－ 
－ 
－ 

－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

本年度  
経過措置 
による不 
算入額 

8,127 
875 
－ 

7,261 
△4 
△5 
94 
94 
－ 

－ 
 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 

8,222 
 

0 
 
－ 

0 
 
－ 
－ 
－ 

－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

0 
 

－ 

0 
 

－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 

－ 
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項　　　目  

特定項目に係る15パーセント基準超過額 
　 うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに 
　 関連するものの額 
　 うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資 
　 産に関連するものの額 
　 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連 
　 するものの額 
コア資本に係る調整項目の額　　　　（ロ） 
自己資本 
自己資本の額（(イ) ― (ロ)）　　　　（ハ） 
リスク・アセット等　　　　　　（3） 
信用リスク・アセットの額の合計額 
　 うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額 
　 の合計額 
　　  うち、無形固定資産 (のれん及びモーゲージ・サービシン 
　　  グ・ライツに係るものを除く） 
　　  うち、繰延税金資産 
　　  うち、前払年金費用 
　　  うち、他の金融機関等向けエクスポージャー 
　　  うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額に係る 
　　  ものの額 
　　  うち、上記以外に該当するものの額 
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除し 
て得た額 
信用リスク・アセット調整額　　　　　　　　　 
オペレーショナル・リスク相当額調整額 
リスク・アセット等の額の合計額　　（ニ） 
自己資本比率 
自己資本比率（(ハ)／(ニ)） 

前年度  
経過措置 
による不 
算入額 

本年度  
経過措置 
による不 
算入額 

－ 

－ 
 

－ 
 

－
 
 
－ 
 
－ 

－ 

－ 
 

－ 
 

－
 
 
－ 
 

8,000 
 

36,571 

△9,671 
 

1 
 
－ 
－ 

△9,672 

－ 
 
－ 

2,344 
 
－ 
－ 

38,916 
 

20.55％ 

(注) １．農協法第11条の２第１項第１号の規定に基づく、組合の経営の健全性を判断するための基準に係る算式に 
　　　基づき算出しています。 
　　２．当ＪＡは、信用リスク・アセットの算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用 
　　　リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用して 
　　　います。 
　　３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。 

－ 

－ 
 

－ 
 

－
 
 
－ 
 
－ 

－ 

－ 
 

－ 
 

－
 
 
0 
 

8,221 
 

39,176 

△3,998 
 

0 
 
－ 
－ 

△3,999
 

－ 
 
－ 

2,298 
 
－ 
－ 

41,474 
 

19.82％ 
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自己資本比率の算定に関する用語解説一覧

用　　　語 

アウトライヤー基準 
 
 
１パーセンタイル値・ 
99パーセンタイル値 
 
エクスポージャー 
 
オペレーショナル・ 
リスク(相当額) 
 
 
 
基礎的手法 
 
 
 
 
 
 
 
金利ショック 
コア資本 
 
CVAリスク 
(Credit Value  
　　　　adjustment) 
自己資本比率 
 
 
 
証券化 
エクスポージャー 
 
 
所要自己資本額 
 
信用リスク・アセット 
額 
 
信用リスク削減手法 
 
 
抵当権付住宅ローン 
 
バーゼル規制 
 
 
 
派生商品取引 
 
標準的手法 
 
モーゲージ・サービシ 
ング・ライツ 
リスク・ウェイト 
 
オフ・バランス取引 

金融機関が保有する金利リスク量が自己資本（基本的項目と補完的項目）に対 
して20%を超える経済価値の低下が生じる場合にアウトライヤーとし、早期警 
戒制度の枠組みの中でモニタリングを行います。 
金利リスク量の算出において、期間ごとの金利の１年前との変化幅のデータを 
最低５年分集め、小さい方から大きい方へ並べて、データ数の１％目もしくは 
99％目の値を変化幅として使用する方法のことです。 
リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的 
には貸出金や有価証券等が該当します。 
金融機関の業務において不適切な処理等により生じるリスクのことを指し、不 
適切な事務処理により生じる事務リスクやシステムの誤作動により生じるシス 
テムリスクなどが該当します。なお、自己資本比率の算出にあたっては、一定 
の手法によりオペレーショナル・リスクを数値化した額をオペレーショナル・ 
リスク相当額として分母に加算します。 
新ＢＩＳ規制においてオペレーショナル・リスク相当額を算出する最も簡易な 
手法です。１年間の粗利益に0.15を乗じた額の直近三年間の平均値によりオペ 
レーショナル・リスク相当額を算出する方法です。１年間の粗利益は、事業総 
利益から信用事業に係るその他経常収益、信用事業以外の事業にかかるその他 
の収益、国債等債券売却益・償還益、補助金受入額を控除し、信用事業に係る 
その他経常費用、信用事業以外の事業にかかるその他の費用、国債等債権売却 
損・償還損・償却、役務取引等費用及び金銭の信託運用見合費用を加算して算 
出しています。 
保有している資産や負債等に金利の変化を当てはめることです。 
金融機関の経営の安定度を測る指標のひとつです。出資金と利益準備金や任意 
積立金などの内部留保の合計であり、返済の必要がない資本のことです。 
派生商品取引についての取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の公正価値 
評価額と信用リスクを勘案した場合の公正価値評価額との差額が変動するリス 
クのことです。 
自己資本の額をリスク・アセット等の総額（信用リスク・アセット額及びオペ 
レーショナル・リスク相当額）で除して得た額。国内基準を採用する金融機関 
では４％以上が必要とされていますが、ＪＡバンクでは自主的な取り決めによ 
り８％以上が必要とされています。 
証券化とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポ 
ージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引 
のことであり、証券化エクスポージャーとは証券化に伴い第三者に移転する資 
産のことです。 
リスクを有する資産等を保有するのに必要となる自己資本の額のことです。国 
内基準では各リスク・アセットに４％を乗じた額となります。 
エクスポージャー（リスクを有する資産等）に対して、信用リスク削減手法を 
適用後、対応するリスクの大きさに応じた掛目（リスク・ウェイト）を乗じて 
算出したものです。 
金融機関が保有している信用リスクを軽減する措置であり、新ＢＩＳ規制では、
貯金や有価証券など一定の要件を満たす担保や保証がある場合には、担保や保 
証人のリスク・ウェイトに置き換えることができます。 
住宅ローンのうち、抵当権が第１順位かつ担保評価額が十分であるもののこと 
です。 
バーゼル銀行監督委員会が公表している自己資本比率の維持を求める国際的な 
統一基準のことです。世界的な金融危機を教訓に、従前のバーゼルⅡ規制の内 
容を見直し、新たな枠組みであるバーゼルⅢ規制が国内基準については平成26 
年３月末から段階的に適用となり、平成31年から全面的に適用される予定です。
有価証券取引等から派生し、原資産の価格によりその価格が決定される商品の 
ことであり、先物、オプション、スワップ取引等が該当します。 
価格変動リスクにさらされている資産のうち、信用リスクを計測する際に認め 
られた手法のひとつで、基本的な計算方法のことです。 
住宅ローンを証券化した場合に金融機関が計上する将来の回収代行手数料の現 
在価値のことです。 
リスクを有する資産等を保有するために必要な自己資本額を算出するためのリ 
スクの大きさに応じた掛目のことです。 
貸借対照表に計上されない取引のことです。 

内　　　　　　　　　容 
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(2）自己資本の充実度に関する事項

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 

項　　　目  

　　我が国の中央政府及び中央銀行向け 
　　我が国の地方公共団体向け 
　　地方公共団体金融機構向け 
　　我が国の政府関係機関向け 
　　地方三公社向け 
　　金融機関及び第一種金融商品取 
　　引業者向け 
　　法人等向け 
　　中小企業等及び個人向け 
　　抵当権付住宅ローン 
　　不動産取得等事業向け 
　　３月以上延滞等 
　　信用保証協会等保証付 
　　共済約款貸付 
　　出資等 
　　他の金融機関等の対象資本調達手段 
　　特定項目のうち調整項目に算入 
　　されないもの 
　　複数の資産を裏付とする資産 
　 （所謂ファンド）のうち、個々の 
　　資産の把握が困難な資産 
　　証券化 
　　経過措置によりリスク・アセット 
　　の額に算入・不算入となるもの 
　　上記以外 
　標準的手法を適用するエクスポー 
　ジャー別計 
　ＣＶＡリスク相当額÷８％ 
　中央清算機関関連エクスポージャー 
信用リスク・アセットの額の合計額 
 
オペレーショナル・リスクに対する 
所要自己資本の額＜基礎的手法＞ 
 
 
　　　　

所要自己資本額計 

(注) １.「エクスポージャー」の区分は告示の項目に沿い表示しています。 
　　２.「３月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係 
　　　るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリス 
　　　ク・ウエイトが150％になったエクスポージャーのことです。 
　　３.「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。 
　　４.「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの」とは、他の金融機関等の対象資本調達 
　　　手段、コア資本に係る調整項目（無形固定資産、前払年金費用、繰延税金資産等）に係る経過措置により、 
　　　リスク・アセットに算入したもの、不算入としたものが該当します。 
　　５.「上記以外」には、現金、中小企業等及び個人向け貸出金のうち小口分散基準に該当しない貸出金、その他 
　　　の資産（固定資産等）が含まれます。 
　　６．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。 
　　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法)＞ 
　　　　　　　　　　　　粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％　÷８％ 
　　　　　　　　　　　　　 直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数 

（単位：百万円)①　信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 

－ 
－ 
0 
－ 
－ 

747 
 

68 
58 
52 
17 
2 
25 
－ 
23 
421 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

△159 
 

308 

1,567 
 
－ 
－ 

1,567 
 

リスク・ 
アセット額 
a
－ 
－ 
20 
－ 
－ 

18,696 
 

1,719 
1,453 
1,312 
426 
56 
649 
－ 
589 

10,533 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

△3,998 
 

7,716 

39,176 
 
－ 
－ 

39,176 
 

本年度  
エクスポー 
ジャーの 
期末残高 
1,931 
15,808 
200 
－ 
－ 

83,811 
 

3,141 
2,915 
3,815 
435 
679 
6,565 
28 
589 
4,213 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

－ 
 

8,745 

132,883 
 
－ 
－ 

132,883 
 

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 

－ 
－ 
0 
－ 
－ 

647 
 

57 
57 
53 
19 
4 
27 
－ 
23 
663 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

△386 
 

293 

1,462 
 
－ 
－ 

1,462

リスク・ 
アセット額 
a
－ 
－ 
20 
－ 
－ 

16,196 
 

1,447 
1,442 
1,335 
491 
114 
691 
－ 
597 

16,578 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

△9,671 
 

7,328 

36,571 
 
－ 
－ 

36,571

前年度  
エクスポー 
ジャーの 
期末残高 
2,098 
16,088 
200 
－ 
－ 

80,983 
 

2,873 
2,998 
3,872 
500 
809 
7,004 
29 
597 
6,631 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

－ 
 

8,341 

133,030 
 
－ 
－ 

133,030
オペレーショナル・ 
リスク相当額を８％ 
で除して得た額　ａ 

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 

932,344
リスク･アセット等 

 (分母) 計 
a

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 
1,55638,916

オペレーショナル・ 
リスク相当額を８％ 
で除して得た額　ａ 

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 

912,298
リスク･アセット等 

 (分母) 計 
a

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 
1,65841,474



エクスポージャー

金融機関向けエクスポージャー

法人等向けエクスポージャー (長期)

法人等向けエクスポージャー (短期)

①　標準的手法に関する事項
当ＪＡは、自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手

法により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたり、リスク・ウエイ
トの判定に使用する格付等は次のとおりです。

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による依
頼格付けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

－66－

DISCLOSURE 
2016経営資料編  

(3）信用リスクに関する事項

適　格　格　付　機　関

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ⅰ)

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ)

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ'ｓ)

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（Ｓ＆Ｐ)

フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ)

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・
リスク・スコアは、以下のとおりです。

適格格付機関

R＆I，Moody's，JCR，S&P，Fitch

R＆I，Moody's，JCR，S&P，Fitch

カントリー・リスク・スコア

日本貿易保険
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②　信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び３月以上延
滞エクスポージャーの期末残高

679 

－ 

679 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

284 

－ 

0 

－ 

－ 

－ 

7 

385 

－ 

679 

 

本　年　度 

信用リスクに関する 
エクスポージャーの残高 

うち債券 

３月以上 
延滞エクス 
ポージャー 

13,540 

－ 

13,540 

－ 

－ 

－ 

404 

－ 

－ 

－ 

900 

301 

200 

11,733 

－ 

－ 

－ 

13,540 

1,189 

2,116 

2,418 

6,807 

1,008 

－ 

－ 

13,540 

 

29,760 

－ 

29,760 

70 

13 

85 

139 

－ 

1,496 

61 

17 

2,418 

386 

6,006 

93 

18,970 

－ 

29,760 

3,447 

760 

922 

3,810 

4,250 

15,226 

1,340 

29,760

132,883 

－ 

132,883 

70 

13 

85 

544 

－ 

1,496 

61 

917 

88,397 

607 

17,740 

523 

19,002 

3 

132,883 

85,899 

2,877 

3,340 

10,618 

5,259 

15,226 

9,660 

132,883 

 

うち貸出金等 

809 

－ 

809 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

312 

－ 

1 

－ 

45 

－ 

7 

443 

－ 

809

前　年　度 

信用リスクに関する 
エクスポージャーの残高 

うち債券 

３月以上 
延滞エクス 
ポージャー 

13,707 

－ 

13,707 

－ 

－ 

－ 

405 

－ 

－ 

－ 

900 

301 

200 

11,900 

－ 

－ 

－ 

13,707 

167 

3,004 

311 

5,012 

5,210 

－ 

－ 

13,707

30,292 

－ 

30,292 

38 

20 

91 

125 

－ 

1,371 

68 

17 

2,428 

488 

6,287 

15 

19,339 

－ 

30,292 

979 

626 

1,089 

917 

7,009 

18,400 

1,269 

30,292

133,030 

－ 

133,030 

38 

20 

91 

531 

－ 

1,371 

68 

918 

88,016 

689 

18,187 

466 

19,371 

3,259 

133,030 

80,999 

4,631 

1,401 

5,930 

12,220 

18,400 

9,447 

133,030

うち貸出金等 

農　　　　　業 

林　　　　　業 

水　　産　　業 

製　　造　　業 

鉱　　　　　業 

建設・不動産業 

 

運輸・通信業 

金融・保険業 

 

 

上　記　以　外 

 

日本国政府・  
地方公共団体  

電気・ガス・  
熱供給・水道業 

卸売・小売・飲 
食・サービス業 

残存期間別残高計 

地域別残高計 
 

国　　　　　　内 

国　　　　　　外 

個　　　　　　人 

そ　　の　　他 

法
　
　
　
　
　
　
　
　
人 

業種別残高計 

１　年　以　下 

１年超３年以下 

３年超５年以下 

５年超７年以下 

７年超10年以下 

10　　年　　超 

期限の定めのないもの 

区　　　分 

(注)１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与 
　　  信相当額を含みます。 
　  ２．「３月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞し 
　　  ているエクスポージャーをいいます。 
　  ３．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。 

（単位：百万円)
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（単位：百万円)

項　　目 

94 

717

本　年　度 

③　貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

一 般 貸 倒 引 当 金  

個 別 貸 倒 引 当 金  

 

期末 

残高 

97 

716

その他 

－ 

102

目的 

使用 

94 

717

期　中 

増加額 

97 

818

期首 

残高 

期中減少額 

97 

818

前　年　度 

期末 

残高 

99 

816

その他 

－ 

0

目的 

使用 

97 

818

期　中 

増加額 

99 

816

期首 

残高 

期中減少額 

（単位：百万円)

項　　目 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

21 

－
 

 

－ 

－ 

36
 

 

－
 

 

－ 

43 

102

本　年　度 

④　業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額 

国 　 　 　 　 　 内  

国 　 　 　 　 　 外  

 

期末 

残高 

717 

－ 

717 

－ 

－ 

－ 

1 

－ 

296 

－
 

 

0 

－ 

－
 

 

－
 

 

7 

411 

717 

 

その他 

102 

－ 

102 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

21 

－
 

 

－ 

－ 

36
 

 

－
 

 

－ 

43 

102 

 

目的 

使用 

717 

－ 

717 

－ 

－ 

－ 

1 

－ 

296 

－
 

 

0 

－ 

－
 

 

－
 

 

7 

411 

717 

 

期 中 

増加額 

818 

－ 

818 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

312 

－
 

 

1 

－ 

41 
 

－
 

 

7 

453 

818 

 

期首 

残高 

期中減少額 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－
 

 

－ 

－ 

－
 

 

－
 

 

－ 

0 

0

前　年　度 

816 

－ 

816 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

300 

－
 

 

2 

－ 

50
 

 

－
 

 

7 

453 

816

0 

－ 

0 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－
 

 

－ 

－ 

－
 

 

－
 

 

－ 

0 

0

818 

－ 

818 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

312 

－
 

 

1 

－ 

41
 

 

－
 

 

7 

453 

818

816 

－ 

816 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

300 

－
 

 

2 

－ 

50
 

 

－
 

 

7 

453 

816

個別貸倒引当金 

貸出金 

償 却 
期末 

残高 その他 
目的 

使用 

期 中 

増加額 

期首 

残高 

期中減少額 

個別貸倒引当金 

貸出金 

償 却 

716 

－ 

716 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

291 

－
 

 

1 

－ 

4 
 

－ 
 

7 

410 

716 

 

818 

－ 

818 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

312 

－
 

 

1 

－ 

41
 

 

－
 

 

7 

453 

818

法
　
　
　
　
　
　
　
人 

地　域　別　計  

業　種　別　計  

個 　 　 　 　 　 人  

農　　　　　　　業 

林　　　　　　　業 

水　　　産　　　業 

製　　　造　　　業 

鉱　　　　　　　業 

建 設 ・ 不 動 産 業  

電 気 ・ ガ ス ・ 熱  

供　給・水　道　業 

運　輸・通　信　業 

金　融・保　険　業 

卸 売 ・ 小 売 ・ 飲  

食 ・ サ ー ビ ス 業  

日 本 国 政 府 ・  

地 方 公 共 団 体  

上 　 記 　 以 　 外  
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（単位：百万円)

項　　目 

20,109 

－ 

－ 

6,696 

82,519 

3,765 

1,052 

1,945 

12,890 

3,534 

－ 

370 

－ 

－ 

132,884 

 

本　年　度 

⑤　信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト1250％を適用する残高 

リスク･ウエイト０％ 

リスク･ウエイト２％ 

リスク･ウエイト４％ 

リスク･ウエイト10％ 

リスク･ウエイト20％ 

リスク･ウエイト35％ 

リスク･ウエイト50％ 

リスク･ウエイト75％ 

リスク･ウエイト100％ 

リスク･ウエイト150％ 

リスク･ウエイト200％ 

リスク･ウエイト250％ 

その他 

(注) １．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産並びにオフ･バランス取引及び派生商品取引の与 
　　　　信相当額を含みます。 
　　２．｢格付あり｣にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、｢格付なし｣ 
　　　にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、
　　　格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。 
　　３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ 
　　　ウエイトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集 
　　　計の対象としています。 

計 

20,109 

－ 

－ 

6,696 

81,418 

3,765 

647 

1,945 

12,890 

3,534 

－ 

370 

－ 

－ 

131,377 

 

格付なし 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,101 

－ 

404 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,506 

 

格付あり 

20,625 

－ 

－ 

7,116 

82,121 

3,829 

1,147 

1,928 

16,048 

32 

－ 

183 

－ 

－ 

133,031

前　年　度 

計 

20,625 

－ 

－ 

7,116 

81,020 

3,829 

742 

1,928 

16,048 

32 

－ 

183 

－ 

－ 

131,525

格付なし 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,101 

－ 

405 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,506

格付あり 

リスク･ウエイト1250％ 

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高 

計 
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(4）信用リスク削減手法に関する事項

①　信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出

において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場
合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエ
イトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。
当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定めています。
信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「貸出金と自組合貯金の相殺」、「保証」

を適用しています。
適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引

相手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取
引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保付取引について信用リスク削減手法の簡便手
法を用いています。
保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府

等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政
府以外の公共部門、国際開発銀行及び金融機関または第一種金融商品取引業者、これら以外
の主体で長期格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証
人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリ
スク･ウエイトを適用しています。
また、貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決

定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効である
ことを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出
金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金が継続
されないリスクが、監視および管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、
監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と
自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。
担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直

しを行っています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。

（単位：百万円)

項　　　　　目 

本　年　度 

②　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 

地方公共団体金融機構向け 

我が国の政府関係機関向け 

地方三公社向け 

金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け 

法人等向け 

中小企業等向け及び個人向け 

抵当権付住宅ローン 

不動産取得等事業向け 

３月以上延滞等 

証券化 

中央清算機関関連 

上記以外 

(注) １.「エクスポージャー」の区分は告示の項目に沿い表示しています。 
　　２.「３月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係 
　　　るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリス 
　　　ク・ウエイトが150％になったエクスポージャーのことです。 
　　３.「上記以外」には、現金、中小企業等及び個人向け貸出金のうち小口分散基準に該当しない貸出金、その他 
　　　の資産 (固定資産等) が含まれます。 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

138 

96 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

55 

289

前　年　度 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

保　証 

－ 

－ 

－ 

－ 

131 

85 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

98 

315

適格金融 

資産担保 

合　　　　　計 

保　証 
適格金融 

資産担保 
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本　年　度前　年　度

（単位：百万円）

－

4,803

4 ,803

貸借対照表計上額

－

4,803

4 ,803

時価評価額

－

4,810

4 ,810

時価評価額

－

4,810

4 ,810

貸借対照表計上額

上 場

非 上 場

合　　計

項　　　目

②　出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価

③　出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

(注)「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

(5）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

(6）証券化エクスポージャーに関する事項

該当する取引はありません。

(7）出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項

①　出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定及

び外部出資勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これ
らを (1) 子会社および関連会社株式、(2) その他有価証券、(3) 系統および系統外出資に区分
して管理しています。
(1) 子会社および関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事
業のより効率的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営につい
ては毎期の決算書類の分析の他、毎月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努め
ています。
(2) その他有価証券については、中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リ
スクの把握およびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しな
どの投資環境分析及びポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針
を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交
換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員
会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。
運用部門が行った取引については、企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチ
ェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。
(3) 系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日
常的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の
対応を行っています。
なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、(1) 子

会社および関連会社株式と、(3) 系統および系統外出資は、取得原価を記載し、毀損の状
況に応じて外部出資等損失引当金の計上又は直接償却を実施し、(2) その他有価証券は時
価評価を行った上で、取得原価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」
として純資産の部に計上しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、
注記表にその旨記載することとしています。

該当する取引はありません。
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⑤　貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
（子会社・関連会社株式の評価損益等）

④　貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額
（保有目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

該当する取引はありません。

該当する取引はありません。

(8）金利リスクに関する事項

①　金利リスクの算定方法の概要

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミス

マッチが存在する中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをい

います。

当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、

またリスク情報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリスク管理規程」に定

め、適切なリスクコントロールに努めています。具体的な金利リスクの算定方法、管理方法

は以下のとおりです。

・保有期間１年・観測期間５年で計測される金利変動の１パーセンタイル値と99パーセン

タイル値による金利ショックによって計算される経済価値の低下額で金利リスク量を算出

しています。

・要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払

い出される要求払貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する貯金をコ

ア貯金と定義し、①過去５年の最低残高、②過去５年の最大年間流出量を現残高から差し

引いた残高、③現残高の50％相当額のうち、最小の額を上限とし、０～５年の期間に均

等に振り分けて（平均残存2.5年）リスク量を算定しています。

・金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。

金利リスク＝運用勘定の金利リスク量＋調達勘定の金利リスク量（△）

算出した金利リスク量は毎月経営層に報告するとともに、四半期ごとにＡＬＭ委員会およ

び理事会に報告して承認を得ています。また、これらの情報を踏まえ、四半期ごとに運用方

針を策定しています。

本　年　度前　年　度項　　　目

（単位：百万円）

△236 △117
金利ショックに対する損益・

経済価値の増減額

②　金利ショックに対する損益・経済価値の増減額
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グループの概況   1 1

子会社の概況   2

ＪＡ津久井郡のグループは、当ＪＡ、子会社１社で構成されています。

連結事業概況   3

(1）事業の概況

ＪＡ津久井郡 
ＪＡ 

本所・支所（店)

子会社 

株式会社　郡農産業 

不動産事業 

給油所事業 

信用事業　販売事業 

共済事業　介護事業 

購買事業　指導事業 

株式会社　郡農産業

不動産事業、給油所事業

相模原市緑区太井１３９－５

昭和６１年４月２０日

２０,５００千円

１００％

平成27年度の当ＪＡの連結決算は、子会社１社を連結しています。

連結決算の内容は、連結事業収益3,863百万円（前年対比227百万円減）・連結経常利益

295百万円（前年対比60百万円増）です。

(2）連結子会社の事業概況

株式会社郡農産業は、不動産事業、給油所事業の各事業をとおし、「豊かで住みよいまち

づくり」の実現を目指すとともに、良質燃料の安定供給・サービス向上に努め事業展開を

しています。

当期は、不動産・給油所事業のすべての部門の売上合計は641百万円となりました。不動

産事業の系統施設建設事業の取り扱いが順調に推移し、損益実績では当期営業利益５百万

円、税引前当期純利益６百万円となっています。

名 称

事 業 内 容

所 在 地

設 立 年 月 日

資 本 金

当ＪＡの議決権比率



連 結 事 業 収 益

連 結 経 常 利 益

連 結 当 期 剰 余 金

連 結 純 資 産 額

連 結 総 資 産 額

連 結 自 己 資 本 比 率
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本年度

3,863

1 ,302

666

253

1 ,640

295

243

8 ,416

132 ,383

19 .98

前年度

4,091

1 ,322

637

257

1 ,873

234

165

8 ,164

132 ,386

20 .70

25年度

4,112

1 ,330

688

211

1 ,882

277

187

7 ,956

135 ,467

20 .35

24年度

4,117

1 ,380

689

194

1 ,851

263

254

7 ,769

138 ,957

19 .75

23年度

4,265

1 ,494

691

196

1 ,882

312

262

7 ,502

139 ,568

19 .14

項　　　　目

信 用 事 業 収 益

共 済 事 業 収 益

農 業 関 連 事 業 収 益

そ の 他 事 業 収 益

(単位：百万円・％）

(注)１．連結事業収益、連結当期剰余金は、それぞれ、銀行等の連結経常収益、連結当期純利益に相当するもの
です。
２．「連結自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」(平成18年金融
庁・農水省告示第２号）に基づき算出しています。なお、25年度以前は旧告示（バーゼルⅡ）に基づく連
結自己資本比率を記載しています。

最近５年間の連結会計年度の主要な経営指標  4
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直近の２連結会計年度における財産の状況  5

（1）連結貸借対照表

基準日　　前年度　平成27年２月28日現在
本年度　平成28年２月29日現在

（単位：千円）

科　　　目 

（資産の部） 

 １．信用事業資産 

 （1）現金及び預金 

 （2）有価証券 

 （3）貸出金 

 （4）その他の信用事業資産 

 （5）貸倒引当金 

 

 ２．共済事業資産 

 （1）共済貸付金 

 （2）その他の共済事業資産 

 

 

 ３．経済事業資産 

 （1）経済事業未収金 

 （2）棚卸資産 

 （3）その他の経済事業資産 

 （4）貸倒引当金 

 

 ４．雑資産 

 

 ５．固定資産 

 （1）有形固定資産 

　　　建物 

　　　機械装置 

　　　土地 

　　　建設仮勘定 

　　　その他の有形固定資産 

　　　リース資産 

　　　減価償却累計額 

 （2）無形固定資産 

 

 ６．外部出資 

 （1）外部出資 

  

 ７．繰延税金資産 

 

 

 

　　　 資産の部合計 

125,233,347 

81,383,905 

13,919,253 

30,192,455 

642,654 

△904,921 

 

29,870 

29,265 

604 

 

 

121,909 

92,849 

34,743 

7,422 

△13,105 

 

78,432 

 

2,132,973 

2,131,826 

2,469,499 

185,605 

1,141,817 

－ 

847,314 

10,342 

△2,522,752 

1,146 

 

4,790,310 

4,790,310 

 

－ 

 

 

 

132,386,843

前年度 本年度 
 

科　　　目 

（負債の部） 

 １．信用事業負債 

 （1）貯金 

 （2）借入金 

 （3）その他の信用事業負債 

 

 

 

 ２．共済事業負債 

 （1）共済借入金 

 （2）共済資金 

 （3）その他の共済事業負債 

 

 ３．経済事業負債 

 （1）経済事業未払金 

 （2）その他の経済事業負債 

 

 

 

 ４．雑負債 

 

 ５．諸引当金 

 （1）賞与引当金 

 （2）退職給付引当金 

 （3）役員退職慰労引当金 

 

 ６．繰延税金負債 

　　　  負債の部合計 

（純資産の部） 

 １．組合員資本 

 （1）出資金 

 （2）利益剰余金 

 （3）処分未済持分 

 （4）子会社の所有する親組合出資金 

 

 ２．評価・換算差額等 

 （1）その他有価証券評価差額金 

 

　　　純資産の部合計 

　負債及び純資産の部合計 

122,862,762 

122,524,796 

16,261 

321,704 

 

 

 

647,408 

29,265 

419,653 

198,489 

 

143,117 

127,225 

15,891 

 

 

 

364,717 

 

185,850 

43,155 

107,017 

35,678 

 

18,143 

124,222,000 

 

7,986,575 

886,381 

7,107,456 

△7,257 

△5 

 

178,267 

178,267 

 

8,164,842 

132,386,843

前年度 本年度 
 

125,096,505 

81,803,131 

13,808,793 

29,676,482 

609,704 

△801,607 

 

29,414 

28,868 

545 

 

 

104,410 

81,090 

28,439 

7,420 

△12,540 

 

337,653 

 

2,031,981 

2,031,155 

2,457,646 

184,087 

1,124,900 

－ 

826,099 

10,342 

△2,571,921 

826 

 

4,782,890 

4,782,890 

 

371 

 

 

 

132,383,226

122,797,424 

122,213,305 

3,615 

580,503 

 

 

 

436,764 

28,868 

208,510 

199,386 

 

90,881 

74,596 

16,284 

 

 

 

439,301 

 

175,038 

41,783 

91,450 

41,805 

 

26,834 

123,966,244 

 

8,198,167 

875,140 

7,328,593 

△5,561 

△5 

 

218,814 

218,814 

 

8,416,981 

132,383,226
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（2）連結損益計算書

基準日　　前年度　平成26年３月１日から平成27年２月28日まで
本年度　平成27年３月１日から平成28年２月29日まで

（単位：千円）

科　　　目 

１．事業総利益 

（1）信用事業収益 

　　資金運用収益 

　　（うち預金利息） 

　　（うち有価証券利息） 

　　（うち貸出金利息) 

　　（うち受取奨励金) 

　　（うち受取事業分量配当金) 

　　（うちその他受入利息） 

　　役務取引等収益 

　　その他経常収益 

（2）信用事業費用 

　　資金調達費用 

　　（うち貯金利息） 

　　（うち給付補填備金繰入額） 

　　（うち借入金利息） 

　　（うちその他支払利息） 

　　役務取引等費用 

　　その他経常費用 

　　（うち貸倒引当金繰入額） 

　　（うち貸出金償却） 

 信用事業総利益 

（3）共済事業収益 

　　共済付加収入 

　　その他の収益 

（4）共済事業費用 

　　共済推進費及び共済保全費 

　　その他の費用 

 

 共済事業総利益 

（5）購買事業収益 

　　購買品供給高 

　　購買手数料 

　　その他の収益 

（6）購買事業費用 

　　購買品供給原価 

　　購買品供給費 

　　その他費用 

　　（うち貸倒引当金繰入額） 

 

 購買事業総利益 

 

 

 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

 

 

 

 

( 

( 

( 

( 

 

 

( 

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

2,041,045 

1,322,409 

1,219,571 

20,885 

170,954 

489,058 

441,219 

97,453 

0 

71,266 

31,571 

165,289 

41,567 

35,561 

2,747 

277 

2,981 

21,038 

102,682 

946 

24 

1,157,120 

637,704 

615,604 

22,100 

36,742 

23,221 

13,521 

 

600,961 

1,938,476 

1,928,285 

6,926 

3,264 

1,726,707 

1,634,230 

48,857 

43,620 

132 

 

211,768

 

 

 

) 

) 

) 

) 
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) 

 

科　　　目 

（7）販売事業収益 

　　販売品販売高 

　　販売手数料 

　　その他の収益 

（8）販売事業費用 

　　販売品販売原価 

　　その他の費用 

 

 販売事業総利益 

（9）その他事業収益 

（10）その他事業費用 

 

 その他事業総利益 

 ２．事業管理費 

（1）人件費 

（2）その他事業管理費 

 

 　　　　事業利益 

 ３．事業外収益 

（1）受取雑利息 

（2）受取出資配当金 

（3）その他の事業外収益 

 ４．事業外費用 

（1）支払雑利息 

（2）その他の事業外費用 

 

 　　　　経常利益 

 ５．特別利益 

（1）固定資産処分益 

 ６．特別損失 

（1）固定資産処分損 

（2）減損損失 

 

 

 　税金等調整前当期利益 

 法人税、住民税及び事業税 

 法人税等調整額 

 法人税等合計 

 少数株主損益調整前当期利益 

 

 　　　  当期剰余金 

 60,589 

47,097 

11,014 

2,476 

44,133 

40,426 

3,706 

 

16,456 

132,043 

77,305 

 

54,738 

1,918,199 

1,428,693 

489,506 

 

122,845 

125,042 

361 

81,305 

43,375 

13,082 

1,277 

11,805 

 

234,805 

3,423 

3,423 

16,145 

15,359 

786 

 

 

222,083 

28,863 

27,671 

56,535 

165,547 

 

165,547

 

 

前年度 本年度 

 59,207 

43,907 

12,322 

2,977 

42,826 

39,637 

3,188 

 

16,380 

139,056 

71,298 

 

67,757 

1,898,044 

1,407,367 

490,677 

 

175,184 

135,788 

342 

84,942 

50,502 

15,627 

1,251 

14,375 

 

295,345 

52,325 

52,325 

26,618 

482 

26,135 

 

 

321,053 

85,151 

△7,227 

77,923 

243,129 

 

243,129

2,073,228 

1,302,744 

1,200,696 

21,275 

166,409 

459,356 

446,565 

107,088 

0 

71,634 

30,413 

162,453 

40,461 

35,091 

2,595 

100 

2,674 

23,003 

98,988 

－ 

－ 

1,140,291 

666,787 

620,772 

46,015 

38,904 

25,849 

13,054 

 

627,882 

1,695,642 

1,689,710 

3,461 

2,471 

1,474,725 

1,387,430 

48,306 

38,988 

139 

 

220,917
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（3）連結キャッシュ・フロー計算書

基準日
前年度　平成26年３月１日から平成27年２月28日まで
本年度　平成27年３月１日から平成28年２月29日まで

（単位：千円）

 
税引前当期利益（又は税引前当期損失）  
減価償却費  
減損損失  
貸倒引当金の増加額  
賞与引当金の増加額  
退職給付引当金の増加額  
役員退職慰労引当金の増加額  
信用事業資金運用収益  
信用事業資金調達費用  
共済貸付金利息  
共済借入金利息  
受取雑利息及び受取出資配当金  
支払雑利息  
有価証券関係損益  
固定資産売却損益  
 
貸出金の純増減  
預金の純増減  
貯金の純増減  
信用事業借入金の純増減  
その他信用事業資産の純増減  
その他信用事業負債の純増減  
 
共済貸付金の純増減  
共済借入金の純増減  
共済資金の純増減  
未経過共済付加収入の純増減  
その他共済未払金の純増減 
 
受取手形及び経済事業未収金の純増減  
経済受託債権の純増減  
棚卸資産の純増減  
支払手形及び経済事業未払金の純増減  
経済受託債務の純増減 
 
その他の資産の純増減 
その他の負債の純増減 
未払消費税の増減 
信用事業資金運用による収入 
信用事業資金調達による支出 
共済貸付金利息による収入 
共済借入金利息による支出 
 
雑利息及び出資配当金の受取額 
雑利息の支払額 
法人税等の支払額 
 
 
有価証券の償還による収入 
固定資産の取得による支出 
固定資産の売却による収入 
外部出資による支出 
外部出資の売却等による収入 
 
 
出資の増額による収入 
出資の払戻しによる支出 
持分の取得による支出 
出資配当金の支払額 

前　年　度 本　年　度 １．事業活動によるキャッシュ・フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(信用事業活動による資産及び負債の増減） 
 
 
 
 
 
 
(共済事業活動による資産及び負債の増減） 
 
 
 
 
 
(経済事業活動による資産及び負債の増減） 
 
 
 
 
 
(その他の資産及び負債の増減） 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　小　　　　　　　　　　計 
 
 
 
　　事業活動によるキャッシュ・フロー 
２．投資活動によるキャッシュ・フロー 
 
 
 
 
 
　　投資活動によるキャッシュ・フロー 
３．財務活動によるキャッシュ・フロー 
 
 
 
 
　　財務活動によるキャッシュ・フロー 
４．現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 
５．現金及び現金同等物の期首残高 
６．現金及び現金同等物の期末残高 

2 2 2 , 0 8 3  
9 5 , 4 5 2  

7 8 6  
9 0  

△5 2 8  
△8 2 , 6 7 2  

5 , 4 3 1  
△6 7 7 , 9 1 7  

3 8 , 5 8 6  
△5 1 1  
5 1 1  

△8 1 , 6 6 7  
1 , 2 7 7  
△2 7 5  

△1 1 , 9 3 5  
 

6 4 4 , 6 5 1  
△3 , 0 9 2 , 5 9 9  
△3 , 0 7 5 , 2 5 9  

1 1 , 9 0 9  
△1 7 , 5 4 3  
2 1 , 5 8 2  

 
△ 8 0 0  
8 0 0  

5 5 , 3 4 0  
△8 , 2 5 2  

3 2 8  
 

9 7 7  
0  

△ 3 , 3 5 6  
2 , 0 4 9  
1 , 6 4 0  

 
△ 6 , 3 3 7  
△2 7 , 9 8 2  

－  
6 7 6 , 1 9 0  
△4 9 , 5 2 4  

5 2 3  
△5 2 3  

△5 , 3 5 7 , 5 5 9  
7 8 , 9 0 0  
△1 , 2 7 6  
△5 1 , 7 2 8  

△5 , 3 3 1 , 6 6 5  
 
－  

△4 9 7 , 3 0 4  
2 4 5 , 4 4 2  

△1 8 3 , 0 0 0  
1 8 3 , 0 0 0  
1 6 3 , 2 9 6  

 
2 8 , 7 7 8  

△3 8 , 4 7 3  
△2 , 9 9 8  
△2 2 , 2 5 3  
△3 4 , 9 4 6  

△5 , 2 0 3 , 3 1 5  
6 , 9 2 5 , 3 4 5  
1 , 7 2 2 , 0 3 0

3 2 1 , 0 5 3  
9 7 , 2 8 3  
2 6 , 1 3 5  

△1 0 3 , 8 8 6  
△1 , 3 7 2  
△1 5 , 5 6 6  

6 , 1 2 7  
△6 4 4 , 3 6 7  

3 7 , 7 8 6  
△3 9 7  
3 9 7  

△8 5 , 2 8 5  
1 , 2 5 1  
△1 8 9  
5 1 , 8 4 3  

 
7 7 4 , 7 4 8  

△7 9 2 , 2 2 1  
△3 1 1 , 4 9 1  
△1 2 , 6 4 5  
1 9 , 2 7 5  
3 , 8 4 0  

 
3 9 7  

△3 9 7  
△2 1 1 , 1 4 3  

△2 1 6  
1 , 1 7 2  

 
1 1 , 7 3 7  

1  
6 , 3 0 3  

△5 2 , 6 2 8  
3 9 2  

 
△ 2 5 9 , 0 4 1  

8 , 1 7 3  
1 1 , 7 3 4  
6 5 8 , 9 2 8  
△4 1 , 1 7 5  

3 8 8  
△3 8 8  

△4 9 3 , 4 4 2  
8 5 , 2 8 5  
△1 , 2 6 7  
△3 1 , 2 0 4  
△4 4 0 , 6 2 8  

 
1 6 6 , 6 9 8  
△2 3 , 0 8 4  
△5 1 , 0 4 9  
△1 8 7 , 0 0 0  
1 9 4 , 4 2 0  
9 9 , 9 8 5  

 
2 2 , 9 5 6  

△2 8 , 9 4 3  
△4 , 3 7 3  
△2 1 , 9 9 2  
△3 2 , 3 5 2  
△3 7 2 , 9 9 5  
1 , 7 2 2 , 0 3 0  
1 , 3 4 9 , 0 3 4
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Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事
項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社 ………１社

株式会社　郡農産業

(2) 非連結子会社

該当する子法人（関連法人）はありません。

２．持分法の適用に関する事項

該当する子法人（関連法人）はありません。

３．連結される子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の決算日は２月末日であり、連結決算日と一致

しております。

４．のれんの償却方法及び償却期間

該当する事項はありません。

５．剰余金処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した剰

余金処分に基づいて作成しております。

６．現金及び現金同等物の資金の範囲

連結キャッシュフロー計算書における資金の範囲は、連

結貸借対照表上の「現金及び預金」のうち「現金」及び

「預金」中の当座預金、普通預金及び通知預金です。

Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券は償却原価法（定額法）。

(2) 子会社株式は移動平均法による原価法。

(3) その他有価証券のうち時価のあるものは期末日の市場価

格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）。時価のない

ものは移動平均法による原価法。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 購買品（単品管理品目：肥料、農薬、生産資材など）は

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）。

(2) 購買品（分類管理品目：生活資材、燃料など）は売価還

元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）。

(3) 販売品は最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日

以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定

額法）により償却しています。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっています。

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事
項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社 ………１社

株式会社　郡農産業

(2) 非連結子会社

該当する子法人（関連法人）はありません。

２．持分法の適用に関する事項

該当する子法人（関連法人）はありません。

３．連結される子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の決算日は２月末日であり、連結決算日と一致

しております。

４．のれんの償却方法及び償却期間

該当する事項はありません。

５．剰余金処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した剰

余金処分に基づいて作成しております。

６．現金及び現金同等物の資金の範囲

連結キャッシュフロー計算書における資金の範囲は、連

結貸借対照表上の「現金及び預金」のうち「現金」及び

「預金」中の当座預金、普通預金及び通知預金です。

Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券は償却原価法（定額法）。

(2) 子会社株式は移動平均法による原価法。

(3) その他有価証券のうち時価のあるものは期末日の市場価

格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）。時価のない

ものは移動平均法による原価法。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 購買品（単品管理品目：肥料、農薬、生産資材など）は

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）。

(2) 購買品（分類管理品目：生活資材、燃料など）は売価還

元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）。

(3) 販売品は最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日

以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定

額法）により償却しています。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっています。

 
81,383,905 千円 

 
79,631,000 千円 

 
1,722,030 千円 

連結貸借対照表の「現金及び預 
金」勘定 

同上のうち定期預金 
 
連結キャッシュフロー計算書の 
現金及び現金同等物 

 
81,803,131 千円 

 
80,431,000 千円 

 
1,349,034 千円 

連結貸借対照表の「現金及び預 
金」勘定 

同上のうち定期預金 
 
連結キャッシュフロー計算書の 
現金及び現金同等物 
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(2) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しています。

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却してい

ます。

４．引当金の計上基準

経理規程に基づき、それぞれ次のとおり計上しています。

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定められている資産自己査定の基準

及び経理規程、資産の償却・引当基準に則り、次のとおり

計上しています。

正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）につ

いては、貸倒実績率で算定した金額と租税特別措置法第

57条の９第１項及び第２項により算定した金額のいずれ

か多い金額を計上しています。なお、この基準に基づき、

当期は租税特別措置法第57条の９第１項及び第２項によ

り算定した金額に基づき計上しています。

破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能

見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除

し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し

て必要と認められる額を引き当てています。

実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権額から、

担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認めら

れる額を控除し、その残額を引き当てています。

なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、

資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

内部監査担当部署が査定結果を監査しており、その査定結

果に基づいて、上記の引当を行っています。

連結される子会社の貸倒引当金は、一般債権については

貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

います。

(2) 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額のうち当事業年度負担分を計上しています。

(3) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末

に発生していると認められる額を計上しています。

なお、当組合は職員数300人未満の小規模企業等に該当

するため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第25号）により簡便法を採用していま

す。

また、子会社では簡便法を適用し、期末要支給額を引当

金計上しています。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退任にともなう慰労金の支払いに備えるため、役

員退任慰労金規程に基づく期末要支給額を計上していま

す。

(5) 外部出資等損失引当金

関連会社及びその他の外部出資先（連結対象会社を除く）

への出資に係る損失に備えるため、外部出資勘定の株式に

ついては有価証券の評価方法と同様の考え方により純資産

価額等を勘案し、その他の外部出資先については貸出債権

と同様の考え方により、資産価値の毀損の危険性の度合い

(2) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しています。

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却してい

ます。

４．引当金の計上基準

経理規程に基づき、それぞれ次のとおり計上しています。

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定められている資産自己査定の基準

及び経理規程、資産の償却・引当基準に則り、次のとおり

計上しています。

正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）につ

いては、貸倒実績率で算定した金額と租税特別措置法第

57条の９第１項及び第２項により算定した金額のいずれ

か多い金額を計上しています。なお、この基準に基づき、

当期は租税特別措置法第57条の９第１項及び第２項によ

り算定した金額に基づき計上しています。

破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能

見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除

し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し

て必要と認められる額を引き当てています。

実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権額から、

担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認めら

れる額を控除し、その残額を引き当てています。

なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、

資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

内部監査担当部署が査定結果を監査しており、その査定結

果に基づいて、上記の引当を行っています。

連結される子会社の貸倒引当金は、一般債権については

貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

います。

(2) 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額のうち当事業年度負担分を計上しています。

(3) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末

に発生していると認められる額を計上しています。

なお、当組合は職員数300人未満の小規模企業等に該当

するため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第25号）により簡便法を採用していま

す。

また、子会社では簡便法を適用し、期末要支給額を引当

金計上しています。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退任にともなう慰労金の支払いに備えるため、役

員退任慰労金規程に基づく期末要支給額を計上していま

す。

(5) 外部出資等損失引当金

関連会社及びその他の外部出資先（連結対象会社を除く）

への出資に係る損失に備えるため、外部出資勘定の株式に

ついては有価証券の評価方法と同様の考え方により純資産

価額等を勘案し、その他の外部出資先については貸出債権

と同様の考え方により、資産価値の毀損の危険性の度合い
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に応じて必要と認められる額を計上しています。

５．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引で、平成21年２月28日

以前に取引を行ったものについては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっています。

平成21年３月１日以後に開始した取引については、平

成19年３月30日付で改正された「リース取引に関する会

計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

によっています。

６．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

います。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑

資産に計上し、５年間で均等償却しています。

７．記載金額の端数処理

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、残高

千円未満の勘定科目については「０」で表示しています。

Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記
１．土地収用法を受けて、また国庫補助金の受領により有形

固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は

125,518千円であり、その内訳は次のとおりです。

２．神奈川県企業庁との取引の担保として、系統預金1,000

千円を差し入れています。

３．連結貸借対照表に計上した貸出金のうちリスク管理債権

の金額は次のとおりです。

(1) 貸出金のうち、破綻先債権額は151,045千円、延滞債権

額は1,040,942千円です。

なお、破綻先債権とは、自己査定で破綻先に区分された

債務者に対する貸出金のうち、会社更生、民事再生、破産

などの申立のあった債務者、又は手形交換所から取引停止

処分を受けた債務者に対する貸出金をいいます。また、延

滞債権とは、自己査定で破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

に区分された債務者に対する貸出金のうち、破綻先債権に

該当しないものをいいます。

(2) 貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権に該当するものはあ

りません。

なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元金又は利息の支払が

約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している貸出金で、

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものをいいます。

(3) 貸出金のうち、貸出条件緩和債権に該当するものはあり

ません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の再建又は支援を

に応じて必要と認められる額を計上しています。

５．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引で、平成21年２月28日

以前に取引を行ったものについては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっています。

平成21年３月１日以後に開始した取引については、平

成19年３月30日付で改正された「リース取引に関する会

計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

によっています。

６．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

います。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑

資産に計上し、５年間で均等償却しています。

７．記載金額の端数処理

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、残高

千円未満の勘定科目については「０」で表示しています。

Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記
１．土地収用法を受けて、また国庫補助金の受領により有形

固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は

125,518千円であり、その内訳は次のとおりです。

２．神奈川県企業庁との取引の担保として、系統預金1,000

千円を差し入れています。

３．役員に対する金銭債権・債務の総額

役員に対する金銭債権の総額　　　1,668千円

役員に対する金銭債務の総額　　　　 －千円

４．連結貸借対照表に計上した貸出金のうちリスク管理債権

の金額は次のとおりです。

(1) 貸出金のうち、破綻先債権額は12,778千円、延滞債権

額は1,012,507千円です。

なお、破綻先債権とは、自己査定で破綻先に区分された

債務者に対する貸出金のうち、会社更生、民事再生、破産

などの申立のあった債務者、又は手形交換所から取引停止

処分を受けた債務者に対する貸出金をいいます。また、延

滞債権とは、自己査定で破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

に区分された債務者に対する貸出金のうち、破綻先債権に

該当しないものをいいます。

(2) 貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権に該当するものはあ

りません。

なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元金又は利息の支払が

約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している貸出金で、

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものをいいます。

(3) 貸出金のうち、貸出条件緩和債権に該当するものはあり

ません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の再建又は支援を

種　類 圧縮記帳累計額 うち当期圧縮記帳額 
（単位：千円)

建　　物 

構 築 物 

機械装置 

合　計 

112,368 

5,162 

7,987 

125,518

― 

― 

― 

― 

種　類 圧縮記帳累計額 うち当期圧縮記帳額 
（単位：千円)

建　　物 

構 築 物 

機械装置 

合　計 

112,368 

5,162 

7,987 

125,518

― 

― 

― 

― 
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図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決

めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以

上延滞債権に該当しないものをいいます。

(4) 破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び

貸出条件緩和債権額の合計額は1,025,285千円です。

なお、これらの債権額は貸倒引当金控除前の金額です。

Ⅳ．連結損益計算書に関する注記
１．減損損失を認識した資産及び資産グループの概要

当組合は、管理会計の単位を基本に、支所（店）、事業

所ごとにグルーピングし、業務外固定資産や遊休資産につ

いては施設単位でグルーピングしています。

また、本所、串川茶工場については、ＪＡ全体の共用資

産としています。

あぐりんずつくい、藤野園芸センターについては、管轄

地区内にある支所（店）の共用資産としています。

当期において以下の固定資産及び固定資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

上記の土地については、事業の目的として使用していな

いことから、現況では遊休状態にあり、早期処分対象であ

ることから処分可能価額で評価し、その差額を減損損失と

して認識しました。

また、原宿支店は、平成29年度中を目途に建て替えを行う

ことから、平成28年度以降に見込まれる原宿支店の償却

資産等の固定資産処分損を減損損失として認識しました。

これらの、減損損失の内訳は次のとおりです。
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図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決

めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以

上延滞債権に該当しないものをいいます。

(4) 破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び

貸出条件緩和債権額の合計額は1,191,987千円です。

なお、これらの債権額は貸倒引当金控除前の金額です。

Ⅳ．連結損益計算書に関する注記
１．減損損失を認識した資産及び資産グループの概要

当期において以下の固定資産及び固定資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

当組合は、管理会計の単位を基本に、支所（店）、事業

所ごとにグルーピングし、業務外固定資産や遊休資産につ

いては施設単位でグルーピングしています。

また、本所、串川茶工場については、ＪＡ全体の共用資

産としています。

あぐりんずつくい、藤野園芸センターについては、管轄

地区内にある支所（店）の共用資産としています。

以下の土地については、事業の目的として使用していない

ことから、現況では遊休状態にあり、早期処分対象である

ことから処分可能価額で評価し、その差額を減損損失とし

て認識しました。

これらの、減損損失の内訳は以下のとおりです。

用　　途 種　類 そ　の　他 

相模原市緑区根小屋1491-1

場　　　　　所 

遊休地 土地（雑種地）  

相模原市緑区若柳847-1　ほか 

遊休地　信用事業資産 
土地 

(山林、雑種地)
業務外土地 

相模原市緑区根小屋826-3

遊休地　信用事業資産 土地（畑） 業務外土地 

原宿支店 

営業店舗 建物・器具備品  

相模原市緑区牧野3633-8　ほか 

遊休地 土地（山林）  

相模原市緑区与瀬2300-1　ほか 

遊休地 土地（畑）  

用　　途 種　類 そ　の　他 

相模原市緑区牧野13461　ほか 

場　　　　　所 

遊休地 土地（山林）  

相模原市緑区根小屋1491-1

遊休地 土地 (雑種地)  

相模原市緑区青根1146-1

遊休地 土地 (畑)  

相模原市緑区牧野3633-8　ほか 

遊休地 土地（山林）  

相模原市緑区若柳847-1　ほか 

遊休地   信用事業資産 
土地 

(山林、雑種地)
業務外土地 

相模原市緑区根小屋826-3

遊休地　信用事業資産 土地 (畑) 業務外土地 

減損損失計上額 内　　訳 

相模原市緑区牧野13461　ほか 

場　　　　　所 

0千円 土地 0千円 

相模原市緑区根小屋1491-1

745千円 土地 745千円 

相模原市緑区青根1146-1

3千円 土地 3千円 

相模原市緑区牧野3633-8　ほか 

2千円 土地 2千円 

相模原市緑区若柳847-1　ほか 

32千円 業務外土地 32千円 

相模原市緑区根小屋826-3

1千円 業務外土地 1千円 

合　　計 

786千円 
土地 

業務外土地 

752千円 

33千円 
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なお、これらの資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、土地の時価は固定資産税評価に基づき、

当組合の担保評価基準により算出しています。

Ⅴ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当組合は農家組合員や地域住民から預かった貯金を原資

に、農家組合員や地域内の住民や団体などへ貸付け、残っ

た余裕金を神奈川県信用農業協同組合連合会へ預けている

ほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行ってい

ます。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組

合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、顧

客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒され

ています。

有価証券は、主に債券であり、満期保有目的及び純投資

目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行

体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リ

スクに晒されています。

また、経済事業未収金は、顧客の信用リスクに晒されて

います。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については

理事会において対応方針を決定しています。また、通常

の貸出取引については、本所に金融共済部債権管理課、

総務部リスク管理課を設置し各支所（店）との連携を図

りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、

取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価

を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設

けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産

なお、これらの資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、土地の時価は固定資産税評価に基づき、

当組合の担保評価基準により算出しています。

また、原宿支店は、対象資産ごとに管理上の備忘価額

（１円）を残して帳簿価額から減額し、当該減少額を減損

損失で計上するとともに、固定資産勘定を同額減額してい

ます。

Ⅴ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当組合は農家組合員や地域住民から預かった貯金を原資

に、農家組合員や地域内の住民や団体などへ貸付け、残っ

た余裕金を神奈川県信用農業協同組合連合会へ預けている

ほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行ってい

ます。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組

合員等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、顧

客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒され

ています。

有価証券は、主に債券であり、満期保有目的及び純投資

目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行

体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リ

スクに晒されています。

また、経済事業未収金は、顧客の信用リスクに晒されて

います。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については

理事会において対応方針を決定しています。また、通常

の貸出取引については、本所に金融共済部債権管理課、

総務部リスク管理課を設置し各支所（店）との連携を図

りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、

取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価

を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設

けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産

減損損失計上額 内　　訳 

相模原市緑区根小屋1491-1

場　　　　　所 

164千円 土地 164千円 

相模原市緑区牧野3633-8　ほか 

24千円 土地 24千円 

相模原市緑区与瀬2300-1　ほか 

15,683千円 土地 15,683千円 

原宿支店 

10,126千円 
建物 

器具備品 

10,092千円 

33千円 

合　　計 

26,135千円 

土地 

業務外土地 

建物 

器具備品 

15,872千円 

136千円 

10,092千円 

33千円 

相模原市緑区若柳847-1　ほか 

112千円 業務外土地 112千円 

相模原市緑区根小屋826-3

24千円 業務外土地 24千円 
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の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳

正に行っています。不良債権については管理・回収方針

を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。ま

た、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産

の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び

財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理

当組合では、財務の健全性維持と収益力強化とのバラ

ンスを重視し、ＡＬＭを基本に、金利リスク、価格変動

リスクなどの市場性リスクの的確なコントロールに努め

ています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済

見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポ

ートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会にお

いて運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬ

Ｍ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及びＡ

ＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の

売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った

取引についてはリスク管理部門が定期的にリスク量の測

定を行い、経営層に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディン

グ目的以外の金融商品です。当組合において、主要なリ

スク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商

品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に

分類している債券、貯金及び借入金です。

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、

期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経

済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたって

の定量的分析に利用しています。金利以外のすべてのリ

スク変数が一定であると仮定し、当年度末現在、指標と

なる金利が0.25％上昇したものと想定した場合には、経

済価値が67,043千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を

前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考

慮していません。また、金利の合理的な予想変動幅を超

える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じ

る可能性があります。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達

について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確

保に努めています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場

価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれて

います。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採

用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価

額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

(1) 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当年度末における貸借対照表計上額、時価等及びこれら

の差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のについては、次表には含めず、「（3）時価を把握するこ

とが極めて困難と認められる金融商品」に記載しています。

の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳

正に行っています。不良債権については管理・回収方針

を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。ま

た、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産

の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び

財務の健全化に努めています。

②　市場リスクの管理

当組合では、財務の健全性維持と収益力強化とのバラ

ンスを重視し、ＡＬＭを基本に、金利リスク、価格変動

リスクなどの市場性リスクの的確なコントロールに努め

ています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済

見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポ

ートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会にお

いて運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬ

Ｍ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及びＡ

ＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の

売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った

取引についてはリスク管理部門が定期的にリスク量の測

定を行い、経営層に報告しています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディン

グ目的以外の金融商品です。当組合において、主要なリ

スク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商

品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に

分類している債券、貯金及び借入金です。

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、

期末後１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経

済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたって

の定量的分析に利用しています。金利以外のすべてのリ

スク変数が一定であると仮定し、当年度末現在、指標と

なる金利が0.25％上昇したものと想定した場合には、経

済価値が45,946千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を

前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考

慮していません。また、金利の合理的な予想変動幅を超

える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じ

る可能性があります。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達

について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確

保に努めています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場

価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれて

います。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採

用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価

額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

(1) 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当年度末における貸借対照表計上額、時価等及びこれら

の差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のについては、次表には含めず、「（3）時価を把握するこ

とが極めて困難と認められる金融商品」に記載しています。
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(2) 金融商品の時価の算定方法

【資産】

①　預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額によっています。満期の

ある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスク

フリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り

引いた現在価値を時価に代わる金額として算定していま

す。

②　有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によってい

ます。

③　貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場

価格を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく

異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間

にもとづく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリー

レートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた

額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算

定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した

債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額

を時価に代わる金額としています。

【負債】

①　貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支

払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定期

性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキ

ャッシュ・フローをリスクフリーレートである円Ｌｉｂ

ｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代

わる金額として算定しています。

（3) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

は次のとおりであり、これらは「（1）金融商品の貸借対

照表計上額及び時価等」の金融商品の時価情報には含まれ

ていません。

連結貸借対照表計上額

外部出資 (※) 4,790,310千円

（※）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものにつ

いては、時価を把握することが極めて困難であると認めら

(2) 金融商品の時価の算定方法

【資産】

①　預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額によっています。満期の

ある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスク

フリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り

引いた現在価値を時価に代わる金額として算定していま

す。

②　有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によってい

ます。

③　貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場

価格を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく

異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間

にもとづく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリー

レートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた

額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算

定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した

債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額

を時価に代わる金額としています。

【負債】

①　貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支

払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定期

性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキ

ャッシュ・フローをリスクフリーレートである円Ｌｉｂ

ｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代

わる金額として算定しています。

（3) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

は次のとおりであり、これらは「（1）金融商品の貸借対

照表計上額及び時価等」の金融商品の時価情報には含まれ

ていません。

連結貸借対照表計上額

外部出資 (※) 4,782,890千円

（※）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものにつ

いては、時価を把握することが極めて困難であると認めら

（※1）貸出金には、連結貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金 

　　 18,416千円を含めています。 

（※2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除していま 

　　 す。 

81,223,166 

 

8,541,791 

5,628,897 

 

 

29,690,010 

125,083,865 

122,220,197 

122,220,197

時　価 

81,226,548 

 

8,179,896 

5,628,897 

29,694,898 

△801,684 

28,893,214 

123,928,556 

122,213,305 

122,213,305

連結貸借対照表計上額 項　目 

△3,382 

 

361,895 

－ 

 

 

796,795 

1,155,309 

6,892 

6,892

預金 

有価証券 

　満期保有目的の債券 

　その他有価証券 

貸出金 (※1) 

　貸倒引当金 (※2) 

　貸倒引当金控除後 

　　  資産計 

貯金 

　　  負債計 

差　額 
（単位：千円）

（※1）貸出金には、連結貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金 

　　 19,868千円を含めています。 

（※2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除していま 

　　 す。 

80,765,597 

 

8,754,390 

5,589,626 

 

 

30,071,168 

125,180,782 

122,466,235 

122,466,235

時　価 

80,809,042 

 

8,329,626 

5,589,626 

30,212,324 

△905,005 

29,307,318 

124,035,613 

122,524,796 

122,524,796

連結貸借対照表計上額 項　目 

△43,445 

 

424,763 

－ 

 

 

763,850 

1,145,168 

△58,560 

△58,560

預金 

有価証券 

　満期保有目的の債券 

　その他有価証券 

貸出金 (※1) 

　貸倒引当金 (※2) 

　貸倒引当金控除後 

　　  資産計 

貯金 

　　  負債計 

差　額 
（単位：千円）
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れるため、時価開示の対象とはしていません。

（4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定

額

（5）有利子負債の決算日後の返済予定額

Ⅵ．有価証券に関する注記
１．有価証券に関する事項

(1) 有価証券の時価及び評価差額に関する事項

有価証券の時価及び評価差額に関する事項は以下のとお

りです。

①　満期保有目的の債券で時価のあるもの

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表

計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりで

す。

②　その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または

償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額について

は次のとおりです。

れるため、時価開示の対象とはしていません。

（4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定

額

（5）有利子負債の決算日後の返済予定額

Ⅵ．有価証券に関する注記
１．有価証券に関する事項

(1) 有価証券の時価及び評価差額に関する事項

有価証券の時価及び評価差額に関する事項は以下のとお

りです。

①　満期保有目的の債券で時価のあるもの

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表

計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりで

す。

②　その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または

償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額について

は次のとおりです。

973,599 

7,569,475 

211,316 

8,754,390 

－ 

－ 

－ 

－ 

8,754,390

時　価 

950,121 

7,179,504 

200,000 

8,329,626 

－ 

－ 

－ 

－ 

8,329,626

連結貸借対照表計上額 

国　債 

地方債 

社　債 

小　計 

国　債 

地方債 

社　債 

小　計 

種　　　類 

合　　　計 

23,477 

389,970 

11,316 

424,763 

－ 

－ 

－ 

－ 

424,763

時価が連結貸借 

対照表計上額を 

超えるもの 

 

時価が連結貸借 

対照表計上額を 

超えないもの 

差　額 
（単位：千円） 

808,919 

7,521,282 

211,590 

8,541,791 

－ 

－ 

－ 

－ 

8,541,791

時　価 

800,075 

7,179,820 

200,000 

8,179,896 

－ 

－ 

－ 

－ 

8,179,896

連結貸借対照表計上額 

国　債 

地方債 

社　債 

小　計 

国　債 

地方債 

社　債 

小　計 

種　　　類 

合　　　計 

8,843 

341,461 

11,590 

361,895 

－ 

－ 

－ 

－ 

361,895

時価が連結貸借 

対照表計上額を 

超えるもの 

 

時価が連結貸借 

対照表計上額を 

超えないもの 

差　額 
（単位：千円） 

（※１）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。 

－ 

－ 

貯    金 (※1) 

  合　計 

５年超 

566,794 

566,794

4年超 
5年以内 

552,890 

552,890

3年超 
4年以内 

3,275,350 

3,275,350

2年超 
3年以内 

4,050,856 

4,050,856

1年超 
2年以内 

113,950,486 

113,950,486

１年以内 

（単位：千円） 

（※１）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。 

50 

50

貯    金 (※1) 

  合　計 

５年超 

516,827 

516,827

4年超 
5年以内 

793,321 

793,321

3年超 
4年以内 

3,559,382 

3,559,382

2年超 
3年以内 

4,392,967 

4,392,967

1年超 
2年以内 

113,454,892 

113,454,892

１年以内 

（単位：千円）

（※1）貸出金のうち、当座貸越171,293千円については「１年以内」に含めて 

　　　  います。 

（※2）貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 

　　　  691,653千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。 

 

預　　  金 

 

 

 

 

 

貸出金 (※1、2) 

　合　計 

有
価
証
券  

その他有価
証券のうち
満期のある
もの 

 
満期保有目
的の債券 

― 

2,800,000  

 

5,010,000 
 

15,075,593 

22,885,593

  

 

 

 

 

 

 

５年超 

― 

2,400,000  

 

― 
 

1,837,619 

4,237,619

4年超 
5年以内 

― 

―  

 

10,000 
 

1,924,408 

1,934,408

3年超 
4年以内 

― 

―  

 

300,000 
 

2,051,001 

2,351,001

2年超 
3年以内 

― 

1,800,000  

 

3,500 
 

2,291,174 

4,094,674

1年超 
2年以内 

81,226,548 

1,181,000  

 

3,500 
 

5,805,032 

88,216,080

１年以内 

（単位：千円）

（※1）貸出金のうち、当座貸越182,028千円については「１年以内」に含めて 

　　　  います。また、期限のない劣後特約付ローンについては、「５年超」に 

　　　  含めています。 

（※2）貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 

　　　  846,401千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。 

― 

5,200,000  

 

5,010,000 
 

17,875,223 

28,085,223

預　　  金 

 

 

 

 

 

貸出金 (※1、2) 

　合　計 

５年超 

― 

―  

 

10,000 
 

1,819,309 

1,829,309

4年超 
5年以内 

― 

―  

 

300,000 
 

1,940,910 

2,240,910

3年超 
4年以内 

― 

1,800,000  

 

3,500 
 

2,071,951 

3,875,451

2年超 
3年以内 

1,000,000 

1,181,000  

 

3,500 
 

2,242,359 

4,426,859

1年超 
2年以内 

79,809,042 

150,000  

 

16,700 
 

3,396,300 

83,372,042

１年以内 

（単位：千円）

有
価
証
券  

その他有価
証券のうち
満期のある
もの 

 
満期保有目
的の債券 



前　　年　　度 本　　年　　度 

(2) 当年度中に売却した満期保有目的の債券

当年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

(3) 当年度中に売却したその他有価証券

当年度中に売却したその他有価証券はありません。

(4) 当年度中に保有目的が変更となった有価証券

当年度中に保有目的が変更となった有価証券はありませ

ん。

Ⅶ．退職給付に関する注記
１．退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当組合の退職給付制度は、職員退職給与規程に基づき、

退職一時金制度に加え、（一財）神奈川県農業団体共済会

との契約に基づく退職給付制度（確定拠出型）及び全国共

済農業協同組合連合会との契約に基づく確定給付型年金制

度を併用しています。

なお、退職給付債務・退職給付費用の計上にあたっては

「退職給付に係る会計基準」（企業会計基準第26号）に基

づき、簡便法により行っています。

(2) 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金

退職給付費用

退職給付の支払額

確定給付型年金制度への拠出金

期末における退職給付引当金

(3) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退

職給付引当金の調整表

退職給付債務

年金資産

退職給付引当金

（注) 退職給付債務の額は、（一財）神奈川県農業団体共済会
の期末退職給付金額732,555千円を控除した金額としてい
ます。

(4) 退職給付に関する損益

勤務費用

その他（選択定年制度に係る割増退職金等）

退職給付費用

（注)（一財）神奈川県農業団体共済会への拠出金59,577千円
は「退職共済掛金」で処理しています。
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(2) 当年度中に売却した満期保有目的の債券

当年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

(3) 当年度中に売却したその他有価証券

当年度中に売却したその他有価証券はありません。

(4) 当年度中に保有目的が変更となった有価証券

当年度中に保有目的が変更となった有価証券はありませ

ん。

Ⅶ．退職給付に関する注記
１．退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当組合の退職給付制度は、職員退職給与規程に基づき、

退職一時金制度に加え、（一財）神奈川県農業団体共済会

との契約に基づく退職給付制度（確定拠出型）及び全国共

済農業協同組合連合会との契約に基づく確定給付型年金制

度を併用しています。

なお、退職給付債務・退職給付費用の計上にあたっては

「退職給付に係る会計基準」（企業会計基準第26号）に基

づき、簡便法により行っています。

(2) 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金

退職給付費用

退職給付の支払額

確定給付型年金制度への拠出金

期末における退職給付引当金

(3) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退

職給付引当金の調整表

退職給付債務

年金資産

退職給付引当金

（注) 退職給付債務の額は、（一財）神奈川県農業団体共済会
の期末退職給付金額741,796千円を控除した金額としてい
ます。

(4) 退職給付に関する損益

勤務費用

その他（選択定年制度に係る割増退職金等）

退職給付費用

（注)（一財）神奈川県農業団体共済会への拠出金52,216千円
は「退職共済掛金」で処理しています。

107,017千円

19,893千円

△11,805千円

△23,655千円

91,450千円

835,814千円

△744,364千円

91,450千円

19,893千円

7,614千円

27,507千円

189,689千円

18,497千円

△9,533千円

△91,635千円

107,017千円

840,423千円

△733,406千円

107,017千円

18,497千円

18,931千円

37,428千円

（注）上記評価差額から繰延税金負債68,162千円を差し引いた額178,267千円 

　　が、「その他有価証券評価差額金」に含まれます。 

 

1,200,181 

2,715,888 

1,673,557 

5,589,626 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

5,589,626

連結貸借対照表計上額 

 

1,139,967 

2,599,578 

1,603,650 

5,343,196 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

5,343,196

取得原価または償却原価 

債券 

　国　債 

　地方債 

　社　債 

　小　計 

債券 

　国　債 

　地方債 

　社　債 

　小　計 

種　　　類 

合　　　計 

 

60,213 

116,309 

69,906 

246,430 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

246,430

連結貸借対照表計 

上額が取得原価ま 

たは償却原価を超 

えるもの 

 

連結貸借対照表計 

上額が取得原価ま 

たは償却原価を超 

えないもの 

差　額 
（単位：千円） 

（注）上記差額から繰延税金負債83,666千円を差し引いた額218,814千円が、 

　　 「その他有価証券評価差額金」に含まれます。 

 

1,210,296 

2,735,909 

1,682,692 

5,628,897 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

5,628,897

連結貸借対照表計上額 

 

1,123,670 

2,599,652 

1,603,094 

5,326,417 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

5,326,417

取得原価または償却原価 

債券 

　国　債 

　地方債 

　社　債 

　小　計 

債券 

　国　債 

　地方債 

　社　債 

　小　計 

種　　　類 

合　　　計 

 

86,626 

136,256 

79,597 

302,480 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

302,480

連結貸借対照表計 

上額が取得原価ま 

たは償却原価を超 

えるもの 

 

連結貸借対照表計 

上額が取得原価ま 

たは償却原価を超 

えないもの 

差　額 
（単位：千円） 



前　　年　　度 本　　年　　度 
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(5) 退職給付債務等の計算基礎

退職給付債務の計算は、在籍する職員については退職給

付に係る期末自己都合要支給額（年金制度移行部分を含む）

をもって退職給付債務とし、年金受給者については年金財

政計算上の責任準備金をもって退職給付債務としていま

す。

２．福利厚生費（人件費）には、「厚生年金保険制度及び農

林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」附則第57条

の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例

年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例

業務負担金18,620千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された平成26年３月現在における

平成44年３月までの特例業務負担金の将来見込額は

283,731千円となっています。

Ⅷ．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の主な内訳

繰延税金資産

貸倒引当金超過額

退職給与引当金超過額

賞与引当金超過額

土地（減損）

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計（Ａ）

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計（Ｂ）

繰延税金負債の純額(Ａ)+(Ｂ) 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の主要な項目別の内訳

税金負担率

法定実効税率

（調　整）

交際費等永久に損金に算入されない項目

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

繰延税金資産・負債の不計上等による影響

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

３．当期における税率の変更による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第

10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１

日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止され

ることになりました。また「地方法人税法」(平成26年法

律第11号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平

成26年法律第４号）が平成26年３月31日に公布され、平

成26年10月１日以後に開始する事業年度より、住民税法

人税割の税率が引き下げられ、地方法人税が創設されると

ともに、地方法人特別税の税率が引き下げられ、法人事業

税の税率が引き上げられました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用した法定実効税率は、平成27年３月１日に開始する事

112,237千円

29,600千円

11,921千円

31,670千円

51,879千円

237,307千円

△182,131千円

55,175千円

△68,162千円

△1,804千円

△73,319千円

△18,143千円

29.40%

2.48%

△5.30%

△1.06%

△0.16%

25.36%

(5) 退職給付債務等の計算基礎

退職給付債務の計算は、在籍する職員については退職給

付に係る期末自己都合要支給額（年金制度移行部分を含む）

をもって退職給付債務とし、年金受給者については年金財

政計算上の責任準備金をもって退職給付債務としていま

す。

２．福利厚生費（人件費）には、「厚生年金保険制度及び農

林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」附則第57条

の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例

年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例

業務負担金18,130千円を含めて計上しています。

なお、同組合より示された平成27年３月現在における

平成44年３月までの特例業務負担金の将来見込額は

273,308千円となっています。

Ⅷ．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の主な内訳

繰延税金資産

貸倒引当金超過額

退職給与引当金超過額

役員退職慰労引当金

賞与引当金超過額

土地（減損）

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計（Ａ）

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計（Ｂ）

繰延税金負債の純額(Ａ)+(Ｂ) 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の主要な項目別の内訳

税金負担率

法定実効税率

（調　整）

交際費等永久に損金に算入されない項目

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

繰延税金資産・負債の不計上等による影響

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

102,019千円

25,295千円

11,563千円

11,537千円

36,060千円

54,275千円

240,749千円

△178,649千円

62,100千円

△83,666千円

△4,896千円

△88,562千円

△26,462千円

27.66%

1.50%

△3.60%

△1.08%

△0.30%

24.18%
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Ⅸ．資産除去債務に関する注記
１．当該資産除去債務の概要

当組合の一部支所の建設に際し、土地所有者と事業用定

期借地権契約を締結しており、賃借期間終了による原状回

復義務に関し資産除去債務を計上しています。また、一部

支所において有害物質を除去する義務に関する資産除去債

務を計上しています。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見積期間は

１年～30年、割引率は1.3%～2.0%を採用しています。

３．当年度末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高　　　　　　　　　　　　　　36,374千円

時の経過による調整額　　　　　　　　　 569千円

期末残高　　　　　　　　　　　　　　36,944千円

Ⅹ．その他の注記
該当する事項はありません。

業年度に解消が見込まれる一時差異等については、前事業

年度の29.40％から27.66％に、平成28年３月１日以後に

開始する事業年度のものについては前事業年度の27.62%

から27.66%にそれぞれ変更されました。その結果、繰延

税金負債が1,246千円増加し、その他有価証券評価差額金

が98千円減少し、法人税等調整額が1,304千円増加してい

ます。

Ⅸ．資産除去債務に関する注記
１．当該資産除去債務の概要

当組合の一部支所の建設に際し、土地所有者と事業用定

期借地権契約を締結しており、賃借期間終了による原状回

復義務に関し資産除去債務を計上しています。また、一部

支所において有害物質を除去する義務に関する資産除去債

務を計上しています。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見積期間は

１年～30年、割引率は1.3%～2.0%を採用しています。

３．当年度末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高　　　　　　　　　　　　　　29,274千円

有形固定資産の取得に伴う増加額　　　 6,582千円

時の経過による調整額　　　　　　　　　 518千円

期末残高　　　　　　　　　　　　　 36,374千円

Ⅹ．その他の注記
該当する事項はありません。
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(5）連結剰余金計算書

本　年　度科　　　　目

（資本剰余金の部）

１．資 本 剰 余 金 期 首 残 高

２．資 本 剰 余 金 増 加 高

３．資 本 剰 余 金 減 少 高

４．資 本 剰 余 金 期 末 残 高

（利益剰余金の部）

１．利 益 剰 余 金 期 首 残 高

２．利 益 剰 余 金 増 加 高

当 　 期 　 剰 　 余 　 金

３．利 益 剰 余 金 減 少 高

配 　 　 　 当 　 　 　 金

４．利 益 剰 余 金 期 末 残 高

－

－

－

－

7,107 ,456

243 ,129

243 ,129

21 ,992

21 ,992

7 ,328 ,593

前　年　度

－

－

－

－

6,964 ,162

165 ,547

165 ,547

22 ,253

22 ,253

7 ,107 ,456

（単位：千円）

基準日　　前年度　平成26年３月１日から平成27年２月28日まで
本年度　平成27年３月１日から平成28年２月29日まで

(6）リスク管理債権の状況

連結子会社にリスク管理債権がないため、当ＪＡ単体のリスク管理債権と同額です。

53ページをご参照ください。

(7）事業別の収益等

本　年　度前　年　度項　　　目

信 用 事 業

共 済 事 業

農 業 関 連 事 業

そ の 他 事 業

計

事 業 収 益
経 常 利 益
資 産 の 額
事 業 収 益
経 常 利 益
資 産 の 額
事 業 収 益
経 常 利 益
資 産 の 額
事 業 収 益
経 常 利 益
資 産 の 額
事 業 収 益
経 常 利 益
資 産 の 額

1,302
427

127 ,748
666
220

1 ,655
253

△163
1 ,037
1 ,640
△189
1 ,941
3 ,863
295

132 ,383

（単位：百万円）

1,322
418

127 ,842
637
207

1 ,561
257

△179
1 ,072
1 ,873
△211
1 ,889
4 ,091
234

132 ,365

(注）連結事業収益は、銀行等の連結経常収益に相当するものです。
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連結自己資本の充実の状況  6

以下で使用している用語については、64ページの「自己資本比率の算定に関する用語解説一覧」

をご参照下さい。

◇　自己資本の充実度に関する評価方法の概要

当グループは、適正なプロセスにより連結自己資本比率を正確に算出し、当グループが抱え

る信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資

本の維持を図るとともに、財務基盤強化のため内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努

めています。

◇　自己資本調達手段の概要

当グループでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応える

ため、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。当グループの自己資本は、

下表のとおり、組合員の普通出資により調達しています。その結果、平成28年２月末における

自己資本比率は、19.98％となりました。

◆普通出資による資本調達額

項　目

発行主体

資本調達手段の種類

コア資本に係る基礎項目に参入した額

内　容

津久井郡農業協同組合

普通出資

875百万円　（前年度　886百万円）
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前年度  
経過措置 
による不 
算入額 

項　　　目  

0 
 

－ 

0 
 

－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 

－ 

コア資本にかかる基礎項目　　　（1） 
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 
　 うち、出資金及び資本剰余金の額 
　 うち、再評価積立金の額 
　 うち、利益剰余金の額 
　 うち、外部流出予定額 
　 うち、上記以外に該当するものの額 
コア資本に算入される評価・換算差額等 
　 うち、退職給付に係るものの額 
コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 
　 うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額 
　 うち、適格引当金コア資本算入額 
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額 
に含まれる額 
　 うち、回転出資金の額 
　 うち、上記以外に該当するものの額 
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本 
調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに 
相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目 
の額に含まれる額 
コア資本にかかる基礎項目の額　　（イ） 
コア資本にかかる調整項目　　　（2) 
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを 
除く。) の額の合計額 
　 うち、のれんに係るものの額 
　 うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係る 
　 もの以外の額 
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 
適格引当金不足額 
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に 
算入される額 
退職給付に係る資産の額 
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。) の額 
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 
特定項目に係る10パーセント基準超過額 
　 うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに 
　 関連するものの額 
　 うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資 
　 産に関連するものの額 
　 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連 
　 するものの額 

（単位：百万円)(1）自己資本の構成に関する事項 

1 
 

－ 

1 
 

－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 

－ 

7,964 
886 
－ 

7,107 
△21 
△7 
－ 
－ 
－ 
97 
97 
－ 

－ 
 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 
－ 
 

8,062 
 

－ 
 
－ 

－ 
 
－ 
－ 
－ 

－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 

－ 

本年度  
経過措置 
による不 
算入額 

8,193 
875 
－ 

7,328 
△4 
△5 
－ 
－ 
－ 
95 
95 
－ 

－ 
 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 
－ 
 

8,288 
 

0 
 
－ 

0 
 
－ 
－ 
－ 

－ 
 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
 

－ 
 

－ 
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項　　　目  

特定項目に係る15パーセント基準超過額 
　 うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに 
　 関連するものの額 
　 うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資 
　 産に関連するものの額 
　 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連 
　 するものの額 
コア資本に係る調整項目の額　　　（ロ） 
自己資本 
自己資本の額　　　　　　　　　　（(イ)－(ロ)) (ハ） 
リスク・アセット等　　　　　　（3） 
信用リスク・アセットの額の合計額 
　 うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される 
　 額の合計額 
　　  うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシ 
　　  ング・ライツに係るものを除く） 
　　  うち、繰延税金資産 
　　  うち、退職給付に係る資産 
　　  うち、他の金融機関等向けエクスポージャー 
　　  うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額に係 
　　  るものの額 
　　  うち、上記以外に該当するものの額 
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除 
して得た額 
信用リスク・アセット調整額 
オペレーショナル・リスク相当額調整額 
リスク・アセット等の額の合計額　（ニ） 
自己資本比率 
自己資本比率　　　　　　　　　　（(ハ)／(ニ)） 

（単位：百万円)

前年度  
経過措置 
による不 
算入額 

本年度  
経過措置 
による不 
算入額 

－ 

－ 
 

－ 
 

－
 
 
 
 
－ 

－ 

－ 
 

－ 
 

－
 
 
－ 
 

8,062 
 

36,588 

△9,671 
 

1 
 
－ 
－ 

△9,672 

－ 
 
－ 

2,344 
 
－ 
－ 

38,932 
－ 

20.70％ 

(注) １．農協法第11条の２第１項第２号の規定に基づく、組合の経営の健全性を判断するための基準に係る算式に 
　　　基づき算出しています。 
　　２．当グループは、信用リスク・アセットの算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については 
　　　信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採用 
　　　しています。 
　　３．当グループが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。 

－ 

－ 
 

－ 
 

－
 
 
 
 
－ 

－ 

－ 
 

－ 
 

－
 
 
0 
 

8,288 
 

39,181 

△3,998 
 

0 
 
－ 
－ 

△3,999 

－ 
 
－ 

2,298 
 
－ 
－ 

41,479 
－ 

19.98％ 



－94－

DISCLOSURE 
2016連結ディスクロージャー 

(2）自己資本の充実度に関する事項

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 

項　　　目  

　　我が国の中央政府及び中央銀行向け 
　　我が国の地方公共団体向け 
　　地方公共団体金融機構向け 
　　我が国の政府関係機関向け 
　　地方三公社向け 
　　金融機関及び第一種金融商品取 
　　引業者向け 
　　法人等向け 
　　中小企業等及び個人向け 
　　抵当権付住宅ローン 
　　不動産取得等事業向け 
　　３月以上延滞等 
　　信用保証協会等保証付 
　　共済約款貸付 
　　出資等 
　　他の金融機関等の対象資本調達手段 
　　特定項目のうち調整項目に算入 
　　されないもの 
　　複数の資産を裏付とする資産 
　 （所謂ファンド）のうち、個々の 
　　資産の把握が困難な資産 
　　証券化 
　　経過措置によりリスク・アセット 
　　の額に算入・不算入となるもの 
　　上記以外 
　標準的手法を適用するエクスポー 
　ジャー別計 
　ＣＶＡリスク相当額÷８％ 
　中央清算機関関連エクスポージャー 
信用リスク・アセットの額の合計額 
 
オペレーショナル・リスクに対する 
所要自己資本の額＜基礎的手法＞ 
 
 
　　　　

所要自己資本額計 

(注) １.「エクスポージャー」の区分は告示の項目に沿い表示しています。 
　　２.「３月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係 
　　　るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリス 
　　　ク・ウエイトが150％になったエクスポージャーのことです。 
　　３.「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。 
　　４.「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの」とは、他の金融機関等の対象資本調達 
　　　手段、コア資本に係る調整項目（無形固定資産、前払年金費用、繰延税金資産等）に係る経過措置により、 
　　　リスク・アセットに算入したもの、不算入としたものが該当します。 
　　５.「上記以外」には、現金、中小企業等及び個人向け貸出金のうち小口分散基準に該当しない貸出金、その他 
　　　の資産（固定資産等）が含まれます。 
　　６．当グループでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。 
　　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法)＞ 
　　　　　　　　　　　　粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％　÷８％ 　　　　　　　　　　　　　 直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数 

（単位：百万円)①　信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 

リスク・ 
アセット額 
a

本年度  
エクスポー 
ジャーの 
期末残高 
1,931 
15,809 
200 
－ 
－ 

83,811 
 

3,141 
2,921 
3,815 
435 
680 
6,565 
28 
569 
4,213 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

－ 
 

8,769 

132,894 
 
－ 
－ 

132,894

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 

－ 
－ 
0 
－ 
－ 

647 
 

57 
57 
53 
19 
4 
27 
－ 
23 
663 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

△386 
 

294 

1,463 
 
－ 
－ 

1,463

リスク・ 
アセット額 
a
－ 
－ 
20 
－ 
－ 

16,196 
 

1,447 
1,447 
1,335 
491 
114 
691 
－ 
577 

16,578 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

△9,671 
 

7,360 

36,588 
 
－ 
－ 

36,588

前年度  
エクスポー 
ジャーの 
期末残高 
2,098 
16,088 
200 
－ 
－ 

80,983 
 

2,873 
3,005 
3,872 
500 
811 
7,004 
29 
577 
6,631 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

－ 
 

8,380 

133,057 
 
－ 
－ 

133,057
オペレーショナル・ 
リスク相当額を８％ 
で除して得た額　ａ 

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 

932,344
リスク･アセット等 

 (分母) 計 
a

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 
1,55738,932

オペレーショナル・ 
リスク相当額を８％ 
で除して得た額　ａ 

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 

912,298
リスク･アセット等 

 (分母) 計 
a

所要自己 
資  本  額 
ｂ＝a×４％ 
1,65941,479

－ 
－ 
0 
－ 
－ 

747 
 

68 
58 
52 
17 
2 
25 
－ 
22 
421 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

△159 
 

309 

1,567 
 
－ 
－ 

1,567

－ 
－ 
20 
－ 
－ 

18,696 
 

1,719 
1,457 
1,312 
426 
56 
649 
－ 
569 

10,533 

－ 
 
 
－ 
 
－ 

△3,998 
 

7,737 

39,181 
 
－ 
－ 

39,181



①　標準的手法に関する事項

連結グループの信用リスク管理は、子会社についてはＪＡ内部のリスク管理態勢と同様

の管理を行うことにより、リスク管理の態勢を構築しています。親会社に当たるＪＡの信

用リスク管理の方針及び手続等の具体的内容は、14ページの単体の開示内容をご参照くだ

さい。

連結自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法によ

り算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの

判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による依

頼格付けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。
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(3）信用リスクに関する事項

適　格　格　付　機　関

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ⅰ)

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ)

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ'ｓ)

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（Ｓ＆Ｐ)

フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ)

エクスポージャー

金融機関向けエクスポージャー

法人等向けエクスポージャー (長期)

法人等向けエクスポージャー (短期)

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・
リスク・スコアは、以下のとおりです。

適格格付機関

R＆I，Moody's，JCR，S&P，Fitch

R＆I，Moody's，JCR，S&P，Fitch

カントリー・リスク・スコア

日本貿易保険
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②　信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び３月以上延
滞エクスポージャーの期末残高

679 

－ 

679 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

284 

－ 

0 

－ 

－ 

－ 

7 

385 

－ 

679

本　年　度 

信用リスクに関する 
エクスポージャーの残高 

うち債券 

３月以上 
延滞エクス 
ポージャー 

13,540 

－ 

13,540 

－ 

－ 

－ 

404 

－ 

－ 

－ 

900 

301 

200 

11,733 

－ 

－ 

－ 

13,540 

1,189 

2,116 

2,418 

6,807 

1,008 

－ 

－ 

13,540

29,772 

－ 

29,772 

70 

13 

85 

139 

－ 

1,501 

61 

17 

2,414 

386 

6,007 

93 

18,980 

－ 

29,772 

3,447 

760 

922 

3,810 

4,250 

15,226 

1,352 

29,772

132,894 

－ 

132,894 

70 

13 

85 

544 

－ 

1,501 

61 

917 

88,393 

607 

17,740 

523 

19,012 

3,419 

132,894 

85,899 

2,877 

3,340 

10,618 

5,259 

15,226 

9,670 

132,894

うち貸出金等 

809 

－ 

809 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

312 

－ 

1 

－ 

45 

－ 

7 

443 

－ 

809

前　年　度 

信用リスクに関する 
エクスポージャーの残高 

うち債券 

３月以上 
延滞エクス 
ポージャー 

13,707 

－ 

13,707 

－ 

－ 

－ 

405 

－ 

－ 

－ 

900 

301 

200 

11,900 

－ 

－ 

－ 

13,707 

167 

3,004 

311 

5,012 

5,210 

－ 

－ 

13,707

30,302 

－ 

30,302 

38 

20 

91 

125 

－ 

1,373 

68 

17 

2,423 

488 

6,287 

15 

19,351 

－ 

30,302 

979 

626 

1,089 

917 

7,009 

18,400 

1,280 

30,302

133,057 

－ 

133,057 

38 

20 

91 

531 

－ 

1,373 

68 

918 

88,012 

689 

18,187 

466 

19,384 

3,276 

133,057 

80,999 

4,631 

1,401 

5,930 

12,220 

18,400 

9,474 

133,057

うち貸出金等 

農　　　　　業 

林　　　　　業 

水　　産　　業 

製　　造　　業 

鉱　　　　　業 

建設・不動産業 

 

運輸・通信業 

金融・保険業 

 

 

上　記　以　外 

 

日本国政府・  
地方公共団体  

電気・ガス・  
熱供給・水道業 

卸売・小売・飲 
食・サービス業 

残存期間別残高計 

地域別残高計 
 

国　　　　　　内 

国　　　　　　外 

個　　　　　　人 

そ　　の　　他 

法
　
　
　
　
　
　
　
　
人 

業種別残高計 

１　年　以　下 

１年超３年以下 

３年超５年以下 

５年超７年以下 

７年超10年以下 

10　　年　　超 

期限の定めのないもの 

区　　　分 

(注)１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与 
　　  信相当額を含みます。 
　  ２．「３月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞し 
　　  ているエクスポージャーをいいます。 
　  ３．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。 

（単位：百万円)



－97－

DISCLOSURE 
2016連結ディスクロージャー 

（単位：百万円)

項　　目 

95 

719

本　年　度 

③　貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

一 般 貸 倒 引 当 金  

個 別 貸 倒 引 当 金  

 

期末 

残高 

97 

718

その他 

－ 

102

目的 

使用 

95 

719

期　中 

増加額 

97 

820

期首 

残高 

期中減少額 

97 

820

前　年　度 

期末 

残高 

99 

818

その他 

－ 

0

目的 

使用 

97 

820

期　中 

増加額 

99 

818

期首 

残高 

期中減少額 

（単位：百万円)

項　　目 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

21 

－
 

 

－ 

－ 

36
 

 

－
 

 

－ 

43 

102

本　年　度 

④　業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額 

国 　 　 　 　 　 内  

国 　 　 　 　 　 外  

 

期末 

残高 

719 

－ 

719 

－ 

－ 

－ 

1 

－ 

296 

－
 

 

0 

－ 

－
 

 

－
 

 

7 

412 

719

その他 

102 

－ 

102 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

21 

－
 

 

－ 

－ 

36
 

 

－
 

 

－ 

43 

102

目的 

使用 

719 

－ 

719 

－ 

－ 

－ 

1 

－ 

296 

－
 

 

0 

－ 

－
 

 

－
 

 

7 

412 

719

期 中 

増加額 

820 

－ 

820 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

312 

－
 

 

1 

－ 

41
 

 

－
 

 

7 

455 

820

期首 

残高 

期中減少額 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－
 

 

－ 

－ 

－
 

 

－
 

 

－ 

－ 

－ 

前　年　度 

818 

－ 

818 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

300 

－
 

 

2 

－ 

50
 

 

－
 

 

7 

455 

818

0 

－ 

0 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－
 

 

－ 

－ 

－
 

 

－
 

 

－ 

0 

0

820 

－ 

820 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

312 

－
 

 

1 

－ 

41
 

 

－
 

 

7 

455 

820

818 

－ 

818 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

300 

－
 

 

2 

－ 

50
 

 

－
 

 

7 

455 

818

個別貸倒引当金 

貸出金 

償 却 
期末 

残高 その他 
目的 

使用 

期 中 

増加額 

期首 

残高 

期中減少額 

個別貸倒引当金 

貸出金 

償 却 

718 

－ 

718 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

291 

－
 

 

1 

－ 

4
 

 

－
 

 

7 

412 

718

820 

－ 

820 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

312 

－
 

 

1 

－ 

41
 

 

－
 

 

7 

455 

820

法
　
　
　
　
　
　
　
人 

地　域　別　計  

業　種　別　計  

個 　 　 　 　 　 人  

農　　　　　　　業 

林　　　　　　　業 

水　　　産　　　業 

製　　　造　　　業 

鉱　　　　　　　業 

建 設 ・ 不 動 産 業  

電 気 ・ ガ ス ・ 熱  

供　給・水　道　業 

運　輸・通　信　業 

金　融・保　険　業 

卸 売 ・ 小 売 ・ 飲  

食 ・ サ ー ビ ス 業  

日 本 国 政 府 ・  

地 方 公 共 団 体  

上 　 記 　 以 　 外  
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（単位：百万円)

項　　目 

20,112 

－ 

－ 

6,696 

82,519 

3,765 

1,053 

1,950 

12,891 

3,534 

－ 

370 

－ 

－ 

132,894

本　年　度 

⑤　信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク･ウエイト1250％を適用する残高 

リスク･ウエイト０％ 

リスク･ウエイト２％ 

リスク･ウエイト４％ 

リスク･ウエイト10％ 

リスク･ウエイト20％ 

リスク･ウエイト35％ 

リスク･ウエイト50％ 

リスク･ウエイト75％ 

リスク･ウエイト100％ 

リスク･ウエイト150％ 

リスク･ウエイト200％ 

リスク･ウエイト250％ 

その他 

(注) １．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産並びにオフ･バランス取引及び派生商品取引の与 
　　　　信相当額を含みます。 
　　２．｢格付あり｣ にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、｢格付なし｣ 
　　　にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、
　　　格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。 
　　３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ 
　　　ウエイトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集 
　　　計の対象としています。 

計 

20,112 

－ 

－ 

6,696 

81,418 

3,765 

649 

1,950 

12,891 

3,534 

－ 

370 

－ 

－ 

131,388

格付なし 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,101 

－ 

404 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,506

格付あり 

20,632 

－ 

－ 

7,116 

82,121 

3,829 

1,149 

1,934 

16,059 

32 

－ 

183 

－ 

－ 

133,058

前　年　度 

計 

20,632 

－ 

－ 

7,116 

81,020 

3,829 

743 

1,934 

16,059 

32 

－ 

183 

－ 

－ 

131,552

格付なし 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,101 

－ 

405 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,506

格付あり 

リスク･ウエイト1250％ 

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高 

計 
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②　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

(5）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

(6）証券化エクスポージャーに関する事項

該当する取引はありません。

(4）信用リスク削減手法に関する事項

①　信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」に

おいて定めています。信用リスク削減手法の適用及び管理方針、手続は、ＪＡのリスク管

理の方針及び手続と同様に行っています。ＪＡの信用リスク管理の方針及び手続等の具体

的内容は、70ページの単体の開示内容をご参照下さい。

連結グループにかかるオペレーショナル・リスクに関するリスク管理について、子会社は
ＪＡのリスク管理及びその手続に準じたリスク管理を行っています。ＪＡのオペレーショナ
ル・リスクの管理の方針及び手続等の具体的内容は、15ページの単体の開示内容をご参照
下さい。

(7）オペレーショナル・リスクに関する事項

（単位：百万円)

区　　　　　　　分 

本　年　度 

地方公共団体金融機構向け 

我が国の政府関係機関向け 

地方三公社向け 

金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け 

法人等向け 

中小企業等向け及び個人向け 

抵当権付住宅ローン 

不動産取得等事業向け 

３月以上延滞等 

証券化 

中央清算機関関連 

上記以外 

(注) １.「エクスポージャー」の区分は告示の項目に沿い表示しています。 
　　２.「３月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係 
　　　るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリス 
　　　ク・ウエイトが150％になったエクスポージャーのことです。 
　　３.「上記以外」には、現金、中小企業等及び個人向け貸出金のうち小口分散基準に該当しない貸出金、その他 
　　　の資産 (固定資産等) が含まれます。 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

138 

96 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

55 

289

前　年　度 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

保　証 

－ 

－ 

－ 

－ 

131 

85 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

98 

315

適格金融 

資産担保 

合　　　　　計 

保　証 
適格金融 

資産担保 
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本　年　度前　年　度

（単位：百万円）

償　却　額売　却　損売　却　益

－ － －

償　却　額売　却　損売　却　益

－ － －

③　出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

（単位：百万円）

④　連結貸借対照表で認識され、連結損益計算書で認識されない評価損益の額
（保有目的区分その他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

（単位：百万円）

⑤　連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額
（子会社・関連会社株式の評価損益等）

本　年　度前　年　度

評　価　損評　価　益

－ －

評　価　損評　価　益

－ －

本　年　度前　年　度

評　価　損評　価　益

－ －

評　価　損評　価　益

－ －

①　出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
連結グループにかかる出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理につ

いて、子会社はＪＡのリスク管理及びその手続と同様のリスク管理を行っています。

(8）出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項

本　年　度前　年　度

（単位：百万円）

－

4,782

4 ,782

連結貸借対照表計上額

－

4,782

4 ,782

時価評価額

－

4,790

4 ,790

時価評価額

－

4,790

4 ,790

連結貸借対照表計上額

上 場

非 上 場

合　　計

②　出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価

項　　目

(注)「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

(9）金利リスクに関する事項

①　金利リスクの算定方法の概要

連結グループの金利リスクの算定方法は、ＪＡの金利リスクの算定方法と同様の方法により行っ

ています。

本　年　度前　年　度項　　　目

（単位：百万円）

△236 △117
金利ショックに対する損益・

経済価値の増減額

②　金利ショックに対する損益・経済価値の増減額
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(注) 財務諸表とは、貸借対照表、損益計算書、注記表、剰余金処分計算書、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結キャッシュフロー計算書、連結注記表、連結剰余金計算書を指して
います。

確　　認　　書

私は、平成27年３月１日から平成28年２月29日までの事業年度にかかるディ

スクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な

点において適正に表示されていることを確認いたしました。

当該確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、

有効に機能していることを確認いたしました。

①　業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制

②　業務の実施部署から独立した監査室が内部管理体制の適切性・有効性を検証

し、重要な事項については理事会等に適切に報告する体制

③　重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告する体制

平成28年５月21日

津久井郡農業協同組合

代表理事組合長
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(1）対象役員

開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は、理事及び監事をいいます。

(2）役員報酬等の種類、支払総額及び支払方法について

役員に対する報酬等の種類は、基本報酬と退任慰労金の２種類で、平成27年度における対

象役員に対する報酬等の支払総額は、次のとおりです。

なお、基本報酬は毎月所定日に指定口座への振り込みの方法による現金支給のみであり、

退任慰労金は、その支給に関する総代会決議後、所定の手続きを経て、基本報酬に準じた方

法で支払っています。

(3）対象役員の報酬等の決定等について

①　役員報酬（基本報酬）

役員報酬は、理事及び監事の別に各役員に支給する報酬総額の最高限度額を総代会にお

いて決定し、その範囲内において、理事各人別の報酬額については理事会において決定し、

監事各人別の報酬額については監事の協議によって定めています。なお、業績連動型の報

酬体系とはなっておりません。

この場合の役員各人別の報酬額の決定にあたっては、各人の役職・責務等を勘案して決

定していますが、その基準等については、役員報酬審議会（組合員代表を中心とした委員

９人で構成）に諮問をし、その答申を踏まえて決定しています。また、上記の支給する報

酬総額の最高限度額もこの基準をもとに決定しています。

②　役員退任慰労金

役員退任慰労金は、役員退任慰労金規程（総代会による制定）に定める基準の範囲内で

贈呈することについて、総代会において承認を受けた後、具体的な金額、贈呈の時期、方

法等は、理事については理事会、監事については監事の協議により決定して支給していま

す。

なお、この役員退任慰労金の支給に備えて公正妥当なる会計慣行に即して引当金を計上

しています。

（単位：百万円)

項　　　　　目 

6

退 任 慰 労 金 基　本　報　酬 

4 9対象役員（注1）に対する報酬等 

支　給　総　額（注２)

(注１） 対象役員は、理事15名、監事４名です（期中に退任した者を含む)。 
(注２） 退任慰労金については、本年度に実際に支給した額ではなく、当期の費用として認識される部分の金額 
　　　　（引当金への繰入額と支給額のうち当期の負担に属する金額）によっています。 

〈役員〉

役員等の報酬体系  1  



－103－

(1）対象職員等

〈職員等〉

開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象職員等」の範囲は、当ＪＡの職員及び

当ＪＡの主要な連結子法人等の役職員であって、常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報

酬等を受ける者のうち、当ＪＡ及び当ＪＡの主要な連結子法人等の業務及び財産の状況に重

要な影響を与える者をいいます。

なお、平成27年度において、対象職員等に該当する者はおりませんでした。

(注)１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。

２．「主要な連結子法人等」とは、当ＪＡの連結子法人等のうち、当ＪＡの連結総資産に対して２％以

上の資産を有する会社等をいいます。

３．「同等額」は、平成27年度に当ＪＡの常勤役員に支払った報酬額等の平均額としております。

４．平成27年度において当ＪＡの常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はおりま

せんでした。

当ＪＡの対象役員及び対象職員等の報酬等の体系は、上記開示のとおり過度なリスクテー

クを惹起するおそれのある要素はありません。したがって、報酬告示のうち、「対象役員及

び対象職員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象職員等の報酬等

と業績の連動に関する事項」その他「報酬等の体系に関し参考となるべき事項」として、記

載する内容はありません。

DISCLOSURE 
2016役員等の報酬体系 

〈その他〉
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	郡農協ディスクロージャーweb用_44
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	郡農協ディスクロージャーweb用_62
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	郡農協ディスクロージャーweb用_93

	Disclosure2016_15
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	郡農協ディスクロージャーweb用_98
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